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京セラミタの環境ビジネスへの取り組み
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エコビジネスセミナー～企業経営と環境配慮は両立する～ 
平成18年３月10日（金） 
じばさん三重５Ｆ大研究室 


 
（司会者） 
  本日はエコビジネスセミナーにお越しいただきまして誠にありがとうございます。開


催にあたりましてこのセミナーの趣旨につきまして少しご紹介させていただきます。三重


県では、持続可能な循環型社会の構築に向けて、概ね２０年先を目標に、ごみの発生・排


出が極力抑制され、排出された不用物は最大限資源として有効利用される「ごみゼロ社会」


の実現をめざし、「ごみゼロ社会実現プラン」を策定しました。本日皆様のお手元にプラ


ンの概要版をお配りしてありますので後ほど目を通していただければ幸いです。 


 このプランは、住民、事業者、行政など多様な主体が共有すべき取組の指針であり、長


期的な展望のもとに参画・協働してくためのプランと位置づけております。そのなかで、


９つの基本方向からなる具体的取組を示しており、事業者の役割も重要となっております。 


 このようなことから、環境の視点から従来の事業活動の変革や新たな環境ビジネスの創


出のきっかけとしていただくために、このようなセミナーを開催させていただきましたと


ころです。 


 まずはじめに株式会社ニッセイ基礎研究所、上席主任研究員川村雅彦様より「企業経営


と環境配慮を両立する」をテーマにご講演いただきます。川村様におかれましては現在、


主に環境経営、環境格付、企業の社会的責任CSRを中心に調査研究に従事し、「環境経営


入門」、「環境格付時代に生き残る」などの著書、論文も多数あります。また三重県の日本


環境経営大賞表彰委員会のアドバイザーなどとしてもご活躍されております。それでは川


村様、よろしくお願いします。 
（川村） 
 皆様、こんにちは。ニッセイ基礎研の川村と申します。今日はごみゼロを目指した話と


してエコビジネスについてお話しさせていただきます。という事で今日は紙を準備いたし


ました。私は日頃パワーポイントなるものをあまり使いませんので、紙だけで話をさせて


いただきます。それでは今日は今から１時間 15 分くらいのお時間をいただきました。そ


れでまず表紙を見ていただけたらと思います。まずひとつはタイトルが「企業経営と環境


配慮は両立するか？」と書いてあります。三重県の担当の方からは「する」と言い切るテ







ーマでございましたけれども、私はあえて「するか？」と書いてあります。これは自動的


に両立すると言っている事ではないのです。これはあなたが考えなさいという意味でござ


います。それは背景とか時代状況が相当煮詰まってはきているものの、あなたが努力しな


い限りは何もなりませんという事を言いたいわけでございます。それで両立するか？とい


う疑問文でございますから答えがいるわけですけれども、答えは一番最後をペロッとめく


っていただきますと少し四角い網掛けで書いてありまして、とりあえず言ってしまえば要


は事業者の社長もしくは担当者でも結構ですが強い「やるぞ！」という意志です。それと


同時にやはりいろいろと努力していく創意工夫をしないと、ビジネスですから簡単にコロ


コロと出てくるわけがないという事でございます。言葉で言えば、新しい環境ビジネスモ


デルをあなた自身がつくらなければだめだという事を申し上げてこれを終わりたいと思い


ます。それではこの紙が 10 何枚ありますけれども、後はそれを説明する為にいろいろな


事を言うだけでございます。よってあくまでも私が今から申し上げる事が全てではござい


ませんが、またいろいろな事例がこの後パネルなどでもございますし、経産省の方も具体


的な支援策をお持ちなので、そういったもろもろのものを考えられたうえで、あなたが考


えてくださいという事を申し上げたいと思います。それで副題のタイトルが環境経営と環


境ビジネスと書いてありますが、この言葉自体はあちこちで言われているだろうし、多分


直感的にはおわかりかと思いますが、より具体的に言いますと、環境経営というのは別に


ものを売ったり買う人を提供したりする事だけを意味せずに、自分が自分の事業プロセス


の中でどう環境に対処していくか。言ってみれば環境負荷を下げ、かつ、企業としての価


値を上げていくかという事になりますが、一方で環境ビジネスというのは文字通りビジネ


スで金の商売、儲けなければいけないという事になります。環境経営を進める企業がいろ


いろなものを求めているという事でございます。その求めているものに対してどれだけの


ものを、サービスを提供出来るかという事をもって環境ビジネスと私は呼ぼうと思ってお


ります。言ってみれば需要側と供給側の両方があるという意味でございます。環境経営と


環境ビジネスを使い分けております。それでこの表紙の目次に、黒丸ではじめの方に産業


の環境化という言葉と環境の産業化とありますが、シンクタンクなるものは言葉を使って


適当に普及させようというのがひとつの仕事のようなものです。産業の環境化というのは


要するに産業が今まで環境を配慮していなかったものを、環境を配慮していくという事で、


別に製造業に限らずやる事がたくさん環境負荷にはありますという事を言いたいのでござ


います。一方で環境の産業化というのは、要は環境が商売になるという事でございます。







この副題がそういう意味を示しております。それで今日、時間の中で申し上げたいのは目


次にあります３つでございます。先程申し上げた、環境経営とはどのような事かという事


です。その時代背景のような事を少し整理したうえで、２番目としてはいわゆる環境ビジ


ネスです。場合によってはエコビジネスでも良いかもしれませんが、とりあえずザッと全


体的にはどのようなものがあるのだろうかという事です。そして今後の課題とかあるいは


それを考える時の具体的な留意点と言いますか、そういったものを私なりに整理したもの


を申し上げます。それから３番目として、より具体的に３Ｒ事業を業種別にザクッとです


が事例を中心にこのようなものもありますという事で、ご存知のものもあるかもしれませ


んが、そういったものを申し上げたいと思います。ここでREビジネスと書いてあります。


RE何とかという３RのRのReですが、そういった事でReビジネスと呼ぶ人もいるかと


いう事で時間まで申し上げたいと思います。という事でページをめくっていただきまして、


最初は具体的なものではなくて抽象論をあっさりと言いますので、眠たい方はどうぞご自


由に眠ってください。それで１ページの上の方に先程申し上げた、産業の環境化と環境の


産業化と書いてあります。要はいろいろな法律とか商売に関わるいろいろな人々、それか


ら場合によっては最近ではいろいろな意味での評価という事が行われますが、評価機関の


声などを背景にしてものとサービスを対象に、環境に配慮して循環、環境調和型と２行目


には書いてあります。環境循環型と言いますと、狭い意味ですとぐるぐる回したものを思


われると思いますけれども、環境調和型と言った方がむしろ言葉としては良い気がいたし


ます。そういった事に企業だけではないですけれども、少なくても企業が期待されている


という事でございます。それで２つ目になりますが、企業の環境問題への取り組みには先


程から言っておりますが２つの見方がございます。ひとつは環境調和をやる事で環境負荷


を下げていく環境経営です。これはやはり環境ビジネスの需要サイドになるだろうという


事です。勿論環境経営を実施する企業が自分の中でいろいろな事をやるわけですけれども、


一方外部からこういうものが欲しいという事があれば、それを提供するという事が可能だ


という事でございまして、供給側からすれば環境ビジネスへの早期参入の機会が増えてい


くという事で、需要と供給がバランスすればうまく環境に関わるビジネスがうまく回って


いくというように考える事が出来るのではないかと思います。それから上から５、６セン


チのところに四角で囲ってローマ数字のⅠとあります。環境経営の考え方という事で、先


程言った意味で需要側の企業経営における環境配慮という事で、環境経営の考え方という


ものを申し上げます。これはこれまで私があちこちで考えたり話したりした事のまとめで







はございますが、どちらかと言いますとはっきり言いまして大企業向けにつくったもので


ございます。いわゆる中小企業とかあるいは地方のそれぞれの現場で努力されている方に


は必ずしもピンと来ないところがあるかもしれませんけれども、要点のみ簡単に時代の流


れのようなものです。そういった事を整理しておりますので簡単に申し上げます。表１と


言いますか、日本における環境経営の変遷という事です。図表１は何故今、環境経営とい


う事になってきたのかという事を私なりに整理しますと、これは風が吹けば桶屋が儲かる


というような絵を書いています。まず環境は下座からやるという事は当たり前だという考


え方としてはありますが、要は図表１の１，２，３，４，５，６とありまして、１のとこ


ろに書いてあります通り、環境問題そのものが変わったのだという事でございます。私は


もう 50 歳過ぎております。私が学生の頃は地球環境問題など存在しなかったと言います


か、認識していなかったのです。環境問題と言えば公害問題だったのです。産業公害だっ


たという事なのですが、要は特定の地域で特定の人が特定の人に悪さをするという産業公


害が当たり前で、私は九州だったのですけれども水俣病などはとても大変な話だったので


す。それでおかしいと思いまして学生運動と言いますか、反抗運動などをやっておりまし


たけれども、どうもこの 15 年くらいの話になりますといわゆる産業公害は別に全く解決


したわけではございませんが、あろう事か地球レベルの問題になってしまったという事で


す。同時発生というか、温暖化とかとんでもない話になってしまったのです。要するに日


本にいるけれども熱帯雨林がごろごろ切られたりするとどうなるのかと、あるいはフロン


でオゾン層に穴が開くとか、自分の当時の常識では考えられない問題がたくさん出てきて、


要は地域の環境問題と地球環境問題が同時に出てしまったという事があって、そこからも


ろもろいろいろな事が派生してきたという事でございます。２番目を簡単に言いますと、


そういう環境問題が質的な構造的変化が起こったという事で当然政策レベル、環境省、今


では当然ですが経産省とかが中心ですけれども、政策そのものの考え方が変わってしまっ


たという事です。昔はご存知の通り、たとえば工場から排水が川に流れる場合、また下水


道や海でも良いですけれども、流れる時にそこにフィルターを入れて何PPM で抑えなさ


いと言っているだけなのです。プロセスは関係ないわけです。しかしそういうやり方はエ


ンドオブパイプと言われますが、それはそれとしてもう少しプロセスの方を考えなさいと、


しかもいろいろとやり方はありますが、私が一番評価しているのは枠組み手法なのです。


あれは競争原理を使ったやり方です。要はもう仕方がないような質学的コストではなくて、


とにかく経営としてプロセスを考えていきなさい、あるいは設計段階から考えていきなさ







いという考え方になっています。購入側をいろいろな環境配慮、必ずしも自分の場合良く


進んでいるとは言い難いのですけれども、企業とすれば買ってくれる人も大分考え方が変


わってきたと同時に、特に省エネ法というものもございますが、これは完全にトップラン


ナー方式で市場で一番先頭を走っているところに数字を合わせようという事です。それ以


外の人はマーケットから出ていってくださいという考え方に変わってきたという事で、経


済的手法から市場のグリーン化という事になってきました。３番目はそうすると今度は環


境そのものが競争条件とか企業、照準とかサービスの評価基準になってきたという事にな


ります。それを言葉で言いますと環境淘汰のはじまりという事になろうかと思います。そ


して当然環境面からも企業が評価され淘汰していくという事であれば、環境経営へ企業も


変わっていかざるを得ないという事で、そうすると私のところはきちんとやっているとい


う話で世の中にアピールしていくという事になります。そうするとその時のポイントは受


動的、受身でやるのか、それをさらに先取りして積極的、ポジティブに、英語ではプロア


クティブと言いますけれども、やっていくのかという事で、かなり企業によってスタンス


が変わっていきます。それをめざとく見つけるのがステークホルダーというもので、日本


の場合はステークホルダーが必ずしもするどくはないのですが、それとの関係において判


断が変わってくるという事です。ちなみに日本の場合、ステークホルダーというのは今ど


きワイワイ言われはじめてはおりますが、もともといたのですね。メインバンク、スンカ


ンチョウ、それから主要顧客、今で言われるステークホルダーとは全然違うのです。利害


関係者ではあるけれども意味が違うという事で、新たなステークホルダーが出てきたとい


う事です。私個人などは仕事でも、あるいは会社帰りでも環境格付とかやっておりますけ


れども、そういう第三者が具体的に環境面などをどうかするツールを持ったという事で企


業も環境経営にせざるを得なかった、せざるというのは否定的な表現ですが、そういう状


況になってきて今日に至っているという事です。もともとは環境の問題そのものが変わっ


たのだという事を申し上げたいと思います。それから次ページです。何ともヘンテコな絵


を書いてございますが、私の理解では大体1990年代、15年前くらいから環境というもの


が経営マターになってきたという理解を表現しているわけです。1996年というのがひとつ


のポイントになるだろうと思います。これは皆様もご存知のように ISO14001が正式に発


行した年でございます。それまでの 90 年から前半は当時の先進企業が自主的に、イギリ


スの企画としては ISOもはじまってはいましたけれども、目に見えるかたちではなかなか


動いておりませんでした。96 年に ISO14001 が発行すると品質の問題がありまして、企







業が我も我もとEMSを14001のマネージメントシステムを受けはじめたというところか


ら動きはじめて、そうすると同時に並行して先程申し上げた環境規制が、直接規制から間


接規制、経済的規制より移っていきました。そして私個人の意見となりますけれども、エ


コファンドというものが 99 年の夏、日興証券が環境から評価して株式投資をするという


投資信託商品を出したという事で、企業も具体的にやっていますではなくて具体的に、言


ってみましたら金融とか資金と連携したかたちで評価されるようになったという事で、よ


り企業の方は大企業ですけれども動きはじめたという事があろうかと思います。そうこう


するうちにCOP３とかCOP何とか、最近ではMOPとも言いますが、要は温暖化の問題


がより具体的にルール化していきました。話を具体化していっているという事で、ちょう


ど 2005 年のところから、去年ですけれどももう日本は世界では先進国だと言われてはお


りますが、排出量取引が具体化していっているという事です。同時に日本の場合は大体90
年後半から 2000 年くらいにかけて、何とかリサイクル法が大体出尽くしてしまったとい


う事が言える状況になっております。要は時代が大きく変わって具体的な構造になってい


るだろうという事です。しかしながらこういうセミナーがある事自体と言いますか、環境


というものはやはりわざわざ言わないかぎりはまだ普通にはなっていないという事です。


江戸時代などは完全に循環型社会が、その当時環境という言葉がなかったと思いますが、


環境を絶えず言わなくても普通に皆がもったいないと言いますか、ものもなかった時代で


はありますが、そういう時代であったのですが、日本の場合は現時点ではわざわざ環境と


言わなくてはいけないわけです。そういう時代であるけれども、それでも環境をベースに


ビジネスを考えなければいけない時代が、もう確実に不可逆反応として時代の受け皿にな


ってきただろうというように思います。 
それから３番目。３ページ目です。これは具体的に環境経営とか、今で言えば CSR と


いうのがひとつの流行言葉で、10年くらい前は環境経営とは何だという事で、大企業もそ


ういう事を言ってあちこちにうろうろしていました。その時に ISOがEＭSに入った事も


ありまして、手段と目的を混同しているわけです。要するに手段が何で目的が何かをはっ


きりさせないとどこに向かって走っているのかわからないという状況がありましたので、


手段と目的を持って環境に関しても整理しておこうという主旨でこのページを書いており


ます。最終目的はいずれにしましてもこのページの一番上に書いてありますように社会自


体、地球社会です。日本社会に限りませんが、地球社会と企業自体を持続可能性、サステ


ナビリティと言いますが、それを同時に達成する事を最終目的としております。それにお







いてもやはり当面の手段と目的を間違ってはいけないのです。今ではあまり言われません


が、ISOが導入された1990年代の後半は私のところが ISOをとりましたなどと、日経新


聞などに何とか新聞の一面広告を使って広告したのです。バカかというように思いますけ


れども、そのようなものは当たり前だろうと思うのです。今どき ISOをとりましたと広告


を出す人は誰もいませんが、当時はそれ自体が目的のようになっておりました。それは違


うのではないかという事を考えて私なりに整理したのが図表３というものです。それでも


ともと経営トップがきちんとした考え、コミットというものですが、社長がだらけたらど


れだけ現場があるいは実務者が頑張っても超えられませんので、社長を説得するか、社長


が自分から言うかは別にして社長の明確な意思表明か、大前提ではございますが、その上


で環境経営の手段というものがあるだろうという事です。手段というのは基本的に環境経


営をやる準備作業というように思っております。この紙の左側の必要条件という事で７要


素あります。これがあれば環境経営をやっていると言えると私は思っています。今となっ


てはワンオブゼムでしかありませんが、羅列していますけれどもトップのコミットと組織


体制と計画はきちんとたてるという事です。それから全員でやるという事です。それから


効率的・効果的なやり方。それから当然ですが、負荷を継続的に減らす事。それから環境


リスクをきちんと把握し回避する事。関係者への情報開示。これをやっていれば環境経営


は当時私も５，６年前まで言っておりましたけれども、どうもこれは必要条件というもの


はこれで十分だとは言えないという事です。それでは何をもって十分かと言いますと右側


に４原則と書いてあります。まず本業によってやる事。本業の周辺で環境の植林をやって


いますとか、そういう事を言いましてもそれはそれで良い事だけれどもビジネスとは何も


関係がないわけです。勿論戦略的な社会貢献というのは存在するのですが、基本的には本


業において業種によって違いますが、きちんと取り組む事です。さらに２番目は拡大生産


者責任という、メーカー系の話も多いのですが上流に遡ってきちんと考えましょうという


事で、見る人によってはサプライチェーンマネージメントではございますが、そういった


取り組みをきちんとやっている事。３番目は大企業にしかあまり関係ありませんが、連結


経営をきちんとやってほしいという事です。××株式会社というのは簡単にありますが、


関連会社は少なくとも資本比率が50％以上と連結会社、財務上はもう必然的にスキルのあ


る範囲ですからそこまできちんとやる事。経営というからは当然そこまで環境負荷を考え


てやりましょうと、それでなければあなたは嘘を言っていますという事になります。それ


から４番目。持ち味を活かした独自の取り組み。中小企業と言いますか、地場産業の方々







は良くわかりませんが、東京に本社があるような会社は、大企業は横並びが大好きなので


す。要するにまず自分の足元とか自分の考え方を明確にしなさいと言いたいのですが、ま


ずよそはどうなっているかなのです。最近少し横並びは崩れてきましたけれども、やはり


日本の大企業はとりわけ非製造業は横並び大好きです。そのようなものは外さなければい


けないという事で、こういうものを持って私は十分条件といたしました。それでしかしな


がらそうは言いましても全てそれは準備にすぎません。ISOをとろうが環境経営を入れよ


うが広告を出そうが、そのようなものがどうでも良いという事です。要するに環境負荷を


下げる事です。という事なのですが、それが目的という事です。ただし環境負荷だけを下


げるというわけにもいきませんので、実は細かく申しませんが環境効率などを掲げて環境


リスクをきちんと自分で自ら把握して下げていく事、それによって環境競争力を高めて業


績を高めていくと、企業としては持続的に発展してくださいという事をもって環境経営と


言えるのではないかというように私は整理しております。 
４ページを簡単に申し上げます。先程申し上げた中のひとつでございますが、環境リス


クです。それからあまり中小の方には関係ないかもわかりませんが、バウンダリー問題と


いうものがございます。簡単に申し上げます。ひとつは環境リスクというものがありまし


て、要は皆様もおわかりのように環境に関わる経営リスクという事でございます。これは


環境に限りませんが、リスクというのは見る人だけにしか見えない。ボーッとした人には


見えないという、実は便利になっております。そして気付いた時にはあっという事になる


のが環境に関わるリスクという事です。それで当然一生懸命に洞察力を持って将来を見な


さいと、足元は見なくてはいけませんが、そういう環境に関わるリスクがあります。とい


う事で当然いくつかの種類があります。私は３つに分けております。１つは図表５かその


上の言葉でも良いのですが、コンプライアンスリスク。カタカタで恐縮ですがコンプライ


アンスリスク。これは現在ある法律に違反するかしないかというだけの事です。これをや


ると場合によっては牢屋に行かなければいけないという事でございます。それからリーガ


ルリスクというものです。これは法律のリスクではございますが、今はないけれども将来


的に規制などがかかってくる事を見込んで具体的に先回りして手を付けておかなければい


けない領域の話でございます。具体的には環境に関して言えば私は大きくは気候変動では


ないかと思います。要するに温暖化問題です。欧米では温暖化と勿論言いますけれども、


別の言い方をしますと気候変動という事です。単に暖かくなる事ではなくて気候は変動す


る事です。今までの既存の四季が変わってくると生活も変わってくるという事で、簡単に







言いますとマラリアが少なくても九州にやってくるだろうという話でございます。ビジネ


スであれ生活であれ基盤そのものが変わってしまうという事でございます。あとマーケッ


トリスクというものがあります。当然これも社会とか市場とかから環境に関してドジった


り、ヤバイ事をしたら制裁を受けるなどといろいろとあります。４ページの下に書いてあ


ります通り、要は環境リスクが結局は環境ビジネスの裏側と言いますか、繋がってくると


言いますか、環境リスクを要はつぶしていくわけですからつぶす時にそこに物事とかサー


ビスが提供出来れば、それ自体がビジネスになるという事です。当然環境リスクをつぶす


には外部からいろいろなものを買うだけではなくて、自ら環境を配慮した行動というのが


その期間に環境配慮型の設計というのが存在していく、とりわけ環境配慮というのは上流


側の事から考えるという事でございます。 
それからバウンダリー問題、これは１分で申し上げます。要するに先程申し上げた通り、


経営範囲を曖昧にしているとリスクも救えませんという事なのですが、考え方としては例


えば図表６でいきます。三井化学の表で、横軸がいわゆるライフサイクルに関わる話の方


で、上流側から下流までいきます。これはメーカー別に書いてありますが、一方で単独と


か連結とかがあります。海外も国内も入ってくるわけです。日本の場合はまだ海外までな


かなか出来ておりませんが、そういう認識は出来ております。大きな会社ですがあなたの


ところへは現在やっていくとしてどこまでですかという事で、大企業もしくは環境をやっ


ているという企業であっても、必ずしも全部まっとうされているわけではないのが現状で


ございます。 
それから６ページ目。市場のグリーン化というものも先程少し申し上げましたけれども、


市場が環境配慮になるという意味でございます。括弧２として下の方に３つのグリーン化


と書いてあります。ひとつは商品市場のグリーン化、これは要するに製品とか商品、企業


が供給するものです。これに関して環境配慮していってそういうものを買う時に環境配慮


をするという意味です。これは今現時点で普通に言われている事でまさに今日の直接的な


テーマでもあるし、経産省の方も後で講演がありますけれどもグリーンサービサイジング


というのは、こういったところの製品とかサービスに環境配慮をどうしていくかというお


話も大きな原因だと思います。実は少し始まっているのが次ぎの資本市場のグリーン化で


す。要はお金が緑色になるわけです。銀行に行っても別に緑色はしていないのですけれど


も、融資とか投資によって少し仕組みが出来ているエコファンドとか、あるいは環境配慮


型のいろいろな装置とか買う時に少し安くしてつくってくれるとか、そういう事は少し増







えて参っております。これは世界的に日本もそうですが、SRI社会的責任投資というもの


が飛躍的には伸びてはおりませんが、少し出てきているという事です。最後に３つ目です


が、労働市場のグリーン化。これは人間が緑色になります。つまり環境に配慮していない


企業には入らない。転職しない。息子を就職させない。あと 10 年くらいはかかると思い


ますが、もの、サービス、金、人が順番に緑色になっていくのだろうと思います。ここま


できたら環境とわざわざ言わなくても環境が当たり前になっているはずであると、私が生


きている間にそうなるかどうかはわかりませんが、それを期待しております。５番目は少


し視点を変えまして、省エネとか省資源で粗利向上という事を申し上げております。これ


は発想の転換と言いますか、見方を変えるだけの話でございます。環境に限らないのだけ


れども、コスト削減というものがあります。省エネとか省資源という事で実際に電気を削


減していくととりあえず出ていく経費は出ていきますが、それを単なる経費削減と見て良


いかどうかなのです。いや、そういう見方ではなくても少し別の見方があるという事を申


し上げたいだけですが、下から２つ目の黒ポチで削減コストが仮に何々電気など何でも良


いのですが年間100万円が削減出来ましたとします。そうしますと確かにそのまま出てい


くお金が100万円減ったわけではございますが、別の見方をするとそれでは普通の通常の


ビジネスと言いますか、業務で100万円を粗利として稼ぐにはいくら売上なければいけな


いかという事になります。仮に粗利率が10％としたら売上は1000万円売上なければいけ


ないわけです。という事は100万円削減したという事は実は売上で言いますと1000万円


やった事と全く同じであると考える事が出来ます。粗利率が変われば当然売上の額が変わ


りますが、そういう発想は出来ます。これはもう 10 年くらい前ですけれども、少し前に


悪さをした○○という会社がありますよね。あそこの担当者が実感として語っておりまし


た。なるほどね、といった感じでした。ですから努力が同じであれば楽な方をやった方が


良いというように思われます。という事でございます。これは具体的に紙に書いてござい


ませんが、イオングループというものがありますよね。ジャスコというスーパーマーケッ


トがありますよね。あそこは食品トレイ、いろいろなものが最近白い箱に入っております


が、あれを一部天ぷらとかコロッケとかをやめたのです。袋にしました。要するにフタを


開けているのです。要するにうえにベチャッとかぶせずにしてあるのです。するとパリパ


リ感というものがありまして、食感が良くて良く売れるのです。それと同時にトレイが半


分ですむと言いますか、値段はいくらか知りませんけれども、結果的には容器包装を減ら


す事で１年間に２億２千万円下がったというのです。それと同時にコロッケも天ぷらも良







く売れるようになったという事で、要するに単なる紙ゴミ厳禁だけに限りませんが、事業


プロセスの中で省エネ、省資源をやるという事は実は粗利を大変向上させているという事


であるわけです。その発想にたてば非常にやる気が増すのではないかと私は思います。さ


らに商品の価値を高める事も可能であるという事だと思います。これはイオンのホームペ


ージなどを見たら出てくると思います。 
それで７ページで話がガラリと変わります。環境ビジネスの全体像。実は全体像と言っ


てもなかなか全体像というのは表現する事が出来ません。ジグソーパズルと同じなのです。


いろいろな組み合わせがありましてどうなるかわからないのですが、とりあえずここでは


１と２としてハード系と言いますか、技術系とサービスとかソフト系に分けてみました。


このように分けると一応整理がしやすいからやっているだけで、このようにやると物事の


考え方を固定してしまうという弊害があるのですけれども、それをわかったうえで技術と


サービスに分けて申し上げます。それで７ページの方ですが、これはあくまでも例示です


けれども図表３という事で５つの黒ポチが書いてあります。公害防止技術系、それから循


環型社会形成技術系、それから環境修復とか環境創造の技術、それから４番目がクリーン


エネルギーの技術系に関わる話、それからいわゆるエコマテルアル系の環境配慮型素材と


か製品というのがございます。いちいち申し上げると時間がないので申し上げませんが、


こういう整理が一応分野ごとには出来るのではないかという事です。もしここにいらっし


ゃる方々が直接的にものを触っている方であるならば自分のところがやっているとか、可


能性があるところはこの中のどれかなという事で整理は出来るのではないかと思います。


それでこのページの上から２つ目の黒ポチでございます。先程も申し上げた通り、既存の


枠組みで考えると間違ったことになるのですが、素材とか部品、それから設備とか施工技


術ですね。そういった既存技術を組み合わせたり改善したり、応用したりするのがひとつ


の領域でございますが、ただ新しい概念、考え方といったものもあります。それでビジネ


スというものは儲かるのか、成長するかと言われましてもそれはそれぞれです。しかしな


がら確実に早い遅いはあるでしょうけれども、成長していくものと私は思っております。


ですから当然需要と供給の両方を見ていかなければいけないのですけれども、それぞれ特


徴はあるので技術などの特性を見て考えてくださいという事です。３つ目を整理しますと、


別の括り方をしますと①②③と書いてありますが、廃棄物の減量化と言いますか再資源化


の話と、２番目がリユース技術です。それから３番目が廃棄物処理の高度化。こういった


括り方も出来るのではないかと思います。 







それから８ページに参ります。今度はここが魑魅魍魎と言いますか、何でもありの話で


す。ソフト・サービス系の環境ビジネスと呼ばれている話でございます。１つ目です。サ


ービス系・ソフト系のビジネスというのは新しい、大体全体において環境ビジネスとは言


うものの、その中でさらに新しく大体90年代後半から2000年くらいにかけて芽が出てき


たというものだと思います。番号が間違っていますね。８ページの図表３です。例示的に


分別すると環境コンサルティングの話と環境情報サービス、それから環境教育・学習それ


から環境関連サービス、そして環境関連の金融というように一応分けました。その中を別


の括りをすると、上から４つ目の黒ポチになります。要は創意工夫と知恵を持って、今ま


でなかったものが具体的なサービス系のものとして出てきているという事でございますが、


当然ものすごい広がり、多様性があるのでここはそれぞれ考えていただいた方に期待した


いという事です。ここではとりあえず①から④まで４つ整理してみました。１つ目。機能


を売るという事で、要はものを売らないという意味でございます。これはこの後言われる


経産省のサービスサイジングと関わる話で、リースとかレンタルです。こういったところ


の話が良く出てくるという事でございます。それから２番目が物流に関わって静脈物流と


言いますか、従来の物流でもいろいろな環境配慮というものがございますが、当然静脈流


の方のいろいろな可能性があるという事です。それから３番目。③としてここは４Ｒ事業


と書きました。通常３Ｒですけれども、リデュース、リユース、リサイクルです。この３


Ｒの横にリペアを明確しておくと４Ｒになるという事でございます。それから４番目があ


まり聞き慣れた言葉ではないかもしれません。デューデリジェンスというものがございま


して、要はこれは不動産関連で良く使われます。その不動産物件がきちんとしたものかと


いう事で、きちんとしたものがどうかを調べるには環境問題もありますけれども財務上の


問題、それからいろいろな権利問題といったものがいろいろあるので、それらをきちんと


調べるという商売がありまして、それを環境面から調べる仕事がございます。端的には土


壌汚染が多いのですが、そういった商売が現実にあります。しかもご存知ように最近は不


動産ファンド、ほとんど今の日本の投資案件は不動産ファンドです。昔は企業が少し下心、


スケベ心を出して閉じてしまいましたが、今はほとんどそういうものがなくて、個人とか


法人の投資家がお金を積上げてほとんど日本の土地の設備投資はこういうファンドがやっ


ております。ほとんど東京とか大都市のマンションになっておりますが、そういう不動産


物件とか不動産信託がございます。そこの環境リスクを評価するという商売があります。


という事でそういう整理の仕方出来るのではないかという事です。ここに銀行の方がいら







っしゃるかはわかりませんが昔の都銀、大銀行は三菱銀行を除けばたいした事はなくて、


むしろ銀行の場合は地方銀行です。地銀の方が一生懸命で地元に根付いているという事も


あるのでしょうけれども、個人であればソーラーとか低公害車といったものを買う時の低


利融資を用意して、それから企業であれば環境設備投資、環境配慮型の何々を導入したい


という時に、少し相談すれば金利を下げる仕組みを持っているところがだいぶ出てきたと


いう事がございます。それで損保の場合はいろいろなリスク商品を、もともとリスクを買


取る会社ですからリスク商品を環境関連でもまた出すという事でございます。このように


言ってしまいますとさっぱりし過ぎてはいますが、後でまた事例を申し上げます。 
それから９ページ目です。今はハード系とソフト系でザッと分けましたが、今後どうい


うふうになるのか思うのかという話を少しさせていただきます。９ページの３には環境ビ


ジネスの展望と留意点と書きました。（１）として環境ビジネスの全体像と可能性。環境ビ


ジネスの全体と言いましてもそのようなものはわかりません。しかしながらいずれにしま


しても環境負荷を継続的に下げていく為のもの、それからサービスといったものを提供す


るエコビジネスというものは多分、自律的と書きましたけれども 100％手放しではないけ


れども、自分からおのずと発展していく段階に差し掛かったと、過去 10 年はいろいろな


事をああだこうだと言いながら動いてきたけれども、少しずつ形が見えてきたという段階


に差し掛かったのではないかという事です。これは日本における環境経営の時代背景、時


代の変遷を申し上げたところにも関わりますが、まず環境法制度が変わってきたという事


です。それからそれに合わせて政策そのものが経済原理にもとづく競争に大分シフトして


いるという事です。それと同時に国際的ないろいろな形での連携が繰り返しつつあるとい


う事が背景にあろうかと思います。何度も言いますけれども世界的にはとにかく温暖化に


なるという話と有害物質系をどうするかと、循環型はこれが今日のテーマでありますけれ


ども法律的にはもうこれ以上それ程進まないと思います。あくまでも今度はポジティブに、


どうビジネス化していくかという事だと私は思っております。 
さてそれで２つ目の黒ポチです。これは経産省の方が去年の５月に公表しまして、新産


業創造戦略となる調査・研究を発表しております。その中で環境ビジネスがどのように今


後なるかという事を繰り越した市場規模と雇用規模を試算しております。正確に言います


と三菱総研がやったわけですが、そこを見ますと細かい範囲、どこまでが環境ビジネスで


すかというのは明確ではないのですが、91 年は 33 兆円の規模の 84 万人雇用であったの


が、2010年には２倍くらいになると楽観的に書いてあります。それからとりあえず先程の







私の分け方にもあります。３つ目の黒ポチの表の下にハード系とソフト系に分ける事が可


能ではありますが、それに捉われてはいけないという事です。具体的には既存の体系とか


業種等、何とも言えないものがたくさんあるという事で相互にも関係してるし、全体でサ


ービスを提供する事が可能になるという事もあって、相互的に関与する必要があるという


事で、既存の考え方には捉われてはいけないのではないかという事です。具体的に（２）


として、今後の環境ビジネスとか市場を考える時の注意点と言いますか留意点です。いく


つか私なりに整理したものを申し上げます。①需要・供給の両方の面から考える必要があ


ります。または何がかんだと言いながらも環境ビジネスというのはそれ自体の市場が成熟


しきっておりませんので、世の中ニーズが何だとかシーズが何だと問われますけれども、


それはそれなのですけれどもやはり新しい発想で物事を供給していくという事があります


ので、両面を見る必要があるでしょうという事でございます。また新しいサービスなどが


出たらそれに対応して需要が伸びる事も多いという事でございます。②は適正処理です。


当たり前なのですが適正処理とリサイクルは万能ではございませんという事です。お分か


りの通りですが、法律に従えば適正処理をしなければいけないのだけれども、それに加え


て当然３Ｒの事をやっていくと、適正処理しておけば済んでいく時代ではないだろうと、


ここに知恵というものが介在しうる余地があるという事であります。それから当然ですが、


リサイクルが、これは循環型社会ではないという事です。最近はこれが大分通り通念にな


ってきたと思いますが、かつてエネルギーのリサイクルを素材レベルに落として回してい


く事をリサイクルと言いますが、それをもって循環型と言っていた時期が少し前にはあり


ました。でも実はそれは違うという事で、場合によってはワンウエイの３Ｒリサイクルで


も良いだろうという事で、これはなかなか一時的に広まらない事もありますけれども、何


でもぶっ壊して回せば良いというのではないという事です。むしろリユース、場合によっ


てはリデュース、場合によってはリフューズ、リペアといった事を考えるのが、本来の環


境ビジネスだろうというように思います。 
それから３番目。先ほどから少し出ております所有から利用へ。実は土地もバブルの後


言われました。土地は持つ物ではなく買う物だと。全く同じですが、環境に関わっても所


有の問題と利用の問題がある。経産省風にいうと最近ではグリーンサービサイジングとい


うことになります。これは米語ですが、ヨーロッパではＰＳＳ、プロダクトサービスシス


テムで意味は同じです。かつて日本が貧乏であった頃は、物を持つことにより社会的ステ


ータスがあり、自分の心の満足があった。しかしながら、物が溢れている今は、物を持つ







ことにあまり意味がない。生活に関わる物は本来の物の機能が果たせばそれでよい。特に


リサイクル法でいくと最後処理するのは、もっているあなたということなので、廃棄、処


分の責任がないので楽でしょうと言うことで、私の意見では今後リース、レンタルは２１


世紀型のひとつの花形産業環境ビジネスのリーダーになるのではないかと思います。ただ


し今のところいろんな法律が邪魔しているようですが、基本的に機能が果たせれば持たな


くてもいいじゃないというのが当たり前になってくる可能性があるということです。つい


でに言うと私も審査員として関わっている環境省の環境コミュニケーション大賞というの


がありますが、私は金融業を担当していましてリース業界の環境報告書が出たんですね。


これは後で講演される NEC リースの貢献が大きかったと思いますが、大手も含めた多く


の企業が環境報告書を出し始めた。ということでリース業も環境に着目したとはっきりい


えると思います。NECリースの環境商品の販売したり、貸している量が急増しています。


よって供給と需要がバランスがとれてきたというひとつの事例ではないかと思います。 
９ページの④の異業種連携ですが、１企業や１業種では再商品化や再資源化はおのずと


限界があるということで、その枠を乗り越え連携をするといろんなことができるのではな


いのでしょうかということであります。 
１０ぺージに参ります。中堅・中小企業のニッチ参入です。新しいビジネス、特に環境


に関わるビジネスは大企業はできることはいっぱいあるのだが、逆に大企業ゆえにできな


いこともいっぱいあると。中堅というか中小企業がいろんな場所でいろんな形で結構参入


してきている。むしろそれが環境ビジネスの世界を元気にしている気がいたします。その


辺には評価したいし期待したいすると同時に、いろんな法的整備や市場が拡大しているこ


とを背景に最近では金融機関は無担保でも無形資産でもお金を貸すんですね。彼らはバブ


ルの反省もあって無形資産を意識している。金融機関もかなり変わってきた。と同時に金


融機関も不良債権からやっと抜け出たので、今後は担保はとるだろうが、中小企業にもい


いものには金を貸すよという形になっている。そういう意味では時流にのっている状況に


なってきたのではないかと思います。 
次は地域発の環境ビジネスと言うことで、かつては大都市圏の大企業が経済を動かして


きたのが高度経済成長でしたけども、今や地場産業のそこの土地にあった発想というのが


評価されるし、実際雇用創出という問題もあります。勿論、大企業ではないから何百人、


何千人という規模では難しいですが、中小企業・地場発のユニークな事例はこの後述べま


すがいくつかでてきています。 







次に７番目の国際的な展開ですが、地域もしくは国内に限定してでできるビジネスも相


当多いと思いますが、それだけではダメじゃないでしょうか。要するに業種業態、企業が


置かれている状況によっても変わると思いますが、海外にもちょっと目を向けた方が良い


でしょうと。それは特に東アジアで廃棄物に限らず資源をまわす話はいろいろなレベルで


話されていますので、そこにも着眼点を置かれておいた方が良いかと思います。といこと


で、あまりまとまりませんが、要は新しい環境ビジネスモデルは土に埋まっているのを掘


り出さない限りは人の目に触れませんので、見る力と掘り出す力がないといけませんけど


も、発掘すべく頑張って下さいということを申し上げて次へ参ります。 
１１ページに業種別にみた３Ｒ事業ということで５Ｒでもいいのですが、Reとつくビジ


ネスを羅列しました。調べればどれだけでもあります。ここで挙げた数は11ページ12ペ


ージに多分50から60くらいはあるかと思いますが、もう調べればどれだけでも出て参り


ます。キリがないのですがとりあえずまとめて羅列しまして少し見にくいかと思いますが、


簡単に要点だけ、私は見てきたような嘘を言います。全部知りません。紙の上でしか知り


ませんけれども、全部見たわけではございませんが要点を申し上げます。分け方として素


材型、加工組立型、製造メーカー系とそれから何でもありの３番目の非製造業・サービス


業系という事で申し上げます。それからもうひとつ下の方に白ヌキ星印と黒ヌキ星印があ


ります。白いのはさん然と輝く何とかの星で中小企業を表しております。黒いのは腹も黒


いでしょうから黒い星になっております。まずゼオテックというものですが、私は知りま


せんが、いろいろな廃液がありますけれども、それを捨てられた廃液の液体系のリユース


をやっているところです。それから亀井製陶というのは岐阜の方だったと思いますが、ガ


ーデニング製品という事で陶製のもの、いわゆる陶器ですよね。これをリサイクルしてガ


ーデニング用品とか園芸用品をつくっております。それから神岡鉱業というのは神岡があ


るところですが、ここは大きなバッテリーですね。全国の約３割を回収していて高純度の


鉛を抽出して売っているという事です。他にもプラスチックをペレットにしたりする事が


あるようです。それから東京化工品。これはポリエチレン製の靴の成形する時の型のブロ


ックがあるのですが、それの削りカスも含めてブロックの回収として素材化を行っていま


す。それから小名浜製錬というのはシュレッダーダストを炉に入れてリサイクルしており


ます。これは残渣が出ないという事で助かっているそうです。それからパナ・ケミカル。


これはパナですから松下だと思います。これは廃プラスチックとか発砲スチロール系の処


理機そのものを販売しておりますけれども、廃プラの買い取りシステムも行っているとこ







ろのようです。それから次の富士田商事、五光物流。これは強化プラスチックを破砕する


事が非常に困難であるという事ですが、でもそれをやれる技術か何かを確立したらしくて


それの回収とリユース・リサイクルするネットワークを確立したという事です。それから


東洋インキとアップコーポレーション、これは私は知りません。JFEのコンテイナーとい


う会社で３社共同でドラム缶で、普通は 200 リッター、あれは大体 40 回くらい使ったら


おしまいになるのだけれども、薄手の膜をつくって長寿命化、それから洗わなくても良い


という事で、ドラム缶を利用する仕組みをつくったと書いてありました。アテンドという


のは畑に害、あるいは雑草を除去するのか、黒が多いと思いますが穴が開いている。野菜


などが出てくる、あれはマルチとかビニールシートのようなものがありますが、あれを生


分解性にしたという事で、わかりやすいり話ですけれどもトップメーカーになったそうで


す。それから國分農場。これはよくある話で地域内で家畜の健康になるのと合わせて有機


循環、バイオマスですけれども。それからモリタ。これは三重県の会社だと思います。三


重県の環境経営大賞を確か受賞したと思います。消化器の中に白い粉末が入っていますよ


ね。あれは使われなくなったら廃棄しなくてはならないのだけれども、それを成分をうま


く調整して肥料にリサイクルをしました。それからここに書き漏らしたのですが２つあり


まして、ひとつは石塚ガラスというものがあります。要するに少し大きめの瓶ですがリタ


ーナル瓶の軽量化を測ったという事で、ガラスのコーティング技術を使ってです。当然回


す回数が増えてきたと同時に軽いのです。やはり私どもの東京にある生協で使っています


けれども、実にハンドリングしやすいという事があります。それからもうひとつは最近あ


ちこちで宣伝していますサンヨー電機。そこはエネループという充電池。電池なのだけれ


ども充電するものです。世界に１体と宣伝していますね。あれで要は正式に言いますと、


充電型ニッケルチッソニチデンチト言うらしいのですが、要は充電が良く出来る電池とい


う事です。電池にもいろいろあるかとは思いますが、最近会社が売り出しているのはエネ


ループという事で、エネルギーループという名前なのでしょう。私個人的にはギリシャの


女神でペネローフというものがあります。その語感として非常に合っているという事で、


どうでも良いから次にいきます。大きな２です。加工型組立。これは意外と少ないのです。


今まで日本の場合、大企業で環境先進国と言いますと大体セットメーカーと言いますか、


加工組立、自動車系、家電電気系が多かったのですが、３R事業で見ると私自身もあまり


探す事が出来なかったのです。単に私が探せなかっただけなのか、あるいはそれがないの


かは良くわかりませんが、４つか５つしかございません。１つ目はミナミ産業。これは地







元三重県でございます。ここは豆腐総合コンサルタントなる名前を同行しておりますが、


要はおからの出ない豆腐製造機をつくっているところでございます。オカラは酒かすでも


そうですが、あれば産業廃棄物になるのでどうするかという問題がありまして、要はフア


イバー、繊維を豆腐の中へ入れちゃえという事で、それをつくる装置を何か技術をもって


いるのだろうと思います。それから、ゼファーは３Ｒではないのだけど大型ではなくて小


型の風力発電を町に稼動させて、ちょこちょこやりますマイクロ風力発電であろうと思い


ますけれども、そういう装置を売っております。これは全国レベルで有名になりました。


３番目。エスケーテックという会社がありまして、これはリサイクル装置、要は炭化と言


いまして皆真っ黒にして炭にしてしまうという技術を持っているようです。大阪ガス。こ


れは面白かったので書きましたけれども、一般家庭にガス警報装置がありますよね。何か


ピーピー言ったり何とかが出ましたと言ったり、あれはスピーカーが付いているから言っ


ているわけですけれども、スピーカーをはがしてきてリユースするそうです。そういう事


もやり始めたという事です。それから松下電器です。これはなかなかユニークだと思いま


した。蛍光灯ありますよね。蛍光灯を売らずに光を売るのだそうです。明確に言いますと


灯りを売るのだそうです。その分蛍光管にはいろいろな問題がありますので、彼ら自身が


所有したまま結局灯りを売るという商売にするという事になったのだと思います。詳細を


私は今説明出来ませんけれどもこれはいろいろなところで説明されているので、ご関心の


ある方は松下電器のホームページを見てください。名前はあかり安心サービスという事だ


そうです。３番目。非常に面白い分野でございますが、非製造業・サービス業の３Ｒ事業


という事でここもどのように整理したら良いかわからなかったのですが、とりあえず業種


分類風にやってみました。①として建設業関係。八光工業。鹿児島県にあるところです。


建設業が何故焼酎のしぼりカスなのかわかりませんが、とにかく焼酎のしぼりカスなるも


のは海洋投棄が何かの法律で禁止になったらしいのです。それを何と新しい凝固剤を彼ら


が、簡単な小さな地場の建設業ですがどういうわけか凝固剤を開発したらしくて、それを


コンクリートに混ぜてブロックにして漁礁にするという商売を今やっているそうです。で


すから焼酎カスと凝固剤を入れて、後は日頃彼らがやっているコンクリートの型をつくっ


てドボンと海の中に落とせば良いという商売です。それからエコジャパンというのは太陽


光システムを、オール電化を施行会社でもあるし販売会社でもあるし企画もやるというよ


うな、総合会社なのです。一貫サービスをやってくれるそうです。それからここには書い


ていません。有名ですけれども積水化学工業。これは住宅の何とかハウスというものがあ







るのですが、彼らは 30 年続けてきまして何百万戸というはずです。今度はそれがユニッ


トですから逆に引き取ってきてバラバラにしてもう一回使うという事です。ですから自分


の家でも良いし、人の家でも良いという仕組みをつくっております。これも確か三重県の


もので表彰したはずですけれども、これはなかなかうまい話で再築システム、再びつくる


という事で再築システムの家という事でございます。それから 12 ページ、時間がもうな


いので最後は急ぎます。東邦レオという、これは屋上緑化・壁面緑化をつくる会社です。


それから２番目。大松土建。これは産廃、建設廃棄物の解体し、かつ分別してエコ砕石と


いう商品名で、これはしかるべき認定を受けていると思いますが、この大阪の小さな解体


業ですが 24 時間解体現場にテレビを置いてパソコンにずっと放映しているのです。です


から要するに悪さをしていませんという透明性の証明のひとつをやっているというところ


でございます。それから３番目。大林組。東京にあります電通、汐留のＪＶ工事で工事現


場は今はもう完全にきれいになってございませんが、そこで大規模としては業界初で産廃


の 100％再資源化を経た現場をやりましたという事でございます。それから後それに似た


ようなもので、直接は関係ないけれども受ける方の格好で関東建設廃棄物協同組合という


ものです。中小企業の建設廃棄物の連合会のようなものだと思いますが、クライアントの


ゼネコン系列と連携して、いろいろな仕組みとか施設をつくって成立したという事である


と思います。それからエネルギー系。日本自然エネルギー。これは簡単に言いますと東電


の子会社です。ですからやれるのですけれども、グリーン証書というものがありますよね。


風力発電などをつくって買ってメーカーはお金を高めで払うという、それで証書をプレゼ


ントするというものです。それから２つ目。エネルギーアドバンスというのは東京ガスの


子会社で、要は言ってみればエスコと言いますか省エネと言いますか、全部をまとめてや


りますというものです。例えばワンストップサービスと言いまして、ガス関連で省エネの


事なら何でもやりますという請負業者であります。それから３番目。最近少し話題の中古


の仲介業でございます。１つ。リサイクルワンというものがございまして、排出企業とイ


ンターネットで電子取引をやるという仕組みをつくって、今 24 時間臨戦態勢でやってお


ります。それから２つ目。ハードオフコーポレーション。これも少し有名でパソコンとか


家電を中心に今では何でも回していますけれども、持ちこみをベースに修理して売るとい


う事です。ただしこれが面白いのは中古品だから保証書を書いたら出すという仕組みを持


っております。現在フランチャイズで500店舗になって、この業界では最大手かどうかは


わかりませんけれども、そこに近い位置になっております。ただ経産省の方がいらっしゃ







るので何なのですが、PSE の問題です。要するにPSE という古いマークが付いていない


ものは売ってはいけないというとんでもない法律をつくってしまったのですが、この辺り


は家電系、音響機器系は売れなくなって廃業する人も出てくるかもしれません。今そうい


う世界になっています。一応中古品は仕組みとして回していくという事で、私も現場を見


ましたけれどもこれは実に楽しいお店でございました。新品同様に置いてあるというのが


ミソでございます。それから後は東京山喜。これは着物のリサイクルです。それからテン


ポスバスターズ。これは中小飲食品店を対象にいろいろな調理器とかテーブルとか、いろ


いろな食器などを回していく商売です。それから長谷工アネシスというのは長谷工の子会


社ですけれども、マンションに入っている人にいろいろな不用品を買取るという仕組みを


つくって、しかも出張サービスをやるというようになっております。それから高山紙業と


いうのは日本では東京などのオフィス町内会などと連携してオフィス系の古紙を回収する


仕組みです。それからテムスというのはグリーン広告という事で、リサイクル商品に会社


名をうつ事で広告料をとろうと、わざわざ別に広告をうたずにリサイクル商品の上にのせ


ようという仕組みでございます。それから物流系のスターウエイというのは通い箱です。


段ボール系の紙を使った梱包材で物流システムをつくりあげているという事です。それか


らこれはいろいろとあると思いますが、アイティフォーというのは携帯電話、パソコン、


インターネットと GPS を使って運搬車を追跡するという仕組みです。これはここに限ら


ずです。それからナカバヤシというのはご存知かと思います。昔、写真のアルバムであり


ました。デジカメで少し売上が落ちたと思いますが、今は秘密文書、逆に個人情報保護法


で秘密文書をどうしていくかという事で、出張裁断サービスをやっているそうです。それ


から金融機関は先程お答えしましたけれども、少しこれは３Ｒと違うかもしれませんがい


ろいろなリスク、環境リスクがありますのでそれに対応した支援とかサービスをやってい


る。 
最後はいろいろとバラバラに事例を申し上げましたけれども、とにかくどういう視点で


見るかはあなたが考えてください。ですから私はこういう言い方をとりあえずしましたけ


れども、いろいろな考えがありまして既存の枠組みで考えると物事は見えないという事も


あります。いろいろ工夫をしてくださいという事で、冒頭に申し上げた通りもう１個。ひ


とつだけ忘れました。最近私は電気とか機械が弱いもので携帯も持ちませんけれども、子


供などが使っているのは携帯向けの音楽配信サービスがありますよね。あれなどはCD買


わなくても良いわけです。というわけでこれももしかしたら優れたグリーンサービサイジ







ングかもしれません。という事でもともとはアイポッドから来ているわけですけれども、


そういう意味では環境でなくても結果的には環境配慮型になるという事で、とにかくある


とあらゆるところに物事は転がっていると、転がっていませんね。埋まっているという事


でそれをあなたの見識と洞察力で身に付けてくださいという事で仕事に、ビジネスに結び


付けてくださいという事です。冒頭に申し上げた通り最後のページのところに結局戻りま


すが、あなた自身の強い意志と創意工夫によって新しい環境ビジネスモデルをつくりあげ


てくださいという事で、とりあえずふつつかながらご説明させていただきました。ありが


とうございました。 
（司会者） 
 ありがとうございました。予定の時間まで少々ございますので、せっかくの機会でござ


います。何か少しここでご質問を受けたいと思います。何かご質問のある方は挙手をお願


いします。どうぞ。 
（質問者A） 
 よろしいですか。コンプライアンスリスクとリーガルリスク、４ページ目にありますよ


ね。この境目と言いますか、コンセプトの違いが良くわからないのです。 
（川村） 
 少しとばしましたけれども、法律的なリスクだという事はもうおわかりだと思いますが、


線引きは現在あるかないかのそれだけです。 
（質問者A） 
 将来型のものをリーガルリスクという事ですか。 
（川村） 
 そうです。少しネーミングが悪いかもしれませんけれども、要するに現在やっているも


のを引き続きやりなさいという事と、今後出るかもしれないからきちんとそれを先回りし


て手配しなさいという意味で書いております。 
（司会者） 
 他に何かございますでしょうか。それではまたパネルディスカッションの時にでもご質


問いただければと思いますので、少し早いですがこれで基調講演を終わらせていただきま


す。長時間ご講演くださった川村様に、もう一度拍手をお願いします。それではただいま


から 10 分間休憩したいと思います。３時から始めたいと思いますので、それまでにお戻


りください。 
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企業経営と環境配慮は両立するか？ 


（環境経営と環境ビジネス） 


 


●「産業の環境化」と「環境の産業化」● 


Ⅰ 環境経営の考え方 


1. 日本における環境経営の変遷 


2. 環境経営の「手段」と「目的」 


3. 環境リスクとバウンダリー問題 


4. 市場のグリーン化 


5. 省エネ・省資源で粗利向上 


Ⅱ 環境ビシネスの全体像 


1. 技術・ハード系の環境ビジネス 


2. サービス・ソフト系の環境ビジネス 


3. 環境ビジネスの展望と留意点 


Ⅲ 業種別にみた３Ｒ事業（Ｒｅビジネス） 


1. 素材型製造業の３Ｒ事業 


2. 加工組立型製造業の３Ｒ事業 


3. 非製造業・サービス業の３Ｒ事業 
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●「産業の環境化」と「環境の産業化」● 


• 法令規制や顧客・消費者、評価機関などの声を背景に、企業は事業活動や製品・サー


ビスにおける環境配慮による環境調和型社会の実現への役割が期待されている。 


• 企業の環境問題への取組には、二つの視点がある。 


①産業の環境化：環境経営による環境負荷の削減  ⇒ 環境ビジネスの需要へ 


②環境の産業化：環境ビジネスへの参入機会の増大 ⇒ 環境ビジネスの供給へ 
 
 
 
 


１. 日本における環境経営の変遷 


図表１：「環境問題の変化」がもたらす「環境経営」 


Ⅰ 環境経営の考え方 


１．環境問題の質的・構造的変化 


特定の環境負荷を問う産業公害   →   あらゆる環境負荷を問う地球環境問題 
↓ 


２．環境政策の経済的手法へのシフト  → 市場のグリーン化 


① 社会的コストの内部化        ② 環境コストの投資的性格への変化 
③ 市場競争原理の導入          ④ 購入・調達・投資のグリーン化 


↓ 


３．「環境」という競争条件と評価基準の出現  →  環境淘汰のはじまり 


                  ①「競争条件」：企業の経営判断と創意工夫 
                  ②「評価基準」：経済合理性と環境合理性の両立 


↓ 


４．環境経営への転換  →  環境経営をアピールする企業の増加 


 ①時代潮流の認識     ②リアクティブ型からプロアクティブ型の環境経営へ 
↓ 


５．ステークホルダーの企業評価ニーズの高まり 


顧客、消費者、投資家、金融機関、従業員、地域住民、ＮＰＯ、行政等 
                                                  ↓ 


６．環境面に着目した企業評価の必要性  →  環境格付け 


  ①環境競争力・環境信用力の差      ②第三者による環境面からの企業評価 


    (資料)ニッセイ基礎研究所 
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図表２：わが国における環境経営の時代区分 


• 環境経営の黎明期：1990 年代前半 


• 第Ⅰ期（導入期）：1996 年から 2001 年まで 


・環境政策の法的整備、エコファンドの登場、市場のグリーン化の進展。 


・環境 ISO の認証取得の増加、環境報告書の発行、環境会計の導入。 


・「環境経営」の認識すすむも、その取組自体を評価。 


• 第Ⅱ期（発展期）：2001 年から 2005 年まで 


・環境経営の成果が問われ始める。第三者レビューの導入。 
・地球温暖化対策が重要経営課題へ、ＥＵでは 2005 年温暖化ガスの排出量取引開始。 
・様々なリサイクル法の施行、拡大生産者責任による本格的な循環型社会の到来。 
・土壌汚染対策法の施行（2003 年１月）。 


• 第Ⅲ期（深化期）：2005 年から 2012 年まで 


・2008 年から京都議定書の第１約束期間が始まり、2010 年が一つの目途。 


 
  


  
                       


                                            ISO14001 


                                                                                        の認証取得 


                                市場のグリーン化                               
                                                                         


                                                                        


                                            企業の環境情報開示の進展          環境報告書 


                                                                                       の発行 


                           エコファンドの登場                           


                                                                 環境会計 


         環境規制の経済的手法へのシフト                               の導入 


                                                                                        


                                                                       第三者レビュー 
 
 


   １９９６年                       ２００１年                      ２００５年 


        ↑                             ↑                           ↑ 


 ＩＳＯ14001発行             ＣＯＰ７／連結経営元年       排出量取引本格化 


時代区分           環境経営第Ⅰ期                 環境経営第Ⅱ期             第Ⅲ期


  (資料) ニッセイ基礎研究所 


環境淘汰 
環
境
経
営
ツ
ー
ル
の
導
入
件
数 
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２. 環境経営の「手段」と「目的」 


• 環境経営の最終目的は、社会と企業のサステナビリティの同時達成である。 


• 環境経営の「手段」と「目的」を混同してはならない。 


図表３：環境経営の「手段」と「目的」の峻別 


経営トップによる明確な環境戦略 


【環境経営の手段】（取組の基本要素） 


環境経営の７要素（必要条件） 環境経営の４原則（十分条件） 


①トップの環境コミットメント  


②組織体制と環境計画の整備 


③従業員の全員参加 


④経営資源の効率的・効果的投入 


⑤環境負荷の継続的低減への努力 


⑥環境リスクの把握と回避 


⑦ステークホルダーへの情報開示 


①本業における取組 


②「拡大生産者責任」を認識した取組 


③「連結環境経営」を認識した取組 


④持ち味を活かした独自の取組 


【環境経営の目的】（成果が問われるもの） 


① 企業活動ならびに商品の環境負荷を継続的に削減すること 


② 「環境効率」を高めつつ「環境リスク」を低減すること 


③ 「環境競争力」の強化により、業績向上と持続的発展を図ること 


（資料）ニッセイ基礎研究所 


 


図表４：環境経営の実践と評価の関係 


環境経営の実践  環境経営の評価 


 手  段   
 


 目  的   


 
  取  組   


 


  成  果   


（資料）ニッセイ基礎研究所 
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３. 環境リスクとバウンダリー問題 


（1）高まる企業の環境リスク 


• 経営リスクのひとつであり、企業が環境問題やその可能性への対応を誤ることによ


り、損害を被るあるいは経営を危うくするリスクである。 


• 環境リスクは明確には認識されていない。見る人にだけ見える。 


（2）企業の環境リスク３種 


• コンプライアンス・リスク：順守すべき現行の環境法規に対する法的制裁リスクや


付随する経済的損害リスク 


• リーガル・リスク：今後の規制強化にともなう環境リスク（気候変動防止、循環型


社会形成、有害物質汚染防止が３大規制強化） 


• マーケット・リスク：環境問題への配慮や対応を怠ったことによる、法規によらな


い市場における排除・淘汰や社会的制裁や信用力喪失のリスク 


 


図表５：損害形態別にみた企業の環境リスク要因 


損害形態 コンプライアンス・リスク リーガル・リスク マーケット・リスク 


事業機会 
喪失 


・罰金、禁固 


・事業の中断 


・需要側の環境意識変化 


・新規分野参入の遅れ 


・技術開発の遅れ 


・対応不能 


・不動産の資産価値低下 


・環境格付の信用低下 


・企業イメージの失墜 


・資金調達の困難化 


売上高 
減少 


・商品構成の変更 


・操業停止、営業停止 


・同左の増大 


・操業悪化 


・不買運動、商品ボイコット 


・グリーン調達による排除 


コスト 
増加 


・商品の再設計 


・事業プロセスの変更 


・原材料、部品の変更 


・廃棄物処理の強化 


・有害物質の適性処理 


・再資源化、再商品化強化 


・同左の増大 


・拡大生産者責任の強化 


・温暖化ガス規制の強化 


・土壌汚染対策の強化 


・有害物質規制の強化 


・環境税、炭素税の導入 


・排出量取引の拡大 


・リサイクル性向上の要求 


・リユース性向上の要求 


・長寿命化の要求 


・環境情報開示の要求 


追加費用


負担 


・汚染浄化費用 


・賠償責任負担 


・同左の増大 ・土地売買での汚染浄化 


・合併、買収での汚染浄化 


・投融資の環境不良債権化 


（資料）ニッセイ基礎研究所 


★「環境リスク」が「環境ビジネス」へとつながる★ 
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（3）環境経営の「２つのバウンダリー問題」 


• 環境経営の基本指標である「環境負荷データの範囲」は、「環境経営の範囲」を如


実に反映する。環境経営には２つのバウンダリー問題が存在する。 


• 一つは製品やサービスのライフサイクルに着目した「バリュウチェーン」であり、


他方は、財務上の連結経営と連動する「経営範囲」である。 
 


図表６：環境経営のバウンダリー（概念図） 


上流 採掘・伐採者


原材料生産者


素材・部品提供者


サービス提供者


請負事業者


国内単独 国内連結 海外連結 海外合弁


輸送 物流事業者


販売 流通事業者


利用・使用 顧客・消費者


下流 回収・廃棄 回収・処理事業者


調達


自社事業（製品生産・サービス提供）


経営範囲


バ
リ


ュ
ウ
チ


ェ
ー


ン


 


 


図表７：環境経営のデータ・バウンダリー（企業事例） 
 


【素材系製造Ｍ社】 調達 生産 輸送 使用 廃棄・回収 


国内単独 － ● ● － － 


国内連結 － ● － － － 


海外連結 － － － － － 
 


【組立系製造Ｒ社】 調達 生産 輸送 使用 廃棄・回収 


国内単独 ● ● ● ● ● 


国内連結 ● ● ● ● ● 


海外連結 ● ● ● ● ● 
 


【食品製造Ａ社】 調達 生産 輸送 使用 廃棄・回収 


国内単独 － ● ● － ● 


国内連結 － － － － － 


海外連結 － － － － － 
 


【流通Ｉ社】 調達 販売 輸送 使用 廃棄・回収 


国内単独 － ● ● － － 


国内連結 － ● ● － － 


海外連結 － － － － － 


(注)●は公表データ範囲を示す(管理部門は除外)。 (資料)各社の 2005 年版ＣＳＲ報告書 
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４．市場のグリーン化 


(1) 新しいステークホルダーの登場と環境行動の変化 


図表８：企業を取り巻くステークホールダーの変化 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


      
＊ ＮＰＯ、研究者、メディア等を含む 


（資料）ニッセイ基礎研究所 
 


(2) ３つの「市場のグリーン化」 


• 商品市場のグリーン化：製品・サービス選択時の環境配慮 


• 資本市場のグリーン化：融資・投資時の環境配慮 


• 労働市場のグリーン化：就職・転職時の環境配慮 


 


５．省エネ・省資源で粗利向上 


• 省エネや省資源による「コスト削減」は、単なる「経費削減」ではない。 


• 削減コスト 100 万円は、通常事業の売上 1,000 万円に相当する（粗利率 10％）。 


• よって省エネ・省資源の取組は、1,000 万円の売上努力に匹敵する。 


環境オピニオンの普及へ 


環境保全意識の向上へ 


直接規制から経済的手法へ 


グリーン調達の強化へ 


リスク情報開示の要求へ 環境リスクの認識へ 


不買型から支援型へ 


環境面からの投資判断へ 


消 費 者 


企 業 
 


地 域 住 民 金 融 機 関 


取 引 先 株主・投資家 


従 業 員 


評価機関＊ 行 政 機 関 
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１．技術・ハード系の環境ビジネス 


• 技術・ハード系は、公害防止、循環型社会形成、環境修復・環境創造やクリーンエ


ネルギーに関する技術ならびに環境配慮型素材・製品から構成される。 


• 素材・部品・機器・設備・施工は既存技術を改善・応用・組み合せたものから新し


い概念によるものまで様々である。その成長性はまちまちであるが、確実に成長す


るものと期待される。 


• 循環型社会形成技術については、90 年代以降に相次いで制定・改正されたリサイク


ル関連法により、新たな環境ビジネスが確立しつつある。 


① 廃棄物の原料化：エコセメントや廃プラの高炉還元剤、ゴミの固形燃料化など 


② リユース技術：エコパソコン、再商品化プラント、中古品流通など 


③ 廃棄物処理の高度化：廃棄物処理技術開発や廃棄物情報提供など 


図表９：環境ビジネスの例示（技術・ハード系） 


● 公害防止技術 


大気汚染・水質汚濁・土壌汚染の防止機器・装置、同左の資材、ごみ分別・粉砕・


焼却炉、油流出対策、下水・屎尿処理、廃液処理など 


● 循環型社会形成技術 


古紙リサイクル、廃棄物処理、廃プラリサイクル、コンポスト、固形燃料化、廃製


品回収、再商品化プラント、中間処理施設、住宅リフォーム、エコパソコンなど 


● 環境修復・環境創造技術 


土壌調査・浄化、土壌改良、植林事業、(屋上)緑化、人工海浜、環境測定・分析、


ビオトープ、雨水利用・中水道など 


● クリーンエネルギー技術 


太陽光発電、風力発電、燃料電池、ごみ発電、バイオマス発電、コージェネレーシ


ョン、ヒートポンプ、廃熱活用システム、ＥＳＣＯ事業など 


● 環境配慮型素材・製品 


エコマテリアル、生分解性プラステチック、エコセメント、非木材紙、水素吸蔵合


金、電気貯蔵物質、低環境負荷触媒、低公害車、省エネ家電、省エネ住宅など 


（資料）ニッセイ基礎研究所 


Ⅱ 環境ビシネスの全体像 
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２．サービス・ソフト系の環境ビジネス 


• サービス・ソフト系は、全般的に新しい環境ビジネスであり、「環境経営第Ⅰ期」に


登場したものが多い。 


• 環境コンサルティング、環境情報サービス、環境教育・学習の多くは、新興企業や


金融機関・監査法人の子会社が担っている。 


• 温暖化ガスの排出量検証や排出量取引は、京都議定書の発効を受けて、わが国でも


急速に普及することが予想される。 


• 今後の創意工夫により、環境関連サービスには多様な拡がりの可能性がある。 


①「機能」を売る ⇒環境装置リース、家電レンタルなど 


②「静脈物流」 ⇒廃棄物の広域輸送、有害物回収事業など 


③４Ｒ（３Ｒ＋リペア）事業 ⇒中古再生品販売、家電修理など 


④環境デューデリジェンス ⇒不動産物件・信託の環境精査 


• 環境金融商品には、銀行の環境保全事業・低公害車・環境配慮住宅に対する優遇金


利、損保の土壌汚染・環境リスクに対する環境賠償責任保険、話題を呼んだエコフ


ァンド（環境にも配慮した投資信託）などがある。 


図表 10：環境ビジネスの例示（サービス・ソフト系） 


● 環境コンサルタント 


環境ＩＳＯ導入・審査、環境報告書作成・レビュー、環境会計の導入・運営、環境


特許、温暖化ガス検証、温暖化ガス排出量取引、省エネコンサルタントなど 


● 環境情報サービス 


環境アセスメント、環境測定・分析、環境情報データベース、環境評価・格付など


● 環境教育・学習 


環境広告、環境セミナー、環境教育ソフト開発、ｅ－ラーニング、エコツア－など


● 環境関連サービス 


環境装置リース、家電レンタル、廃棄物の輸送、４Ｒ事業、環境デューデリジェン


ス、詰め替え・量り売りなど 


● 環境関連金融 


環境保全事業融資・信託、エコファンド、環境賠償責任保険、環境リスク支援など


（資料）ニッセイ基礎研究所 
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３．環境ビジネスの展望と留意点 


（1）環境ビジネスの全体像と可能性 


• 環境負荷の継続的な改善に寄与する財やサービスを提供する環境ビジネスは、自律


的な発展段階に入りつつある。背景には、環境法規制の強化、政策の環境シフト、


国際的な連携の拡大がある。 


• 経済産業省の「新産業創造戦略」（2004 年 5 月公表）による環境ビジネスの市場規


模と雇用規模の展望は以下のとおり(詳細不明)。 


 1991 年 2001 年 2010 年 


市場規模 33 兆円 52 兆円 78 兆円 


雇用規模 84 万人 144 万人 191 万人 


• 技術・ハード系とサービス・ソフト系に分けることは可能であるが、必ずしも既存


の体系や業種には当てはまらず、相互にも関連する。総合力も求められる。 


 
（2）環境ビジネス(市場)を考える時の留意点 


①需要・供給の両方からの視点 


• 市場が成熟していないため、需要側だけではなく供給側もみる必要がある。新しい


概念の環境製品・サービスが登場すれば、それに呼応して需要も伸びる。 


②万能ではない適正処理とリサイクル 


• 廃棄物は「適正処理」に替えて、「リデュース」（ごみになるものを増やさない）、


「リユース」（部品・製品レベルでの再利用）、「リサイクル」（素材レベルまで分解


して再使用）の順に３Ｒが要求される。 


• 必ずしも「循環型社会＝リサイクル」ではない。エネルギーとコストをかけて無理


にリサイクルするよりも、焼却（ワンウェイ処理のサーマルリサイクル）が合理的


なこともある。 


③所有から利用へ(グリーン・サービサイジング) 


• 経済成長期には有形資産を「所有する」ことが社会的ステータスであった。しかし、


成熟経済の時代にあっては「借りて使う」ほうが弾力性に富み有利なことが多い。 


• 本質的に、モノの価値はその機能にある。環境負荷からみても、自己所有ではメン


テナンスや廃棄・最終処分は自己責任となり、外部に任せた方が確実で楽である。


今後は、「リース」や「レンタル」が環境ビジネスのキーワードとなろう。 
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④異業種連携 


• エネルギーの有効活用や廃棄物の再資源化には、１企業や１業種では完結できない


ことも多い。ある事業所の廃熱は別の事業所の熱源となり、廃棄物も同様である。 


• 異業種間の企業が連携して資源利用のクローズド・サーキットを構築できれば、環


境負荷の削減は飛躍的に進む。ゼロエミッション団地は好事例である。 


⑤中堅・中小企業のニッチ参入 


• 大企業だけでなく技術と知恵のある中堅・中小企業の相次ぐ参入が、様々な分野の


環境ビジネスを活発にしている。 


• 法的整備と市場拡大を背景としつつ、投資家や金融機関も有望な中小企業に資金提


供を行うようになってきた。 


⑥地域発の環境ビジネス 


• 地域発の環境ビジネスが地場の企業によって幅広く創出され、その事業を通して地


域社会貢献（環境保全と事業・雇用の創出）の一翼を担い始めている。 


⑦国際的な展開 


• ３Ｒに限らず、環境ビジネスを国内に限定して考えると、その展開を自ら閉ざして


しまう可能性がある。 


• 特に、アジア圏での国際資源循環は現実味を帯びてきた。 


 


★新しい環境ビジネスモデルの発掘★ 







 


06.03.10 ニッセイ基礎研 川村 11


 


１．素材型製造業の３Ｒ事業 


☆ゼオテック：消費され捨てられていた廃液のリユース 


☆亀井製陶：リサイクル素材のガーデニング用品・園芸用品の製造 


★神岡鉱業：全国の廃バッテリーの約３割を回収・処理、高純度鉛の抽出・販売 


★東京化工品：ポリエチレン製の靴型ブロックの回収と素材化 


★小名浜製錬：シュレッダーダストを銅製錬に投入し、二次残渣なくリサイクル 


★パナ・ケミカル：廃プラスチック・発泡スチロール処理機の販売、廃プラスチックの


買取システムによるリサイクル 


☆富士田商事、五光物流：処理困難物である強化プラスチックを大量破砕処理する再資


源化技術の確立と回収ネットワークの構築 


★東洋インキ、アップコーポレーション、ＪＦＥコンテイナー：薄手カートリッジ内装


缶によるドラム缶リユースシステムの開発(寿命向上、洗浄工程の省略も) 


☆アテンド：生分解性農業用マルチシートの製造・販売(トップメーカーへ) 


☆國分農場：地域内連携による家畜の健康と有機物循環のバイオマスシステムの構築 


☆モリタ：廃棄粉末消化薬剤の肥料リサイクルとその応用 


 


２．加工組立型製造業の３Ｒ事業 


☆ミナミ産業：オカラのでない豆腐製造機の製造、豆腐総合コンサルタント 


☆ゼファー：小型風力発電機など自然エネルギー関連製品の開発・製造 


☆エスケーテック：環境リサイクル装置・機械（炭化装置）の開発・製造 


★大阪ガス：一般家庭用のガス警報器内臓スピーカー部品のリユース 


★松下電器産業：埋立処分の多い蛍光灯を売らずに光を売る「あかり安心サービス」 


 


３．非製造業・サービス業の３Ｒ事業 


①建設業関連 


☆八光工業：海洋投棄禁止となった“焼酎かす”を新開発の凝固剤でコンクリート漁礁に 


☆エコジャパン：太陽光発電システム、オール電化の企画・施工・販売の一貫サービス 


☆ＲＳＴプロジェクト：次世代型の漆喰壁材の開発販売 


☆東邦レオ：「緑」を活用した快適空間の創造、屋上・壁面緑化 


Ⅲ 業種別にみた３Ｒ事業（Ｒｅビジネス）
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☆大松土建：解体現場の建設廃棄物の分別による「エコ砕石」の製造・販売 


★大林組（電通汐留ＪＶ工事事務所）：業界初のゼロエミ建設現場、産廃の 100％再資源


化を達成、2002 年 10 月竣工 


☆関東建設廃棄物協同組合：建設業界と連携して、建設廃棄物のリサイクル施設確保や


再資源化の遅れている品目のルート・用途開発など 


 


②エネルギー業関連 


☆日本自然エネルギー：風力発電などに基づくグリーン電力証書の発行 


☆エネルギーアドバンス：省エネの設計、施工、運転管理、メンテナンス、ファイナン


スに至るまで、ワンストップで提供するエネルギーサービスプロバイダー 
 


③中古品仲介業関連 


☆リサイクルワン：排出企業と再生・処理企業をインターネット上で結びつける電子取


引市場の開設、24 時間、365 日、リアルタイムな再生資源取引 


★ハードオフコーポレーション：家電・ＰＣなど家に眠るモノの回収・点検・修理によ


るリユース仲介事業、中古品保証書の発行、５００店舗 


☆東京山喜：リサイクルきものショップ「たんす屋」のフランチャイズ化 


☆テンポスバスターズ：中小飲食店を対象に調理用設備、店舗用備品・食器・道具類な


どの修理・洗浄済み中古品、新品、新古品 (メーカー等の在庫処分品) の並行販売 


★長谷工アネシス：マンション入居者から不用品を買取る「不用品の出張買い取りサー


ビス」、買取った品は総合リサイクルショップで販売 


☆高山紙業：従来焼却されていたオフィス古紙の回収・リサイクルルートの確立 


☆テムス：グリーン広告によるリサイクル製品の支援ビジネス 


 
④物流・輸送業関連 


☆スターウェイ：リサイクル・リユース可能な通い箱による物流管理統合システム 


☆アイティフォー：携帯電話・インターネットとパソコンを使った廃棄物運搬ＧＰＳ追


跡システム 


 


⑤金融業関連 


★損保ジャパン・リスクマネジメント：不動産投信の増加を背景にリスク評価サービス 


★滋賀銀行：環境負荷削減装置の導入資金への低利融資 


(以上)  


禁無断引用転載 
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強い意志と創意工夫から、新しい環境ビジネスモデルの構築 


 


 


 


 


 


 


本日は、ありがとうございました。 








「国の取組（施策等）の紹介」 
      経済産業省中部経済産業局環境・リサイクル課 総括係長 小林弘和氏 
 
それでは３時になりましたので次ぎのプログラムに移らせていただきたいと思います。続


きまして経済産業省中部経済産業局、環境・リサイクル課総括係長の小林様より、国の取


り組みについてご紹介をしていただきます。それでは小林様、よろしくお願いします。 
（小林） 
 中部経済産業局、環境・リサイクル課総括係長をやっております小林と申します。本日


こちらのセミナーの開催にあたりまして 30 分程お時間をいただけるという事で、私ども


の方のひとつのキーワードは環境なのですけれども、支援メニューとしていろいろなもの


がございます。ただ今ちょうど公募中の事業がございますので、こちらのご紹介も兼ねて


30分程私の方から説明をさせていただきたいと思います。いきなりこちらの方に入る予定


だったのですけれども、少し全体の話をさせていただいた方がよろしいかと思いますので、


本日カラーで１枚のものがあります。急遽入れさせていただきました。すみません。本来


であれば右肩に中部経済産業局と名前を書いておかなければいけないのですが、今日の朝


急いで準備してつくったものですから申し訳ございません。こちらの資料でございます。


それで少し全体の話をさせてください。ひとつがモノづくりエコデザインネットワークの


構築という題名です。一番上に掲げさせていただいております。実はまだこれはこういっ


たネットワークというかたちで何かつくったとか、そういった事ではございません。コン


セプトとして仮の名前でございますが、モノづくりのエコデザインを推進していこうとい


った事でこの中部地域、三重県さんも当然そうでございますが愛知県さん、それから岐阜


県さん、さらにはその周辺でも大きなモノづくりのサプライチェーンが存在しております。


こちらのモノづくりというものをまさに環境適合というかたちで、先程の川村先生のお話


にもございましたが、環境に対する老朽というのも品質と同じように求められてくるので


はないかと、これは後何年かかるかわかりませんが、まさに当たり前の世界に向かってい


るという事が間違いない事だと思います。そういった事で環境側面から見ても競走力があ


るといったモノづくりをやっていこうといった事で今、私どもの方でいろいろな調査事業


を行ったり、いろいろな企業さんの方へお伺いしたりしながらどういったかたちで進めて


いくかという事を調査分析しているところでございます。背景といたしましてこちらの紙


の方をまず先に説明させてください。背景といたしまして書かせていただきましたが、先







程の講演の内容にもございましたように地球温暖化、循環型社会形成といったような事が


良いモノづくりの現場の方へ対応がせまられてきているという事です。それから②です。


環境・エネルギー市場の変革という事で、最終製品それから今まではどちらかと言えば最


終製品といったかたちでものを捉えていたわけですけれども、これがもう原材料、部品製


造、流通等サプライチェーン全体に、環境エネルギーといったものを捉える時代が来てい


るという事です。先程の先生の講演にもございましたが、新産業創造戦略の中でもまさに


この事が言われておりまして、市場規模とか雇用規模と言いますと何か嘘っぽいのではな


いかというような雰囲気になったのかもしれませんが、これはまさに最終製品のところだ


けを捉えている数字ではないという事です。原材料調達から部品製造、その間に加工も当


然ございますけれども、最後の廃棄に至るまで全体でいろいろな取り組みがあるわけです。


それからそういったビジネスがあるといったような捉え方になっていると聞いております。


細かい数字を積上げるまでには私もそこまでは今押さえてはいないのですけれども、あと


③としてEUをはじめとした国際的な環境規制強化への対応という事で、こちらが本日お


越しいただいております皆様の中にも、特にRoHS指令といったような事でいろいろなサ


プライヤーとして情報を求められたといったような事があったのではないかと思います。


まさに EU の方では ELV 指令、これは廃自動車の方ですけれども、こういった事からス


タートと言いますか、この辺りからだいぶ加速して参りました。今ですと WEEE 指令や


それから今申し上げた RoHS 指令、それからもう少し委員会上先になるのかという事で、


まだあまり表面化はしていないのですけれども EUPC がまさにものをつくる時に、環境


適合というものをきちんと盛り込んでください、そうしたものをきちんと結果を付けて物


を販売しましょうというようなルートで考えられております。今まさに検討しようといっ


たようなかたちになっております。この地域の特性でございますけれども愛・地球博とい


ったものを契機として環境技術の有用性、実用化マインド高揚と格好良い言葉で書いてご


ざいますが、いろいろなリサイクルもそうですし、新エネルギー、省エネルギーといった


ような技術というものをまさに世界の人に見ていただくという事で、愛・地球博というの


はひとつの意味があったといったような捉え方がされております。さらに市民の方ですと


か、NPO の方もそうなのですけれども、あと行政側といったところでグリーン交流です


とか、そういったところの視点というのが非常に意識が高まっているといったような事で


はないかと思います。まさにレジ袋を断りますというのはこの愛・地球博というひとつの


きっかけもありまして、どんどんどんどん広がっているのではないかというように伺って







おります。それから高度かつ豊富な技術力を背景としたグローバル市場での優位性確保と


いう事で、まさに技術力という事で今までの世界市場を非常に競争力というものを確保し


てきたという事です。そういったようなモノづくりがこの地域には特に多いのではないか


と思っております。こういったようなモノづくりのその次ぎの素材、部品、最終製品に亘


る強力なサプライチェーンの形成と繋がるのですが、モノづくりそのものとして競争力と


いった事で非常に強いものを持っております。それから先進的な環境経営実践企業が多い


という事で（EPOC）と書いていただいてありますが、EPOCさんというのはご存知の方


もいらっしゃる事もあると思います。14001を取得した企業さんと言いますか、そういっ


た企業さんが集まってこの地域で環境経営というものを普及していこうという事で、2000
年にできております。これは民間の団体という位置付けになるのですけれども、こういっ


たものが全国的に見てもこの中部地域というのは非常に特色があるのではないかと思いま


す。それから最後に、カイゼン行動を裏付けとした事業革新マインドが高いという事です。


ISO でいうところの 9001 のようなものです。品質それから後は当然競争力ですのでコス


トというものもとことんまで追求していくというのが PＤCA サイクルでしていく、改善


活動を行っていくといったような事が非常に特色として強い地域ではないかと思います。


このような地域特性で捉えております。右側の方は時間が足りないので少し簡単にしてあ


りますけれども、左側の課題としまして環境適合製品というものをこれからどんどん開発


して、そういったものが競争力を得ていくといった時代がくるというように認識しており


ます。先程のお話とも少しダブりますけれども、そうなるまで待っていて急遽対応すると


いうのではなくて、こういった事を出来るところからきちんと取り入れていくといったよ


うな企業さんがこれから生き抜いていき、最終的にはそれが当たり前になってくるという


ような想定で仮定しております。こういったところでは最終セットメーカーさんの方でい


ろいろな環境適合設計の方で苦慮されまして、サプライヤーさんの方にいろいろな個別の


要請事項が来るわけです。この化学物質はもう使ってはいけないとか、何々さんからのク


レームとか、あとこういった事については少し軽いものに変えてほしいとか、いろいろな


要素ごとに要請が来ます。それにサプライヤー側として、いろいろな技術開発を通して対


応していただいているのではないかというような事です。あと要は自分のところからとい


うよりはむしろ、要請をされた事に対応していくような次元が非常に多いのではないかと


思います。それからDｆE（環境適合設計）とLCAの環境分析・評価というのは経済産業


省でも今年度は LCA プロジェクトという事で、今回は国内５４団体からいろいろなデー







タをいただきましてデータベース化したり、それを使って計算書をまとめたりとやってき


たのですけれども、これからいよいよ普及という事になってくると思うのです。このDｆ


E、LCAという事で捉えると大企業さんの中で社内評価という点が非常にはっきりしてい


るのではないかと思う反面、少しまだ情報の開示としても、それを見る消費者側としては


なかなかうまく活用できないというところが今はまだあるのではないかという事です。そ


れから中堅・中小企業さんの方では早くも学問的に進んでいるならわかるのだけれども、


実際に自社の製品の場合にはどうしたら良いのかといったところで、まだまだ普及の余地


があるのではないかというところと、あとせっかくそういったものでつくったのに、市場


でうまく評価されないというジレンマです。こういった課題があるのではないかと思いま


す。それらにつきまして特に中堅・中小企業さんを常に考えているのですけれども、こう


いった取り組んでいらっしゃる方々のネットワークというものです。経済産業省と各県、


市等の行政さんとか、あと大学、経済団体、国研・公設試等といったようなところといろ


いろと協力体制をとりまして、取り組まれる中堅企業さん、中小企業さんの環境適合設計、


環境適合製品というものを応援していきたいというような事で、具体的にどういった事が


出来るのかというのでまとめに入っているところでございます。こちらは１年や２年で出


来る話ではないと私どもも思っておりますので、当面５年といった事で目標を立てていま


す。例えば CO２の削減とか、製品の開示あるいは情報の開示といったところを具体的な


目標としてみないかという事で検討しております。最終的に成果・目標として書きました


けれども、①は地球温暖化対応、３R推進、有害化学物質対応という事で、先程の川村先


生のご講演の中にもまさに一致するかと思うのですけれども、こういったところをきちん


とモノづくりを産業として対応していくという事です。それからグローバル市場ですが、


これは先程のEUの話にもありますように、こういった環境という面でも要請がどんどん


強くなるのです。強くなるとは言いましても、きちんと製品競争力を確保するといったよ


うな事があるのではないかと思います。それから最後には環境ブランドという事で、これ


は結局当たり前までなってくると思うのですけれども、少なくてもしっかりしたモノづく


りですね。エコブランドという言葉が良いのかどうかはわかりませんが、こういったよう


な事を応援していきたいというように全体で思っております。こちらのグリーンサービサ


イジングにつきましては今のモノづくりのエコデザインという中でも、モノをつくってい


く段階でいかに省資源をしていくか、それからつくっていくプロセスの工程を低減してい


くかという事ですが、あくまでこの中で減らして設計をするというようにいろいろとある







のですけれども、こちらの方はまさに先程少し触れていただきました。製品としてどうい


ったようなビジネスをするかというところを変える事によって、環境負荷低減というのが


図られるという切り口でございます。そちらの場合、モデル事業という事で経済産業省の


方で支援するという事でございます。今まさに公募をしておりまして締め切りが４月３日


でございます。３月６日に私ども局の方で公募説明会をやらせていただいたのですが、内


容的に少しかぶりますけれども、時間を見て少し端折りながらご紹介をさせていただきた


いと思います。本日お配りした中で公募要領とパワーポイントの資料と両方お配りしてお


ります。どちらも開きながらやりたいのですけれども、公募要領の方を少し見ていただき


たいと思います。平成 18 年度「グリーンサービサイジングモデル事業」の公募について


のペーパーでございます。こちらの冒頭にもありますが、グリーンサービサイジング事業


とは、という事です。従来型の製品販売を前提としたビジネスと比較して、より高い環境


負荷低減効果が期待されるサービス提供型のビジネスであり、そのビジネスの展開を通じ


て製品の生産・流通・消費に要する資源・エネルギーの削減、使用済み製品の発生抑制等


に資する事業です。経済産業省ではこちらの事業に関しては新規性・オリジナリティのあ


る事業を支援するという事でこの事業を公募しております。パワーポイントの方は３ペー


ジの方へ少し見ていただきたいと思います。こちらに実は公募要領の書き方がわかりにく


いと思うのですけれどもすみません。グリーンサービサイジングといった言葉を使ってや


っておりますけれども、明確にこの事業が対象です、この事業が対象ではありませんとい


った事になっていませんという事です。ひとつの事業のやり方としていろいろな手法、手


段があるのですけれども、３ページの方ではこういった事で定義をしております。グリー


ンサービサイジング事業という大きなものがありまして、マテリアルサービスという事で、


これはものが主体という事です。むしろこの具体例のところを見ていただくとわかりやす


いと思うのですけれども、サービス提供者によるものの所有・管理という事で、従来はも


のをつくって売ります。それが使い終わると分別回収されて最後は廃棄されるといったよ


うなサイクルになるわけですけれども、これはものを売らないという事です。ものの所有・


管理というのはサービスの提供者です。実際はつくっているところ、もしくはリース会社


でやっています。使う方々は実際その機能にお金を払うというような考え方です。これが


製品のレンタル・リースもそうですし、コインランドリーでは、別に洗濯機は要らないの


です。洋服が洗えれば良いといったようなビジネス形態です。それから２つ目は利用者の


ものの管理高度化と有効利用という事です。実際に維持管理・更新のデザインと技術によ







り製品の長寿命化を図ってサービスの提供を持続していきますという事で、中古製品の買


い取り販売ですとか、もう少しわかりやすく言いますと修理・リフォームなどです。こう


いったようなかたちでこの辺りをイメージしていただければ良いかと思います。それから


捨てて新しいものを買い足すという事ではなくて、それをさらにアップグレードしたりと


いった捉え方をしていただいたら良いかと思います。それから１―③でモノの共有化とい


う事で、これはもう一家に１台ではなくて何人かで共同で所有して使いましょうという提


案がカーシェアリングや農器具の共同利用です。あとノンマテリアルサービスの方で、こ


れはサービスが主という事なのです。ここは分けておりますが先程にもありましたように、


音楽配信といったかたちのサービス系の新しいビジネスモデルでありますとか、あとは廃


棄物処理のコーディネート、ESCO事業とありますけれども、こちらへいくとさらにわか


りにくいという事です。少しイメージとして持っていただければ一番良いかと思うのです


けれども、今まではものをつくって売ります。使っていただいて要らなくなったらそれを


使った方が排出者なので廃棄します。回収しますという事でここは別ルートで回っていく


のですけれども、もうもともとお客様ではなく自分が持っていてずっとコントロールして


いるのです。使いきった場合には全部回収してしまって、そこのところは流出したり、リ


サイクルに回したりとやるのですけれども、お客様としては機能にお金を払います。それ


からそれはそちらで３Ｒのルートにのるのですけれども、また新しいものを発注されると


いう事だけではなくて、一部分を修理したり部品を交換したりといった長寿命化の使い方


をしているという事です。さらに今売っているものを長く使うというやり方もあります。


それからあとこちらは結局もともとの量を3人で１個にしたら良いではないかといったよ


うなものです。これは今のところの具体例として載っております。私どもの方は経済産業


省としてグリーンサービサイジングのモデル事業を報告しておりますので、特にここには


まらなくてはいけないという事はありません。ですから今のビジネスモデルはこういった


かたちですと、通常このようにものを売っています。これを回収してこういう流れでいっ


ています。今回のビジネスとしては、これは全然違うのです。こういったかたちでやりま


してこれに対してお金を払ってもらいますといったもので、ここになくても、逆にない方


がさらに新しいので通るかもしれませんけれども、そういったビジネスモデルを応援する


といったようなものになっております。非常にそれではこれはどうか、これはどうかとい


ったような事であるかと思うのですけれども、むしろあまりこれはだめかなというのでは


なくて、今のわかりやすいものから入っています。製品販売を前提としたビジネスいうの







が今のビジネスです。今回はこういった新しいサービス提供型のビジネスを選びます。こ


の間にこの２番目にありますように、要は環境負荷を低減するといったようなかたちであ


れば事業の改善になりますという事であります。 
今年度のモデル事業は３事業ありますが、モデル事業例（１）は後程紹介があると思い


ますのではぶきます。モデル事業例（２）ですが、こちらはびんのレンタルという事で、


ビンを売って最終ユーザーさんがそこにお金を払うという考え方ではなくて、びんはこち


らが持ちますよという事で、飲料メーカーさんは中身を売ります。中身に対する製品とい


う事でございます。びんが戻ってくるこのルートがミソだと思うのですけれども、そうい


った新しいビジネスモデルがあります。これは先程先生の方でご紹介がありましたけれど


も、あかり安心サービスです。これはこういった電気を買ってきて使いまして、終わった


らそれは廃棄物になっていくという考え方です。あかりとして使用していただいて、それ


を要は対価を払うという事です。こういった使用状況であったら月にいくらですという料


金の決め方も出来るといったようなやり方で、それ以上は松下さんの方が持っていますの


で廃棄物として廃棄されるのは松下さんの方ですといったような事例です。こちらは先程


は会社が違ったのですけれども、いろいろなメーカーさんです。太いパイプを持っている


のですけれども、要は電機・電子機器修理加工業という事でいろいろなメーカーさんのも


のが来ても、きちんと対応出来ますという事が強みなのです。今ある意味で例としては実


はこれくらいしかありません。グリーンサービサイジング事業は平成 17 年度からスター


トしておりますモデル支援事業でございまして、実は本日発表いただきますユニフォーク


さんを含めまして、３社を 17 年度採択しております。こちらとこちらにつきましては当


所の方の支援モデル事業ではないのですけれども、こういったような事例が今出ていると


いう事です。逆にこれというのは全然ないというような新しい事が出てくれば、来年この


辺りにこうなってくるのではないかと思います。まさにものをつくっていく、そしたら売


ります、廃棄しますという中で全体を捉える３Ｒですとか、地球温暖化それから有害化学


物質というのはこれからどんどん進めていかなければいけないという事です。今の流れだ


けではなくて新しいビジネスモデル、先程ありましたように音楽配信といったような十分


市場のニーズを捉えている事例がたくさんあるのですけれども、こういったような事業、


モデルそのもの、仕組みそのものを変えながら環境負荷低減にするというような事が、こ


れから大事になってくるというような事でございます。こちらのグリーンサービサイジン


グモデル事業につきましては、公募の対象としては民間法人、市民団体等であって国地方







公共団体は除きますというような事なっておりますので、企業さんはどんどんこういった


事であれば応募していただく事が出来ます。もし何かこちらにご興味あるようでしたら本


日終わってからでも結構ですので、環境リサイクル課の方にお問い合わせいただければと


いうように思っております。それからあと支援していただけるというのですけれども、ど


れくらいの事が出来るのかという事が気になるところです。金額的な規模でいきますと、


200万から600万くらいです。その間で委託契約のかたちをとりますので補助といったよ


うなかたちではなくて、200万から600万の委託契約という事です。それからあと事業期


間ですけれども、今こちらで公募しておりますのでこのまま言っていただければ、こちら


の方は予定スケジュールという事でパワーポイントの方にも出ておりますけれども、最後


の上の辺りです。今後のスケジュールという事ですけれども、４月３日までが公募期間で


ございます。当日消印有効です。あとは審査期間といたしまして５月23日という事です。


はじめに４月いっぱいで書面審査から入ります。あとヒアリングは連休が明けてからです。


この日程表の通り入っていただいて、ヒアリング審査候補になったものにつきましてはヒ


アリングをするという事で、書面審査だけで終わってしまう事もございます。それから委


託契約につきましては６月中旬からというようなスケジュールになっております。補助の


方も今年度は非常に事業期間が短くて、皆様にご迷惑をおかけしたという事で６月中旬に


ははじめるようにという事で、前倒しでやっております。こちらはほぼこの辺りでいける


のではないかと思っております。事業期間の後ろといたしましては19年の２月28日とい


う事業期間でございます。あとは実際の支援の対象になると言いますか、これは私どもの


ホームページからも全てとれるようになっておりますので、是非見ていただきたいと思い


ます。例えばマーケティング調査などをする時に、コンサルティングで少しコンサルティ


ング会社に委託しますといったようなところですとか、必要な部分の旅費関係ですね。そ


れからいろいろな資料です。少し載せますという事で資料の事ですとか、あと通信運搬広


告宣伝費というようなかたちでパンフレットをつくりますといったような目に見えない事


です。人件費の方は入っていませんので、ここはあまり使いやすくない事になっておりま


す。何かイベントで広報をうちますという事で、例えば一日のアルバイトさんにこのよう


に出しますといったところは、たとえ４、５時間でもあげてこられるのはあると思うので


すけれども、通常の事務所ですとかいろいろな活動の中で実際に動いていただいている企


業さんとかアルバイトさんに人件費は出ません。サービサイジングの説明というのは非常


にむずかしかったのですけれども、こちらのだけではないのですが、例えば私どもの実家







の富山に薬売りがあります。薬をつかった部分だけ補充してお金をいただく、こういった


ものもサービサイジングだと思いますし、例えばペンキを売りますと言った時に簡単に電


気を売りますという考え方から、例えば何ｍ２塗ったらいくらかとか、そういったような


イメージですね。この PS の仕組みそのものを変えて環境負荷を低減する要素が入ってい


るものというのが広く対象になりますので、ご興味ありましたら遠慮なく経済産業局の方


にお問い合わせをいただければと思います。それでは時間になりました。 
リサイクルの方はリサイクル法で自動車ですとか家電ですとか、こういったような事な


どリサイクル法規の担当部署でやらせていただいているところになります。リサイクル法


の監督という声があるのですけれども、環境という部分ですね。そのままリサイクルだけ


やっていたら良いというわけではないよね、というのが局内的にも非常に議論をしており


ます。まさに先手先手を打ちながらビジネスの、先程の経費の節減に繋がる事から、まし


てや新しいもので競争力まで生み出そうというような夢を描きながら、ビジネスの中で環


境というものをうまく取り入れていただくという事だと思います。品質は品質として環境


というものもきちんと捉えていただくという事が、最後は当たり前の時代に来るのではな


いかと思います。そしてこちらも頑張って参りますのでまた何かございましたら遠慮なく、


仕切りの低い課であるつもりでございますのでお立ち寄りくださればと思います。どうも


ありがとうございました。 
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1.想定しているモデル事業とは？


●「グリーン・サービサイジング事業」とは、従来型の「製品販売を前提としたビジネス」と比較し
て、より高い環境負荷低減効果が期待される「サービス提供型のビジネス」


厳密な定義は行われておらず、様々な展開の可能性が考えられます。


●上記ビジネスの展開を通じて「製品の生産・流通・消費に要する資源・エネルギーの削減」、
「使用済み製品の発生抑制」等に資する事業を展開


□現在行われている具体的な事業の例


・製品のレンタル・リースなど（サービス提供者によるモノの所有・管理）


・中古製品買取・販売、修理、リフォーム、アップグレードなど（利用者のモノの管理高度化・有効利用）


・カーシェアリング、農機具の共同利用（モノの共有化）


など


●「経済性のある事業」への発展可能性の高く、「新規性・オリジナリティの高い事業」を支援


□持続可能な事業基盤確立の視点から以下に該当する事業を支援します。


・社会的に需要があると認められ、顧客に便利さや利益を提供する事業。


・展開しようとするビジネスモデル（事業の仕組み、収益構造等）が新規性・オリジナリティを有すると認められる事業。


●モデル事業の実施主体は、「企業、企業の連携組織（企業グループ）又はＮＰＯ等の市民団
体」を想定。
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２. モデル事業の実施の背景


＜背景＞


●２Ｒの推進等を指向した新たな事業活動への転換の重要性


□企業の環境経営への取組の一つとして「製品リサイクルの推進」、「環境配慮製品の普及」が進められています。


□こうした取組は、持続可能な社会の構築に向けて、２０世紀型ビジネスモデルの前提とでも言うべき大量生産・大量
消費からの転換を十分に促すものとはなっていません。


□これまで行われてきたリサイクル基盤の整備に加え、例えば２Ｒ（「リデュース（発生抑制）」、「リユース（再使用）」）
等を指向した、環境負荷の低減に資する新たな事業活動への転換が重要となります。


●２１世紀型の持続可能な社会構築に向けた「新たなビジネスモデル」の育成


□提供する製品の機能等に着目した付加価値の高い「サービス提供型ビジネス」は、将来的には市場競争力を有す
る新たな事業としても期待されています。また、異業種間の連携により、新たなビジネスモデル（事業の仕組み、収
益構造等）を構築することも期待されます。


＜モデル事業の目指すもの＞


●国によるモデル事業の実施により、「環境負荷低減」及び「競争力を有する新たなビジ
ネスモデルの創出」の両面で効果があるオリジナリティのある取組を発掘し、その事業を
支援することを通じて、２１世紀型の持続可能な社会構築に向けた事業活動が進展す
る契機とすることを目的に実施します。
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グリーン・サービサイジング事業


①－１サービス提供者に
よるモノの所有･管理


契約形態を変更することによ
り製品をライフサイクルで管理
し、環境負荷を削減する。


①－２利用者のモノの
管理高度化・有効利用


維持管理・更新のデザインと
技術により製品の長寿命化
をはかりサービス提供を持


続拡大


①－３モノの共有化


所有を共有することにより、製
品ストックの減少（＝資源消費


の削減）を図る


②－１サービスによるモ
ノの代替化


資源を情報、知識、労働によ
りサービスに代替させること
により資源消費に伴う負荷
削減（ＩＴによる脱物質化サー


ビス）


②－２サービス高度化・
高付加価値化


サービスの効率を図ったり、さ
らに付加価値をつけてサービ
スに付随する環境負荷を削減


①マテリアル・サービス（モノが主） ②ノンマテリアル・サービス（サービスが主）


＜具体例＞


■ 製品レンタル・リース


■ 洗濯機のPay per Use


■ 製品のテイクバック


＜具体例＞


■ 中古製品買取・販売


■ 中古部品買取・販売


■修理・リフォーム


■ アップグレード


■ 点検・メンテナンス


＜具体例＞


■ カーシェアリング


■農機具の共同利用


＜具体例＞


■ デジタル画像管理


■ 音楽配信


＜具体例＞


■ 廃棄物処理コーディネー


ト


■ ＥＳＣＯ事業


出所：今堀・盛岡(2003)「家電におけるサービサイジングの可能性に関する研究」
及び第三回グリーン・サービサイジング研究会吉田委員発表を参考に作成


３. グリーン・サービサイジングの事業分野（現状における類型）
※以下の図は、既存のサービサイジングビジネスを類型化したものであり、
今後も事業分野がさらに展開する可能性があります。







４. グリーン・サービサイジングモデル事業例（１）平成１７年度事業
○「企業向けユニフォームの販売代理店におけるリユースビジネスモデル創出事業 」


○ 株式会社ユニフォーク


○ 企業向けユニフォームは顧客企業の「顔」となる重要なアイテムであるが、各企業の
省エネ・エコ商品採用等への取組が進む中で、リユース・リサイクルの意識が低い部
分となっている。一方、ユニフォームメーカーは、主に大企業・大人数向けを対象とし
てのリースやエコ商品の開発、素材リサイクルに取り組んでいるが、こうしたサービス
の事業化は進んでいない。本事業では、ユニフォームを顧客に売り切りで供給し、そ
の後の廃棄等は企業自身に委ねている仕組みを変える。具体的には、ユニフォーク
が顧客企業に対してユニフォームをレンタルし、回収、リユース、リサイクルを行う仕組
みを構築することで、顧客企業の経費節減、販売代理店の経済的利益を確保するとと
もに、大量のユニフォームの廃棄を抑制することを目指す。


本モデル事業の収入費目


○ユニフォームレンタル費等


○今年度は、企業におけるユニフォームの使用状況調査、先進事例調査、事業の試
行的実施を行う。


本モデル事業の支援の費目


○コンサルタント等外注費：ホームページ作成


○職員旅費：訪問営業活動・広報活動


○広報宣伝費：パンフレット作成費
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㈱ユニフォーク


回収、点検、修繕


㈱ユニフォーク


回収、点検、修繕


リサイクル工場


マテリアル・リサイクル


ケミカル･リサイクル


サーマル・リサイクル


製造販売メーカー 顧客企業 従業員へ貸与


二次製品原料として再利用


再度原糸化しユニフォームとして再利用


熱エネルギー化して再利用


小さな修繕


・損金算入
・廃棄物発生抑制


各種リサイクルに
よる廃棄物発生抑


制


販売


ﾚﾝﾀﾙ


ﾚﾝﾀﾙ


貸与


回収







○ 「レンタルボトルシステムによる容器リユースサービス事業 」


○ 株式会社エリックス


○ 現在、ワンウェイ容器、あるいは一部リターナブル容器として流通している飲料等の容
器所有の形態を変え、古びんを「商品」として売買していたびん商が「容器レンタル
サービス業」に転換することを目指す。びんはびん商（エリックス）が保有し、飲料メー
カーにレンタルを行う。また、物流効率化を進める最終ユーザー（料飲店チェーン）と
連携して、ビンリユースに関し豊富な知見を持つびん商が空きびんを最終ユーザー又
は業務用酒販店の物流センターから直接回収する、あるいは最終ユーザーが配送車
により指定びん商ヤードへの持ち込む。この事業により、料飲店は飲料等をこれまで
より安価に購入することができ、また、固形廃棄物の発生やカレット化を防ぐことがで
きる等の環境負荷低減が期待できる。


本モデル事業の収入費目


○びんのレンタル料等


○今年度はニーズ把握・分析などの調査研究を行い、パイロットモデルを研究し、
ビジネスモデル（事業の仕組み、収益構造等）の具体化を検討する。


本モデル事業の支援の費目


○コンサルタント等外注費：アンケート調査・ヒアリング調査委託費


○広報宣伝費：パンフレット作成


○物品費：回収試行用函購入費


飲料メーカー


最終ユーザーの
物流センター


製びん
メーカー


カレット
問屋


株式会社エリックス
（＝びんのレンタル事業者）


廃棄物
処理業
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酒販店 最終ユーザー


新びん（補充）


新びん購入代金（円／本）


レンタルびん
使用決定


破損分


中身製品


中身製品代金


中身製品


中身製品代金


空きびん 空きびん
空きびん


空きびん


レンタル料
（円／回）


びんの動き


お金の動き


ガラス屑、破損分の動き


４. グリーン・サービサイジングモデル事業例（２）平成１７年度事業
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○ 「木製遊具による木質系マテリアルリース事業


～森林資源の循環利用とシステム構築～ 」


○ アミタ株式会社


○ 幼稚園等へのアンケートでは、木製遊具は園児に好影響を与えるという回答があるも
のの、高価で壊れやすいため積極的な購入が難しいという意見が強い。そこで、幼稚
園・保育園を対象にアミタが木製遊具をリースし、これらを活用した環境教育を実施す
ることを目指す。モデル事業実施地域は岡山県西粟倉村であり、村の森林面積の８
０％以上を占めているスギ・ヒノキの間伐材の使用を想定、西粟倉森林組合で製造・
加工した木製遊具を活用する。リースアップした遊具や破損した遊具は同組合で修理、
再加工され、リユースされるため、必要以上の廃棄物の発生を抑制できる。また、間
伐材の使用による森林整備や使用できなくなった遊具のバイオマスエネルギーとして
の活用を通じ、環境負荷の低減が期待できる。


本モデル事業の収入費目


○木製遊具リース代金


○今年度は、事業実施に向けて、木製遊具の利用状況の調査・分析、


木製遊具リース事業のシステム評価、教育プログラムの開発などを行う。


本モデル事業の支援の費目


○コンサルタント等外注費：木製遊具デザイン料


○専門家指導費：環境教育プログラム実施費用


森林組合


②木製遊具の製造・加工


⑥メンテナンス実施


①木製遊具製造に関する事前調査


②木製遊具の製造・加工委託


③モニター幼稚園の募集


④環境教育プログラムの検討・実施


⑤モニター実施


⑥木製遊具の回収メンテナンス実施
及び評価・分析


⑦アンケートの実施


⑧本事業の評価


⑨リース契約準備


⑩報告書の作成・提出


アミタ株式会社


２Ｒの推進


幼稚園・保育園等


⑤モニター実施


⑥木製遊具等の使用


⑦アンケート回答


リース品


リース品（リースアップ、要メンテナンス）


製造・加工委託 ニーズ調査
モニター募集


アンケート


木質系マテリアルリース事業の確立により、利用者はより良いものをリーズナブルな価格で利用できる。
本事業では、販売後は利用者により処理されていた木質遊具等を、回収・修理・メンテナンス・再利用等するため、２Ｒの推進に大きく
寄与するものと思われる。


地域産業の活性化
・新収入源の創出
・雇用の創出


地域産業の活性化
・新収入源の創出
・雇用の創出


・リーズナブルに木製遊具を
使用できる
・現場を体験できる環境教育
の受講


・リーズナブルに木製遊具を
使用できる
・現場を体験できる環境教育
の受講


管理 木材


森林
一般家庭・商業施設へ
事業拡大予定


・木材のマテリアル
リース、環境教育ノ
ウハウの蓄積


・木材のマテリアル
リース、環境教育ノ
ウハウの蓄積


熱回収
燃料として再利用


４. グリーン・サービサイジングモデル事業例（３）平成１７年度事業
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○「電気・電子機器等のリペア」


○株式会社ミスターコンセント


○家電製品の修理、パソコン等の修理・サポート、プリンタトナーの再生、エアコン洗浄等のサービスを全国チェーンで提供している。


○家電量販店の顧客サポート部門が分離独立し、エリアごとの家電量販店との業務提携、フランチャイズ化、直営店の設置等により全国ネットワークを構築。


○同社では、主要部品4000点を常時在庫し、修理品の約8割を自店で修理することが可能となっている。


○修理サービスの特徴としては、｢店頭診断は無料｣、｢その場で料金の見積り｣、｢その場で完了日の提示｣、「完了日遅延の場合にペナルティの支払い」、｢全メーカーに対応｣、｢どこ
で買った品物も受け付け｣、｢貸出し機を用意｣、｢6ヶ月の修理保証｣があげられる。顧客は、修理状況を電子メールや携帯電話などで確認することもできる。


○中小企業総合事業団の報告書「需要動向調査（流通・サービス分野）」（2002年3月）によると、ミスターコンセントの強みとして、①オペレーションがシステム化されていること、②
メーカーとのパイプを持っていることが指摘されている。


○一連のオペレーションのシステム化
○メーカーとの連携


電気・電子機器の
修理・サポートビジネス


電気・電子機器
ユーザー


・店頭診断
・全メーカー対応
・対応完了日提示


・長期使用
・修理保証
・代替品レンタル


５. その他グリーン・サービサイジング事業例（１）







出所：松下電器ホームページ


５. その他グリーン・サービサイジング事業例（２）
○ 「照明機能の提供サービス」


○ 松下電器産業株式会社


○蛍光ランプを大量に使用する工場やオフィスビル等、事業者を対象として、蛍光ランプを販売せずに、蛍光ランプから発する“あかり“という機能を提供する「あかり安心サービス」を
2002年4月に開始した。


○ 同サービスでは、蛍光ランプは同社の「あかり安心サービスセンター」が所有し、使用状況の予測に基づく月額固定料金で期間契約を結び、期間中に寿命に達した蛍光ランプに
ついては、月額料金の範囲内で交換分を届ける。回収した蛍光ランプは、センターが排出者として、委託契約をしている中間処理会社で適正処理が行われる。


○ 顧客は、同サービスにより一斉交換の際にかかる蛍光ランプ費用を分散・定額化できる他、蛍光ランプの廃棄時の中間処理会社との契約や産廃マニフェスト管理業務が不要に


なり、産廃の不法投棄といった廃棄物管理を巡る環境リスクを削減することができる。
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●従来型の「製品販売を前提としたビジネス」ではなく、より高い環境負荷低減効果が期
待される「サービス提供型のビジネス」の発掘、支援というモデル事業の趣旨に合致す
る申請であること。
提案の背景・理由、事業の目的・目標を明確に記入してください。


●ビジネスモデル（事業の仕組み、収益構造等）や提供するサービスに、新規性・オリジ
ナリティがあること。
グリーン・サービサイジングの事業分野（Ｐ３参照）のイメージ図は現状の分類であるので、必ず当てはまらなければならないわけ


ではありません。


現在の類型に当てはまらない、新たな事業も広く募集します。


●次年度以降の事業運営を含めて事業継続が計画されており、将来的に自立した事業
運営が行われる見込みが大きいこと。
本事業においてターゲットとする利用者と、そのニーズがより具体化されていることが望まれます。


次に該当する案件は、公募対象となりません。


●当該事業主体において既に実施している事業で、その発展が認められない事業。
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６. 採択の観点







●本事業は、企業、企業の連携組織（企業グループ）又はＮＰＯ等の市民団体が実施
するモデル事業を、平成１８年度（事業期間）内に限り支援します（原則とし
て継続支援は行いません）。


●委託の金額：１件あたり概ね２００万円程度から６００万円程度。
（具体的な金額については、事業計画と支援要望額の内容を精査の上決定）


●委託費の使途：
コンサルタント費等外注費（委託費の１／２が上限）、専門家指導費、旅費・


交通費、会議費、資料費、通信運搬費、広報宣伝費、物品費（１点あたり２０
万円（税込み）以上のものは計上不可、レンタル料可）、臨時雇役費、印刷製
本費、消耗品費。


●上記委託費の支払は、本モデル事業終了時にその支出を証明することができる
もの（領収書等の添付）に限られます（家賃及び人件費は支援対象外）。
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７. 支援の内容（委託費の額及び使途）







①公募開始
（２月１６日）


④ヒアリング審査
（５月８日～５月２３日）


⑥再委託
（６月中旬）


⑦報告書提出
（平成１９年２月２８日）


委託


①モデル事業採択までのスキーム


②申請書の提出
（２月１６日～４月３日）


企 業 ・ Ｎ Ｐ Ｏ 等 の 市 民 団 体


③書類審査結果の
通知


（４月２８日 予定）


採 択 団 体


②事業実施にあたってのスキーム


助言等
協力


経 済 産 業 省
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⑤採択事業の決定
（６月７日 予定）


民 間 法 人


推進委員会


審査等委託


８. 本事業の実施スキーム







（１）公募期間：２月１６日～４月３日


●公募開始（２月１６日）


●公募締切（４月３日、締切日当日消印まで有効）


（２）審査期間：４月４日～５月２３日


○書類審査（４月４日～４月２７日）


●ヒアリング審査対象案件の通知（４月２８日予定）


●ヒアリング審査


（５月８日～５月２３日、各局にて開催予定）


●採択事業の通知（６月７日予定）


（３）委託契約・事業実施期間：６月中旬～２月２８日


●中間報告会（１１月頃）


・エコプロダクツ２００６（１２月中旬、東京）に 「グリーン・サービ


サイジングモデル事業展示ブース（仮称）」を出展（予定）


●事業報告書の提出（～２月２８日）


＊事業期間中１ヶ月に１回程度の進捗確認書類の提出


（事業・経費支出）


（４）報告・精算期間：３月


●成果発表会（3月上旬、東京にて開催）


●額の確定・精算支払


●：応募団体、採択団体が関与する事項
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９. 今後のスケジュール


○平成１７年度モデル事業 成果発表会のご案内


開催日時：平成１８年３月３日（金）１３時３０分～１６：００


会 場：三菱総合研究所内 ＡＶルーム （東京都千代田区大手町2-3-6 三菱総合研究所ビル １Ｆ）


※入場無料、事前申込制、詳細は本事業のホームページ参照
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平成１８年度「グリーン・サービサイジングモデル事業」の公募について 


～環境負荷低減効果の高い「サービス提供型ビジネス」へ～ 
 


平成１８年２月１５日 
経済産業省  


産業技術環境局  
環境政策課 


環境調和産業推進室 
 
「グリーン・サービサイジング事業」とは、従来型の「製品販売を前提としたビジネス」と比較


し、より高い環境負荷低減効果が期待される「サービス提供型のビジネス」であり、そのビジネス


の展開を通じて「製品の生産・流通・消費に要する資源・エネルギーの削減」、「使用済み製品の発


生抑制」等に資する事業です。経済産業省では、「グリーン・サービサイジング事業」に関し、新規


性・オリジナリティのある事業を支援する「平成１８年度グリーン・サービサイジングモデル事業」


を実施します。 
つきましては、その対象となるモデル事業を下記により募集します。 


 
記 


 
 
＜事業の背景及び目的＞ 
 


近年、企業は環境経営への取組の一つとして、「製品リサイクルの推進」、「環境配慮製品の普


及」に努めているところです。こうした取組は、社会全体の環境負荷低減に資するものの、持続


可能な社会の構築に向けて、20 世紀型ビジネスモデルの前提とでも言うべき大量生産・大量消費


からの転換を十分に促すものとはなっていません。このため、今後はこれまで確立されたリサイ


クル基盤の整備に加え、例えば、2R（「リデュース（発生抑制）」、「リユース（再使用）」）等を指


向した、環境負荷の低減に資する新たな事業活動への転換が一層重要となってきます。 
こうした提供する製品の機能等に着目した付加価値の高い「サービス提供型ビジネス」は、将


来的には市場競争力を有する新たな事業としても期待されます。また、異業種間の連携により、


新たなビジネスモデル（事業の仕組み、収益構造等）を構築することも期待されます。 
経済産業省では、「環境負荷低減」及び「競争力を有する新たなビジネスモデルの創出」に資す


る新規性・オリジナリティのある「グリーン・サービサイジング事業」を発掘し、その展開を支


援することを通じて、21 世紀型の持続可能な社会構築に向けた事業活動が進展する契機とするこ


とを目的に本事業を実施します。 
 
＜公募要領＞ 
 
１．公募の対象 
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「グリーン・サービサイジングモデル事業」では、事業主体が実施する「グリーン・サービサ


イジング事業」の立上げに係るコンサルティングの依頼や、事業展開に必要な準備作業等を支援


の対象とします。 
公募の対象となる事業は、従来型の「製品販売を前提としたビジネス」ではなく、より環境負


荷低減効果の高い「サービス提供型のビジネス」の発掘、支援というモデル事業の趣旨に合致す


る申請であり、サービス提供先である顧客に便益（経済的価値及び環境価値の創造を通じた顧客


満足度の向上）を付与する事業です。 
また、事業主体が本モデル事業終了以降も事業として継続的に実施する意思を有して事業継続


が計画されており、ターゲットとなる利用者やニーズが具体化されているなど、将来的に自立し


た事業運営が行われる見込みが大きいことが必要です。 
 
２．事業主体の条件 


公募の対象となる事業主体は、民間法人・市民団体等であって、国・地方公共団体は除きます。


具体的には、企業、企業の連携組織（企業グループ）又はＮＰＯ等の市民団体が事業主体となり


得ます。また、本モデル事業の遂行のために組織される団体も対象となり得ますが、次年度以降


においても引き続き本事業を継続することを意図した団体であることが必要です。 


 
３．事業の内容（委託費の額及び使途） 


本事業は、企業、企業の連携組織（企業グループ）又はＮＰＯ等の市民団体が実施するモデル


事業を本年度（事業期間）内に限り支援するものです（契約形態は委託契約）。 
支援の金額は、概ね２００万円程度から６００万円程度とし、具体的な金額については、事業


計画と支援要望額の内容を精査の上決定します。また、経費負担については、本モデル事業終了


時にその支出を証明することができる事業実施に必要な事業経費に限られ（家賃及び人件費は支


援対象外）、公募採択後のモデル事業実施委託契約の締結日以降に支出が発生するものを対象とし


ます。 
 
４．事業期間 


事業期間は、本公募採択後の契約締結日から報告書の作成も含めて平成１９年２月２８日まで


に完了する範囲とし、委託事業終了後の運用にかかる費用については事業者の負担とします。 
 
５．応募資料の提出先及び問い合わせ先 


定められた応募資料を郵送により応募者の所在地域を管轄する各地方経済産業局に提出して下


さい（公募締切日当日の消印まで有効）。封書の宛名面には、「グリーン・サービサイジングモデ


ル事業申請書」と明記して下さい。 
なお、提出された応募資料の内容等に不明点等がある場合には、担当職員が問い合わせをする


場合があります。 
 


 
＜応募資料の提出先及び問い合わせ先＞ 
※ 問い合わせはなるべくファクシミリ又は電子メールにてお願いします。 
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・北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 環境産業振興室 


 ＜担当：宗元、佐々木＞ 


（管轄区域：北海道） 


〒０６０－０８０８ 札幌市北区北８条西２丁目１番１ 札幌第１合同庁舎 


TEL ０１１－７０９－１７９０（直） 


FAX ０１１－７０９－４１３５  


電子メール hokkaido-kankyoshinko@meti.go.jp 


 


・東北経済産業局 資源エネルギー環境部 循環型産業振興課 ＜担当：有路、酒井原、井元＞ 


（管轄区域：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 


〒９８０－８４０３ 仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎 


TEL ０２２－２６３－１２０６（直） 


FAX ０２２－２１３－０７５７ 


電子メール recycling-society-tohoku@meti.go.jp 


 


・関東経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 ＜担当：乙部、矢吹＞  


（管轄区域：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 


新潟県、山梨県、長野県、静岡県） 


〒３３０－９７１５ さいたま市中央区新都心１番地１ さいたま新都心合同庁舎１号館 


TEL ０４８－６００－０２９２（直） 


FAX ０４８－６０１－１２９０ 


電子メール kanto-epr@meti.go.jp 


 


・中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 ＜担当：彦坂、小林＞ 


（管轄区域：富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県） 


〒４６０－８５１０ 名古屋市中区三の丸２－５－２ 


TEL ０５２－９５１－２７６８（直） 


FAX ０５２－９５１－２５６８ 


電子メール qchbnk@meti.go.jp 


 


・近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 ＜担当：坂野、橋本＞ 


（管轄区域：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 


〒５４０－８５３５ 大阪市中央区大手前１－５－４４ 大阪合同庁舎第１号館 


TEL ０６－６９６６－６０１８（直） 


FAX ０６－６９６６－６０８１ 


電子メール  sakano-satoshi@meti.go.jp 


            hashimoto-shunji@meti.go.jp 


  


・中国経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 ＜担当：吉川、船田＞ 


（管轄区域：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） 
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〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎２号館 


 TEL ０８２－２２４－５６７６（直） 


FAX ０８２－２２４－５６４８ 


電子メール yoshikawa-katsuhiko@meti.go.jp 


            funada-yoshiji@meti.go.jp 


 


・四国経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課 ＜担当：保積、真鍋＞ 


（管轄区域：徳島県、香川県、愛媛県、高知県）  


〒７６０－８５１２ 高松市番町１－１０－６ 


TEL ０８７－８３４－３９５４ 


FAX ０８７－８３５－２４１８ 


電子メール hozumi-kenyu@meti.go.jp 


             manabe-yukihiro@meti.go.jp 


 


・九州経済産業局 資源エネルギー環境部 環境対策課、エネルギー環境広報室 


＜担当：今村＞ 


（管轄区域：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）  


〒８１２－８５４６ 福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号 福岡合同庁舎 


TEL ０９２－４８２－５４９９（直） 


FAX ０９２－４８２－５５５４ 


電子メール imamura-yoshihito@meti.go.jp 


 


・内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課 ＜担当：新崎＞ 


（管轄区域：沖縄県） 


〒９００－８５３０ 那覇市前島２－２１－７ 


TEL ０９８－８６４－２０６５（直） 


FAX ０９８－８６０－３７１０ 


電子メール arasaki-haruhiko@meti.go.jp 


 


 
  （経済産業省本省の問い合わせ先） 


・経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境調和産業推進室 松井、佐々木 
〒１００－８９０１ 千代田区霞が関一丁目 3 番 1 号 


電話  ０３－３５０１－９２７１ 


ファクシミリ ０３－３５０１－７６９７ 


電子メール matsui-hiroya@meti.go.jp 


sasaki-hidehiro@meti.go.jp 
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６．公募期間 


公募開始 平成１８年２月１６日（木） 
公募締切 平成１８年４月 ３日（月） 


 
７．公募説明会 
各経済産業局で下記の通り公募説明会を開催します。  


 


・北海道経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月１日（水） 午後３時～午後４時 


           札幌市北区北８条西２丁目１番１ 


札幌第１合同庁舎 北海道経済産業局 ６階 第１会議室（東） 


 


・東北経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月１日（水） 午後３時３０分～午後４時３０分 


           仙台市青葉区本町３－２－２３  


仙台第２合同庁舎 ８階 関東東北産業保安監督部会議室  


※参加予定の方は、下記のホームページから事前にお申し込み下さい。 


http://www.tohoku.meti.go.jp/kankyo/kobo/18fy/green.html 


 


・関東経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月１日（水） 午後１時３０分～午後４時 


          さいたま市中央区新都心１番地１ 


           さいたま新都心合同庁舎１号館 ８階 ８－２会議室  


※参加予定の方は、下記のホームページに掲載している「参加申込書」により事前にお申し込


み下さい。http://www.kanto.meti.go.jp/chotatsu/hojyokin/20060215cbgss_koubo.html 


※なお、関東経済産業局における公募説明会の上記時間帯において、前半の時間帯は、 


「環境コミュニティ・ビジネスモデル事業」（http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/） 


の説明会が開催されますので、ご留意下さい。 


 


・中部経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月６日（月） 午後３時３０分～午後４時３０分 


          名古屋市中区三の丸２－５－２ 


           中部経済産業局 ２階 大会議室 


  ※参加予定の方は、下記のホームページに掲載している「出席登録票」により事前にお申し込


み下さい。 http://www.chubu.meti.go.jp/kankyo/ 


 


・近畿経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年２月２７日（月） 午後２時～午後４時 


          大阪市中央区大手前１－５－４４ 
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           大阪合同庁舎 第１号館 ２階 大会議室 


※なお、近畿経済産業局における公募説明会の上記時間帯において、前半の時間帯は、 


「環境コミュニティ・ビジネスモデル事業」（http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/） 


の説明会が開催されますので、ご留意下さい。 


 


・中国経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月３日（金） 午後２時３０分～午後３時３０分  


          広島市中区上八丁堀６－３０ 


           広島合同庁舎２号館 中国経済産業局 ２階 第１会議室 


 


・四国経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月７日（火） 午後２時３０分～午後４時 


高松市番町１－１０－６ 


           四国経済産業局 １階 第１会議室 


 


・九州経済産業局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月１３日（月） 午前９時３０分～正午 


福岡市博多区博多駅東２丁目１１番１号 


           福岡合同庁舎 九州経済産業局 ６階 第２・３会議室 


※なお、九州経済産業局における公募説明会の上記時間帯において、前半の時間帯は、 


「環境コミュニティ・ビジネスモデル事業」（http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/） 


の説明会が開催されますので、ご留意下さい。 


 


・内閣府沖縄総合事務局 


 説明会日時・会場：平成１８年３月７日（火） 午後２時～午後４時   


          那覇市前島３－２５－１ 


           沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ ６階 シェルホール 


※なお、内閣府沖縄総合事務局管轄区域の公募説明会は、上記時間帯に開催する「環境ビジネ


スフォーラム」のプログラムの一部として実施されますので、ご留意ください。 


 
 
８．応募書類と提出部数 


応募書類は、作成要領（様式５を除く）に従って作成し、下記部数を提出して下さい。なお、


応募書類は、下記のホームページに掲載しています。 
http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/index.html 


 
申請書（様式１） 4 部＜内訳：正本（原本）1 部、副本（写し）3 部＞ 
申請者概要書（様式２） 4 部＜内訳：正本（原本）1 部、副本（写し）3 部＞ 
提案内容説明書（様式３） 4 部＜内訳：正本（原本）1 部、副本（写し）3 部＞ 
支援要望額内訳書（様式４） 4 部＜内訳：正本（原本）1 部、副本（写し）3 部＞ 
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窓口担当者連絡書（様式５）  4 部 
提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。また、応募書


類は返却しません。 
採択された場合には、提案内容説明書は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成


１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、情報公開対象となります。 
 
９．審査方法 


有識者等からなる「グリーン・サービサイジングモデル事業推進委員会」（以下、委員会という。）


を設置し、本委員会及び事務局（経済産業省本省・応募資料の提出先の地方経済産業局）により、


次の通り審査を実施します。 
（１）書類審査 


応募書類を査読し、書類審査を実施します（予定：平成１８年４月４日～４月２７日）。 
（２）ヒアリング審査 


書類審査において高い評価が得られた案件について、各地方経済産業局において、ヒアリング


審査を実施します（予定：平成１８年５月８日～５月２３日）。 
なお、ヒアリング審査の詳細については、ヒアリング審査対象案件の決定後、該当申請者に通


知します（予定：平成１８年４月２８日）。 
状況に応じて、複数の局の申請分を一つの局で審査することがあります。 


（３）最終審査 
上記を経て、最終的に推進委員会で採択案件を決定します。 
なお、審査の都合上、ヒアリング審査後に提案内容に関する追加資料の作成を依頼することが


あります。 
審査結果は、申請者には書面で通知します（予定：平成１８年６月７日）。 


 
１０．審査の観点 


審査の観点は以下のとおりです。 
・従来型の「製品販売を前提としたビジネス」ではなく、より高い環境負荷低減効果が期待さ


れる「サービス提供型のビジネス」の発掘、支援というモデル事業の趣旨に合致する申請で


あること。 
・新規性・オリジナリティのあるビジネスモデル（事業の仕組み、収益構造等）であること。 
・次年度以降の事業運営を含めて事業継続が計画されており、将来的に自立した事業運営が行


われる見込みが大きいこと。 
 
なお、次に該当する案件は、公募対象となりません。 
・当該事業主体において既に実施している事業で、その発展が認められない事業。 


 
１１．採択された場合の留意点 


モデル事業に採択された場合の留意点については、採択が決定した後で採択団体に説明を行い


ますが、あらかじめ次の点にご留意下さい。 
・事業実施に要する費用は採択団体側で立替払いをし、それを証明する経理書類の提出を受け
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て確認された後で、事務局から採択団体にその金額が支払われること（精算払）。 
・事業説明会（東京で１回開催予定）、報告会（中間・最終の 2 回開催予定）への出席、報告。 
 （報告内容には、事業を行った結果、どの程度環境負荷が低減したかも含めてご報告いただ


きます。） 
・実施内容、成果等をとりまとめた報告書の提出（平成１９年２月２８日までに提出）。 
・成果物に係る知的財産権等の取り扱いは、委託契約締結時に報告の義務等の通知手続きをす


ることにより提案者の帰属とすることが可能です。 
・事業実施に要した費用を証明する経理書類の保管（事業終了後 5 年間）。 
・採択事業終了後、2 年間程度事業の実施状況についての報告（本事業の評価・検証のため）。 
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様式１ 
 
経済産業省 環境政策課 御中 
 
 


申請者（事業主体） 
団体名：                      
役 職：                      


氏  名：                   印 
 
 
 
 


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
申請書 


 


 


提案事業の名称（４０字以内）  
 


提案事業の概要について（４００字以内） 
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様式１ 
 
既存事業のモデル図 


 


 


本事業で提案するモデル図 


 


 
 
 


セルフチェック 
□「作成要領（１４ページ）」に沿って『事業の概要、背景・目的・内容』が明示されている。 


□「作成要領（１４ページ）」に沿って『連携体制、物、お金、情報、サービス等の流れ』並びに『環境負荷低減効果』


が描かれたモデル図となっている。 


□「作成要領（１４ページ）」に沿って「既存事業のモデル図」との比較において、本事業により何がどう変わるのか


が明示されている。 
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様式２ 


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
申請者概要書 


応募者の区分 
１．企業 
２．企業の連携組織（企業グループ） 
３．ＮＰＯ等を含む市民団体 
４．その他 


企業・団体名 
（代表者氏名） 


 
 
（ ） 


所在地 〒 
     都・道・府・県 


設立年月  
人員    人 
資本金・出資金、


基本財産の額 
資本金・出資金 


（企業） 円
基本財産 


（企業以外）
円


現在の活動内容  


 
（   ）年度決算 （   ）年（  ）月～（   ）年（  ）月 


事業収入 
（物販やサービス提供の売上収入） 円


会費収入 円


行政等の補助金・助成金 円


寄付金 円


その他 
（具体的に：           ）


円


収
入
の
部 


合  計 円


事業費 円


運営費 円


その他 
（具体的に：           ）


円


直近１事業年度


の決算 


支
出
の
部 


合  計 円
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様式３ 


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
提案内容説明書 


名称 
 


申請者 
 


１．提案の理由 
 
 
２．事業の目的・平成１８年度の目標 


（１）事業の目的 


（２）平成１８年度の目標 
 
 
３．事業の体制・内容 
（１）事業の体制 
（２）事業の内容 
（３）事業の実施拠点・地域 
 
 
４．事業によって期待される効果 
（１） 環境負荷低減効果 
（２） 顧客が受ける便益 
 
 
５．今年度の実施項目 
（１）実施項目の詳細 
（２）実施スケジュール 
 
 
６．来年度以降の計画 
（１）実施スケジュール 
（２）収支計画 
 


 
セルフチェック 
□「作成要領（１６ページ）」に沿って『解決すべき環境面での課題』を明示している。 


□「作成要領（１６～１７ページ）」に沿って『新規性』『オリジナリティ』について具体的に記述している。 


□「作成要領（１７ページ）」に沿って『環境負荷低減効果』を明示している。 


□「作成要領（１７ページ）」に沿って『顧客が受ける便益』を明示している。 


□「作成要領（１７～１８ページ）」に沿って『財務面からの事業計画』が想定されている。 
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様式４ 


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
支援要望額内訳書 


区分 科目 予算額 積算内訳 
事業費    


一般管理費   事業費の合計の１０％以内 


小計   （事業費） ＋ （一般管理費） 


消費税及び 
地方消費税 


  小計の５％ 


合計   小計 ＋ 消費税及び地方消費税 


セルフチェック 
□「本モデル事業に関係する費用」のみを記載した『支援要望内訳書』となっている。 
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様式５ 


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
窓口担当者連絡書 


 
 


・応募内容に関して、事務局等からの連絡窓口となる方について、下表を記載して下さい。 
・事務局等からの連絡としては、例えば次の事項が考えられます。 


応募書類に不備がある。 
審査結果を通知する。 
ヒアリング審査の日程調整をする。 


・できるだけ確実に連絡をとることのできる人を窓口としていただくようお願いします。 
 


企業・団体名 


 


所属・役職 


 


氏名 


 


住所 


〒 


電話番号 


 


ファクシミリ番号 


 


電子メールアドレス 


 


 







 - 15 -


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
申請書（様式１）作成要領 


 
 
・申請概要を、様式１に記載して下さい。 
・申請書に記載すべき項目とその内容は次の通りです。 
・欄の大きさを変更してもかまいませんが、２ページ以内にして下さい。 
 
○申請者（事業主体） 


提案する事業の主体となる企業、企業の連携組織（企業グループ）又はＮＰＯ等の市民団体の


名称、申請責任者の役職、氏名を記載して下さい。また、捺印をして下さい。 
 
○提案事業の名称 


提案する事業について、その内容を的確かつ具体的に表現した分かりやすい名称を付け（40 字


以内）、これを記載して下さい。 
採択された場合には、この名称を発表します。 


 
○提案事業の概要 


提案する事業の概要について４００字以内で簡潔に記載して下さい。 
採択された場合には、この内容を発表します。 


 
○モデル図 


提案する事業について、事業全体を概観できるように、それぞれの関係者の関係、役割、人、


物、お金、情報、サービス等の流れについて、モデル図を作成して下さい。 


特にお金（収入源・支出先）の流れ、環境負荷低減効果は分かりやすく記載して下さい。 


なお、「既存事業のモデル図」（製品販売を前提としていた事業等）もあわせて作成し、提案す


る事業により何がどう変わるのかがわかるように図を作成下さい。（下図参照） 


   


販売代理店


（申請者： ）


回収、点検、修繕


販売代理店


（申請者： ）


回収、点検、修繕


製造販売メーカー 顧客企業 従業員へ貸与


ユニフォームの原料として再利用


リサイクルによる廃棄
物・ＣＯ２の削減


販売・ﾚﾝﾀﾙ


支払


ﾚﾝﾀﾙ 貸与


回収


製造販売メーカー 販売代理店 顧客企業 従業員へ貸与


購入 新商品販売


個人の判断で廃棄


支払 同上代金


廃棄物発生


廃棄物の削減


生産時CO2発生


営業用ユニフォームの例


生産時ＣＯ２の削減
支払


既存事業のモデル図


本事業で提案するモデル図
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平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
申請者概要書（様式２）作成要領 


 
 
・申請者の概要を、様式２に記載して下さい。 
・申請者概要書に記載すべき項目とその内容は次の通りです。 
・欄の大きさを変更してもかまいませんが、複数ページにならないようにして下さい。 
 
○応募者の区分 


本事業の実施主体の区分について、次のいずれか該当するものに○をつけて下さい。 
１．企業 
２．企業の連携組織（企業グループ） 
３．ＮＰＯ等を含む市民団体 
４．その他 


 
○企業・団体名（代表者氏名） 


申請主体（法人・市民団体等）の名称と、その団体の代表者の氏名を記載して下さい。 
 
○所在地 


申請主体（法人・市民団体等）の所在地を記載して下さい。 
 
○設立年月 


申請主体（法人・市民団体等）の設立年月を記載して下さい。 
 
○人員 


申請主体（法人・市民団体等）の人員を記載して下さい。 
 
○資本金・出資金、基本財産 
  企業：申請する企業の資本金・出資金を記載して下さい。 
  NPO 等の市民団体等企業以外の団体：申請する団体の基本財産を記載して下さい。 
 
○現在の活動内容 


申請する企業、NPO 等の市民団体の、主な活動内容をできるだけ具体的に記載して下さい。 
 
○直近１事業年度の決算 


申請する企業、NPO 等の市民団体の直近１事業年度の決算を様式２の区分にしたがって記載し


て下さい。 
なお、上記の情報をお持ちでない場合は、今年度の事業収支見込みを記載して下さい。 







 - 17 -


平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
提案内容説明書（様式３）作成要領 


 
・今回、提案する事業内容を、様式３に記載して下さい。 
・提案内容説明書に記載すべき項目とその内容は次の通りです。 
・作成にあたり、次の点に十分ご留意下さい。 


 
（１）提案内容説明書（様式３）は全体で 5 ページ以内にして下さい。 
（２）文字の大きさは 10.5 ポイント以上として下さい。 
（３）日本語で記載して下さい。 
（４）ページ番号を付けて下さい。 
（５）参考資料の添付は必要最低限にして下さい。 


なお、本提案内容説明書（様式３）の記載にあたり、その内容記載を省略し「別紙参照、別添


参照」等とはしないで下さい。 
 
＜記載項目と内容＞ 
○名称 


申請書（様式１）における『提案事業の名称』と同一の名称を記載して下さい。 
○申請者 


申請書（様式１）における『申請者 企業・団体名』と同一の名称を記載して下さい。 
 
１．提案の理由 


この事業を提案するに至った背景として、改善・解決が望まれている環境面での課題、申請事


業分野における申請団体の事業運営資源（リソース、ノウハウ）を具体的に記述して下さい。 
 
２．事業の目的・平成１８年度の目標 


（１）事業の目的 


１．で記述した環境面での課題の改善、解決のために、この事業では、何を目的として事業を


実施するのかを文章で具体的に記述して下さい。 


（２）平成１８年度の目標 


また、この事業を通じて、納期（平成１９年２月２８日）までに達成する目標を文章で具体的


に記述して下さい。 


 
３．事業の体制・内容 
（１）事業の体制 


この事業を実施するに当たり、「誰がどのような役割を担い事業運営を行うのか」という点に留


意して事業の体制やそれぞれの関係者の役割（例えば、事業主体、事業運営資源（リソース、ノ


ウハウ）提供元、支援者等）を文章及び関係図で具体的に記述して下さい。 


また、地元、地方自治体の協力等がある場合にも、その内容等を特記して下さい。 


（２）事業の内容 
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この事業では、 
・どのような事業を実施するのか 
・どのような新規性・オリジナリティがあるのか、 
・誰が、誰から、どのようにしてその対価を得るのか、 
・ターゲットとなる顧客・ニーズ 
がわかるように、事業の内容・仕組み・特徴を文章で具体的に記述して下さい。なお、文章の


説明の補助として、申請書（様式１）における『モデル図』を流用して説明してもかまいません。 


（３）事業の実施拠点・地域 
事業の実施地域について、具体的な市町村名を記入したうえで、活動内容とともに、簡潔に記


入して下さい。 
 
 
４．事業によって期待される効果 


この事業を実施することで期待される効果を、（１）環境負荷低減効果、（２）顧客が受ける便


益、に分けて文章で具体的に記述して下さい。 
 


（１）環境負荷低減効果 
この事業を実施することにより、従来の同様の事業（製品販売を前提としていた事業等）と比


較し、どのような環境負荷低減効果が期待できるか具体的（できれば定量的に）に記述して下さ


い。 
（２）顧客が受ける便益 


この事業を実施することにより、どのような需要に対して、どのような便益を提供することが


できるかを具体的に記述して下さい。 
 
５．今年度の実施項目 
（１）実施項目の詳細 


納期（平成１９年２月２８日）までに実施する項目を詳細化し、それぞれ具体的にどのよう


な作業をするのか文章で説明して下さい。 
（２）実施スケジュール 


（１）で詳細化した項目について、実施スケジュールの線表を作成して下さい。 
 


６．来年度以降の計画 
今回応募される提案事業について、事業の安定的運営に向けての来年度以降の複数年度にわた


る事業計画を以下のとおり記入して下さい。 
（１）実施スケジュール 


平成１８年度から事業が安定的に運営されると見込まれる年度までの複数年度（３年度以上）


にわたって実施する項目について、実施スケジュールの線表を作成して下さい。 
（２）収支計画 


平成１８年度から事業が安定的に運営されると見込まれる年度までの複数年度（３年度以上）


にわたった収入と支出の見込を年度ごとに表形式で示して下さい。申請団体が、申請する本事
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業以外の事業も行っている場合は、事業主体全体の収入と支出ではなく、本事業を実施するこ


とによって発生する収入と支出を記入して下さい。収入、支出とも総額だけでなく項目を詳細


化して下さい。 
 


  ＜事業計画の作成イメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


（注 1）必ずしも平成１８年度の事業収益が、0 円であることを前提としていません。 
（注 2）「その他行政等の補助金・助成金」がある場合は、具体的な交付元（都道府県、市町村、


財団等）を、カッコ書きで記入して下さい。 


平成１８年度
（該当年度）


平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度


0 円 700,000 円 1,800,000 円 3,000,000 円


1,300,000 円 1,700,000 円 1,800,000 円 2,000,000 円


4,000,000 円 0 円 0 円 0 円


1,000,000 円 1,200,000 円 0 円 0 円


6,300,000 円 3,600,000 円 3,600,000 円 5,000,000 円


人件費 1,200,000 円 1,200,000 円 1,200,000 円 1,800,000 円


賃貸料（家賃） 600,000 円 600,000 円 600,000 円 600,000 円


小    計 1,800,000 円 1,800,000 円 1,800,000 円 2,400,000 円


コンサルタント費


会議費


通信運搬費


広報宣伝費


物品費


専門家指導費


その他（具体的に） 500,000 円 500,000 円 円 円


小    計 4,500,000 円 1,700,000 円 1,700,000 円 2,200,000 円


6,300,000 円 3,500,000 円 3,500,000 円 4,600,000 円
0 円 100,000 円 100,000 円 400,000 円


400 000 円
事　　業　　収　　益


支


出


運営費


事業費


合　　　　　計


事業成果の確認・評価・見直し


事業の更なる拡大


収


入


事業収入（サービス提供等）


会員の会費納入・寄付金


本モデル事業による支援


その他行政等の補助金・助成金（●市）


合　　　　　計


事
業
の
内
容


企画・計画の立案


事業の本格実施


広報資料等の作成


事前説明会の開催


事業設備の導入・設営


事業の試行的実施


事業成果の確認・評価


事業計画の見直し


説明会の開催


自立的な対応
本モデル事業


4,000,000円


行政等の補助
金・助成金
1,200,000円
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平成１８年度 グリーン・サービサイジングモデル事業 
支援要望額内訳書（様式４）作成要領 


 
 


・支援要望額の内訳を、様式４に記載して下さい。 
・支援対象となるのは、事業立上げに必要な費用のうち、次の項目です（事業費及び一般管理


費）。これ以外の項目は、対象として認められません（家賃及び人件費は支援対象にはなりま


せん）。 
・事業費のうち該当する費用について、それぞれの科目ごとに、積算内訳（単価、数量等）を


示して下さい。 
 
１．事業費 
（１）コンサルタント等外注費 
 
 
 
 


 
 
コンサルタント等外注費の合計は小計（事業費＋一般管理費）の 1/2 が上限となります 


 
（２）専門家指導費 
 


（３）旅費・交通費 
 


（４）会議費 
 
 
 
 
 
 
（５）資料費 
 
 


計上可能使途 備考 
コンサルティング会社にマーケティング


調査等の実施を依頼するために必要な経


費 


 


普及広報資料の作成等事業実施のために


必要な外注委託費 
 


計上可能使途 備考 
専門家による指導の謝金  
専門家が指導をする際の旅費 日当の計上は不可 


計上可能使途 備考 
事業実施に必要な情報収集・事業連携構


築のための職員等の旅費・交通費 
日当の計上は不可 
申請者の事業拠点間の旅費の計上は不可


計上可能使途 備考 
事業実施に必要な会議の開催に伴う会場


の借上げ費（付帯設備含む） 
 


事業実施に必要な会議の開催に伴う支援


機材の借上げ費 
 


会議資料の印刷費  


計上可能使途 備考 
事業実施のために必要な図書の購入費  
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（６）通信運搬費 
 


（７）広報宣伝費 
 
 
 
 
 
（８）物品費 
 
 
 
 


（９）臨時雇役費 
 
 
 
 
（１０）印刷製本費 
 
 
 
 
 
（１１）消耗品費 
 
 
 
２．一般管理費について 
事業費合計の１０％以内です。 


 
３．消費税及び地方消費税 
（事業費合計 ＋ 一般管理費）の合計の５％です。 


 
４．合計 
（事業費合計 ＋ 一般管理費 ＋ 消費税及び地方消費税）です。 


計上可能使途 備考 
事業実施のために送付する郵便の料金  
事業実施のために送付する宅配便の料金  


計上可能使途 備考 
事業を広報・宣伝するためのチラシ等の


新聞折込費 
 


事業を広報・宣伝するためのパンフレッ


ト等の作成費 
 


計上可能使途 備考 
事業実施のために必要な資材・機材・情


報機器・ソフトウェア等の購入費 
1 点あたり 20 万円（税込み）以上のもの


は計上不可 
事業実施のために必要な資材・機材・情


報機器・ソフトウェア等の借料（レンタ


ル・リース） 


モデル事業の実施期間中にあって、必要


な期間のみ計上可 


計上可能使途 備考 
事業実施のために必要なアルバイトの費


用 
日常的に作業・業務へ従事する人を除く


計上可能使途 備考 
事業実施のために必要な資料の印刷費  
調査研究報告書の印刷費 想定するページ数を明記する。 


A4 サイズ、白黒、5 部 


計上可能使途 備考 
事業実施のために必要な事務消耗品  








【パネルディスカッション】 


   テーマ  「企業の環境経営とその効果について」 


  コーディネーター ㈱ニッセイ基礎研究所  上席主任研究員  川村 雅彦 氏 


  パネリスト 「企業向けﾕﾆﾌｫｰﾑ販売代理店におけるﾘﾕｰｽﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの創出」 


         ㈱ユニフォーク 企画制作部 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 岡部 斗夢 氏 


        「環境配慮製品リース事業の展開と循環型社会貢献」 


         ＮＥＣリース㈱       環境推進部長   吉田 全男  氏 


        「プリンタ製造における環境配慮設計とビジネスへの展開」 


         京セラミタ㈱玉城工場          工場長   中林 義満 氏 


 
（司会者） 
 それでは引き続きパネルディスカッションの方に移らせていただきたいと思います。コ


ーディネーター、パネリストの皆様、お席の方へよろしくお願いいたします。はじめにパ


ネルディスカッションに参加していただきます皆様をご紹介いたします。コーディネータ


ーには先程ご講演いただきましたニッセイ基礎研究所、川村雅彦様。続きましてパネリス


トといたしまして、株式会社ユニフォーク企画制作部クリエイティブディレクターの岡部


斗夢様。続きまして、NEC リース株式会社環境推進部長の吉田全男様、続きまして京セ


ラミタ株式会社玉城工場の工場長、中林義光様。以上の皆様です。ここからはコーディネ


ーターの川村様にマイクをお渡ししたいと思います。それではよろしくお願いします。 
（川村） 
 それでは皆様方、よろしくお願いいたします。続けてですが今から１時間 20 分くらい


でしょうか、４時 50 分をメドにパネルディスカッションをさせていただきます。それで


私が司会を務めさせていただきます。先程紹介がありました通り具体的に環境ビジネスを


おやりになって成果がどこまで出たのかはその方に話していただきますが、多分成功して


いるであろう事例のところを説明していただく中で、今回のパネルの目的はいろいろと私


の方の話と、それから小林さんの中部経産局のグリーンサービサイジングの話とのうえで、


詰まるところは環境ビジネスがどういうところにあってどう展開していくのか、あるいは


特にどういうきっかけで具体的にはじめられて、今のところにきているのかというところ


の話を出来れば本音ベースで率直にお願いします。教科書的ではなく地べたを這いつくば


ったところを話していただきたいと思います。それと同時にお三方は当然業務上側からは







環境ビジネスですけれども、もうひとつはやはり先程の私の言い方をしますと環境経営を


実施する方ですね。需要側ともいえるところにもどう使えるのかという事も少し視点を合


わせながらお話を進めさせていただきたいと思います。それで早速ですけれども一応約束


として 10 分をメドにそれぞれお話をしていただくという事にしております。その後いく


つかの視点からやりとりをしながら４時 15 分を迎えると、最後に時間があまれば皆様の


意見とか質問をお聞きして終わりにしたいという事で、金曜日の夕方ですから皆様幸福に


なって帰りましょうという事で参ります。という事で早速ですが最初は、よろしいですね。


ではユニフォークの代理店のリユースビジネス、これまではあまり聞かなかった世界だと


思いますけれども、なかなか面白いと思います。ただこれからだと思いますのでその辺り


のお話、それからお三方へのお願いはとりあえずのお話は事実関係と言いますか、客観的


に見て言える状況が中心だと思います。しかし最初の方に何故これをやったのかという事


で環境ビジネスと言いますか、新しいものは線を越えてしまったら後はそれなりに進んで


いくだろうけれども、線を越えるまではそれなりに多分難しいだろうという事でその辺り


のとりかかりの話をしていただいて、後のいろいろな苦労話とか難いとか何故なのかとい


う話はやりとりの中で進めていきたいと思いますのでお願いします。 
（岡部） 
 皆様はじめまして。徳島県徳島市から参りました、株式会社ユニフォーク企画制作部岡


部と申します。よろしくお願いいたします。まず私どもの取り組んでおりますエコビジネ


スについてご紹介をさせていただきたいと思いますが、これは先程もご紹介いただきまし


た通り、平成 17 年度のグリーンサービサイジングモデル事業に採択していただいたその


事業からご説明いたします。今日はこの内容を中心に進めさせていただきたいと思います。


申し込んだと言いますか、採択いただいた事業部です。それが今画面に出ております、企


業向けユニフォームの販売代理店におけるリユースビジネスモデル創出事業というように


書いております。私ども株式会社ユニフォークは従業員が、出動スタッフ４名あとは役員


さんです。本当に零細企業といった小さな会社なのですが、資本金が１千万円それから売


上計上が手元の資料が古いのですけれども 2004 年で 8,500 万円です。事業内容は企業向


けです。事務着と作業着の事業者さん向け、団体さん向けのユニフォームの販売です。そ


れから後はデザイン開発もやっております。 
本日の内容ですが、今出ておりますようにビジネスモデルの実施体制、それから事業の


成果、事業収支、ビジネス創出効果、環境負荷低減効果、事業推進上の課題となっており







ます。まず事業の名称、ほとんどビジネスモデルの名称だと思うのですが、リユースを基


本としたユニフォームの持つ機能販売ビジネスモデルというようになっております。これ


はざっくり言いますと、ユニフォームもレンタルでお貸しいたしますというような事なの


です。あとその使用後のユニフォームも方も回収してリサイクルするという２つの合致で


すね。そういった内容のビジネスモデルになっております。具体的にはこのような内容に


なります。まずは私ども代理店業ですから製品に関しましては製造販売メーカーさん、私


どもの場合は事務服作業服を各種合わせまして、約 30 社くらいのメーカーさんと取引が


あるのですが、その商品もここで買い受けました商品をレンタルでお貸しするという事で


す。その商品に関して従業員様にご試着いただくわけなのですが、その際に通常は一度納


めていただいたユニフォームというのは従業員さんのお手元に入ってから、例えば裾のほ


ころびだとかボタンがとれたといった簡単な修繕に関しては、従業員さんの判断でやって


いただいております。ここで修繕しきれなかったものというのは一般的に廃棄の対象とな


っている商品なのですが、これをレンタルでお貸し出しいただいているわけですから、要


は所有権は私どものものでございますので、一度ここで企業さんを通じて戻していただい


て回収、修繕してもう一度これをリユースするという事がまずひとつのシステムでござい


ます。ここで修繕しきれなかったものというのは要はこれから廃棄の対象となっていくの


ですが、今までですと業界内の製品に関しましては製造販売メーカーさんに、いろいろな


リサイクルに関しての取り組みが行われているのですけれども、特にマテリアルリサイク


ル、ケミカルリサイクルの部分に関してはかなり力を入れて取り組まれているのです。し


かし何せ私達のような販売代理店と交通整備がまだまだとれておりません。例えばメーカ


ーがいよいよ商品を返してきたという事で、リサイクルに売ってあげるからうちに持って


きなさいとおっしゃっていただけるのだけれども、それでは実際その人権費はどうするの


だとか、それから発送面のコストはどうするのかといったような諸所の問題がまだ山積み


になっております。ですからこの場合、メーカーさんを外して自分達でどうにかリサイク


ルのシステムを構築出来ないのかというところで地域内でのリサイクル、マテリアル、ケ


ミカルそれからサーマルという３種類のリサイクルの構築を目指したものです。 
事業の成果です。これはグリーンサービサイジングモデル事業としての成果という事で、


まずレンタル販売に関する顧客ニーズの把握です。これは事業として行っていただきまし


たので、その辺りのリサーチです。それからメーカーのレンタルサービスに対する意欲を


確認。これはまだまだこのような事を言うと作業服メーカーさんに怒られてしまうのです







が大量生産、大量廃棄というのがまだまだ根強いものがございます。そういった意味でレ


ンタルサービスに関して力を入れているのはまだまだ少ないという事です。地域内リサイ


クルの関係構築に成功という事で、先程の例にもありましたけれどもリサイクルを地域内


で構築する事が出来ました。事業の試行的実施。これが私達の契約期間が９月いっぱいの


契約に備える予定だったのですが、まだその期間に出来ないという事で次年度以降になり


ました。 
それでは具体的にご試着いただく場合のサンプルプランがこれになります。通常、新し


いユニフォームを採用いただいた場合は初年度洗い替えも含めて１人あたり２セット購入


が大体通常なのですが、翌年同じシーズンに買い足しという事で１セット、また翌年１セ


ット、これはその都度一括払いで代金はお客様の支払いという事で、ひとつのデザインを


採用していただくとずっとこれが繋がっていきます。このようなプランになっているのを


初年度にいきなり３セット渡してしまおうという事です。これはゆったりとしたお客様の


商品の使い方にもよりますが、３年間で３セットです。間で私どもがプロの目での制服の


修繕作業を行いまして、どうにか頑張って３セットで乗り切ってしまおうという事です。


上で言いますと３年間で１人あたり４セットの商品が必要になってくるのですが、下の私


どものビジネスモデルでいきますと、うまく修繕作業が乗り切れれば３年間で１人あたり


３セットで大丈夫なのです。これはどういう事かと言いますと25％の資源発生を抑えてい


るという事です。なおかつレンタル保証貸し出し期間が終わりますと、商品がまた私ども


の手に戻って参ります。という事は使用後は確実な資源循環になり、レンタルリユースの


方に繋がっていくという事です。これは事業収支の数値なのですけれども、内容が細かい


のではぶかせていただくのですが、レンタルにしてもコストはかかるという事です。要は


全体のユニフォームを指数 100 としました場合、商品の使用量は 75 に抑える事が出来れ


ば、ここにいろいろなコストですね。修繕とか点検、回収などのいろいろなコストを含め


ても最終売り切り型の通常買って私達が何もケアをしない商売と比較しても 90 前後、コ


スト的にもメリットがある。四国を中心にやっておりますが、四国内での市場規模という


事で約130億円、私どもが8,500万円ですからまだまだこれから頑張っていかなければい


けないところでございます。 
あと環境負荷低減効果です。従来通り買い取りによるユニフォーム100セットを廃棄す


る場合と比べて、本プランを通じてマテルアルリサイクルをするとCO2の排出量を84％
削減する事が可能です。これをほぼお客様ごとに廃棄する対象のユニフォームの量で、こ







ういった具体的な数値でレポート化してやっております。これは本プランの特徴でもあり


ます環境負荷低減効果レポートとして、顧客から回収した廃棄対象ユニフォームの量で算


出し、作成します。これにより ISO取得済みの顧客企業様は環境レポート等をこういった


ところにおつくりいただいて、企業のイメージアップにも繋がっていき、なおかつ従業員


様の意識向上にも繋がります。まだアパレルという業界に関しましては国の制約特許にな


りませんけれども、燃えるごみに入れていただければ捨てられる環境にある中、企業様も


先を見越しているという事で、いずれユニフォームに関しましてもいろいろな制約がつい


てくるかと思いますので、それに先駆けて一応会社としてこのような事をやっているとい


うひとつの根拠になりうるシステムをここでひとつ構築していこうと思います。 
あと課題はまだまだ本当にたくさんありまして、レンタル販売の仕組みづくりにおいて


も私達のバックアップ面にも問題があります。あと地域内循環のリサイクルシステムの構


築が可能になった時、地域振興に繋がる事を目標としております。最終的にはこれをひと


つのビジネスモデルにしまして、メーカーさんのラインなどを通じて、このモデル化が普


及していけば良いかというようにも考えております。あと課題として今当面の一番大きな


問題となっているのは、要は資金面なのです。今までは大体１ヶ月２ヶ月という短いサイ


トで商品代金を回収出来て、レンタルであるわけですから分割払いです。私どもは商品代


100 セットくらいをメーカーに払わなくてはいけないけれども、ユーザーさんの方からい


ただくのは使用期間のレンタル代のみに限られてしまうという辺りの資金面です。これを


どういったやり繰りをしていくのか。これについては後程 NEC リースさんに聞きたいと


思っております。最後にビジネスモデルとして、リユースを基本としたユニフォームの持


つ機能販売ビジネスモデル。これを商品名としてSUSと付けました。SUSはサービスサ


イズ・ユニフォーム・システムという事です。それから後は先程のお話にもありました通


りサステナビリティ、持続的な企業でこれからビジネスモデルにという願いを込めて商品


名に入れさせていただきました。少し走り走りになってしまいましたけれども以上でござ


います。どうもありがとうございました。 
（川村） 
 岡部さん、どうもありがとうございました。やはりユニフォーム部門というのは日頃、


私はカッターシャツを着て、冬時は Y シャツを着ていますけれども現場にいないせいか、


製造現場と言いますか、そういう意味ではユニフォームというのはピンと来ないのです。


ひとつだけ質問があります。例えば銀行に行くと女性従業員の方がユニフォームと言いま







すか、制服を着ていますよね。ああいうものも対象になっているのですか。 
（岡部） 
 そうですね。勿論です。 
（川村） 
 そうですか。いわゆる制服ですね。ユニフォームというのはそういう事ですね。 
（岡部） 
 そうですね。ジャンルは本当に特に広く、私どもが扱える商品は全部だと思っているの


ですが、今おっしゃられた事務服、作業服、ベスト、スカート組み合わせがありますけれ


ども、現場で働かれている方も作業服、それから飲食店さんのエプロンですとか、コック


コートですとか、ジャンルは様々です。 
（川村） 
 という事は先程金額も出ていましたけれども、もう割りと世の中の隅々にポテンシャル


はあるという事ですね。 
（岡部） 
 そうですね。レンタル市場というのは実はもう既に存在する市場なのです。これは今ま


でリネン屋さん、そういったところがお扱いになっていたジャンルではあるのですが、こ


れはクリーニングと抱き合わせにしてサービスを提供するものではなく、ユニフォーム団


体でもとっていく市場というところでやっております。 
（川村） 
 努力が必要という事ですね。という事は岡部さん、お金が回るともう少し確立するとい


う事ですね。それからもうひとつだけ。先程の話でメーカーと自分で処理したりするので


しょうけれども、あなた達が考えているのは自分の地元の処理屋さんと言いますか、そこ


で独自の処理システムと言いますか、そういう環境をつくっているという理解で良いです


か。 
（岡部） 
 メーカーさんのシステムというのは、要はメーカーさんの独自のシステムではなくて、


その製品をつくった素材メーカーのシステムを使っているのです。行き着く先は結局同じ


かもしれませんが、基本的には自社独自のシステムを出しました。 
（川村）  
 わかりました。それではまた後で聞きます。次ぎ。NEC リースの環境配慮型のリース







事業という事でお願いします。大丈夫ですか。 
（吉田） 
 NECリースの吉田です。よろしくお願いいたします。私はNECの環境推進部におりま


して、それで公害防止だとか廃棄物といったものを専門的にやっております。それで1996
年に ISO14001 が公認された時にいち早く ISO をものにして、私的には ISO の主任審査


員もやっておりました。その時にNECが関連会社も含めまして全部で ISOを展開してい


こうという事となりまして、グループも生産部品会社とか生産サービス会社、そこまでISO
をやろうという事になりました。ところが NEC リースが、人が増えたらやっても良いと


いう話になったのです。私は NEC リースに出向しなさいと言われた時に、この会社を聞


いた事がなかったのです。私は技術系なのでこのようなところがあったのを全然知らなか


ったのです。これは NEC の昔のコンピューターですね。あれがとても値段が高いので一


度に買えませんよね。だからそれがメンテナンスの技術という事で発足したと聞いており


ます。だから押し出されたという感じでした。何しに来るのですかと聞きましたら、ISO
をやるのだよと言われました。そしてここで ISOをはじめたという事です。そこでひとつ


リースの説明をもってきますと、こういうOA機器とかここにあるようなもののリースを


するのですが、単なるリースではないのです。ひとつのファイナンスサービスですよね。


金融業のようなところもあります。そして集金代行とか割賦というのはサービスと言われ


ておりまして、これは買掛金と売掛金を企業になりかわってやるという代行サービスです。


それから後は規模がその下にあるように人数は約500人を切っているところです。それで


リースとは何かという事なのですけれども、要はものを買うのが目的なのか、ものを使う


のが目的なのかというところです。銀行業というのはお金を貸しますという事で金利をと


っています。リース業はものを貸しているのです。ものを融資しているのです。ですから


物流業務です。ISOという事だったので行って２年間この環境影響のところを少しやりま


した。リース会社というのは営業の会社です。それから事務所で仕事をしますと大抵事務


所のゴミを減らそうとか、紙を減らそうという話になるのです。営業の会社なので営業の


邪魔をしないという側面もあります。非常に難しかったのですが２年やりましたら産業廃


棄物などはもう 100％リサイクルのはずだし、これ以上減らしようがないというところま


でいきまして、３年目から何をしようかと考えていたところに環境経営という言葉が出て


きたのです。よし、しめた。これをやってやろうではないかという事でこの ISOの方針を


良く見てみたのです。そうしましたらそこに性質と書いてありました。これだと思います。







これがヒントなのです。それで私は理論施策を考えてみました。リース会社というのは一


体何をやれば良いのかという事でした。３つあったという事です。それのひとつは廃棄物


です。このリースするとリースを満了してから廃棄物が出ます。だからそこを例えばパソ


コンをつくって売ると１千社に廃棄物をばら撒いているようなものです。だから私はそれ


をリース会社が 1 千社分まとめて面倒みますというサービスを提供する事を考えました。


それからもうひとつ迅速循環という言葉があります。これは今、例えばエアコンとします


とエアコンは壊れるのが大体 11 年だそうです。ところが今は省エネで頭の良いものが出


てきますよね。そうしますとそういう電気代などを考えると、むしろうまくリユースとか


リデュースが出来れば当然ですがどこでとりかえたら良いかという事です。こういうもの


には適齢期があるのです。そうしますと４，５年くらいが例えばリースが大体５年リース


が多いのです。リースというのは強制循環がかかりますよね。お客様は機能だけ消費して


いれば良いのだから、もの自体はリース会社という事です。それからもうひとつはファイ


ナンスです。だからエコビジネスを伸ばす事が出来ます。特に最近省エネ製品というもの


が当然出てきます。当然右肩上がりです。だからこういうものを気にしておけば黙ってい


ても商売になるのだという事です。それでこの辺りは環境経営報告書はお手元にお配りし


ていますが、そこに少し書いてあるのでそれを参考に見ながらにしてください。ここでも


メーカー、例えば NEC がパソコンを売ってしまったら NEC は回収しなければいけない


というところがあります。しかし 100％回収出来るかと言いますと所有権がお客様になる


のでこれは出来ません。低いんです。現にNECが前は10％ぐらいでしょうか、今は少し


上がっています。例の消費者向けはプリペイド制度になっていますから回収出来るのです。


ところが企業向けはなりません。ですからここが解体しないと出来ないのです。お客様の


家に入ってきて黙って持ってくるわけはいきませんから。そこでお客様の廃棄物処理義務


が生じる。だからリースがこういうものを基本的に100％回収します。それから３R なの


ですけれども、NEC は資源有効利用促進法ができた時に回収、３R をしなければならな


いので、グループ会社に物流会社と商品会社を持っているのです。そういうものを自前で


持っているのはNEC だけだと思います。それがあったものですから全国初でOA 機器類


の公益認定社という資格をとったのです。昔はもっと長い名前でした。それをとったとい


う事で、実は NEC は溶融炉を持っているのです。ですから普通は焼却炉しかないですよ


ね。焼却炉を燃やすと焼却灰が出るのです。それは埋め立て処分が出たので実は溶融炉が


ありますので、焼却灰を溶融かけるとガラス硬化します。ガラス硬化したものを道路の路







板材などにすれば 100％３Ｒになります。勿論これはメーカー経由ですから廃棄物処理業


務を設計段階に生かすことが出来ます。そういう事で３R は出来るという、NEC グルー


プとしてこういう特色を持っているのです。それからひとつこれは非常に問題なのですけ


れども私が気付いたと言いますか、先程私が廃棄物処理担当者だと言いましたが、これは


非常に大変なのです。だけどこれが実はきちんと浸透していないような気がするのです。


そういう中小企業といったところに廃棄物処理担当者がいるわけがないのです。おそらく


この法律はあまり浸透していないと私は思うのです。まずその浸透しないのは逆有償また


は無償というところが産廃であるという事に気付いていないという事なのです。昔は持っ


ていきなさいと言われていましたから、でもこの無償引き取りはもうだめですからね。も


うひとつは誤解があります。リサイクルすれば産廃ではないと思っている方がおりますけ


れども、それは違うのです。それは産廃をリサイクルしているだけの事です。その辺りが


少し誤解しているところなのです。この辺りの法律のところをきちんと詳しく理解出来れ


ば、先程言いましたリースのメリットというものはとても出てくるのです。少しここのと


ころが浸透していないのです。それでここです。パソコンとか事務所にある机などという


ものを産廃だと思っていない人がいるという事です。でも産廃なのです。これに気が付い


ていないという事なのです。それでもし気付いてこれを産廃として適正に処理するとした


ら、こういう非常に大変な事が起こります。それぞれ収集運搬業者と処分業者と契約する


必要があります。不法投棄しない会社を探さなければならないのです。そして経営状況も


見ないとつぶれるかもしれません。それから処理脳力が確保できているかどうか。いろい


ろな事を注意しなければいけません。電子確認とかそういう事もあります。結構大変なの


です。そしてそれをお金に直してみないとわかりにくいのではないかという事で、少し試


算してみたのです。私どもの産廃をやっている担当者にも聞いてみたのです。そうします


と１日に８時間働いて１万５千円であったらどういう事になるか。ここのところだけ 10
回やったというように仮定しました。10枚マニフェストを発行したと。そうしますとこう


いう値段になりました。ですからこういう事業をもし真面目に最初から費用対効果と言い


ますか、リースの方が安いという事は当然あるのです。ただ問題はこのお金が入ってない


のです。スピード違反をしても捕まらなければ違反ではないと言っているのようなもので


す。そういう事がありますから、この辺りをもう少し浸透すると違ってくるのではないか


と思います。それからもうひとつ、先程 CSR、良くコンプライアンスと言われています。


廃棄物を出す場合には出す前に委託契約をしなければいけない事になっておりますから、







これを結ばないで出すと廃棄物処理法違反ということになります。非常にコンプライアン


スは大変なのです。それからもうひとつ。ものを買うとどうしても壊れるまで使いますよ


ね。だけど適齢期はありますという事です。それからもうひとつはエコビジネスの機能と


いうところがありまして、こういったエコビジネスにファイナンスをつける。私もそれを


エコリースとしています。これは先程言いましたけれども世の中は省エネ・省資源化に製


品が変わってきていますから、当然ニーズがあります。 
活動事例です。先程ここに循環型社会のご提案とか今そこにお配りしてある環境経営報


告書ですね。これを用意しまして、お客様にリースは確かに月賦ですからここに金利が乗


っていて高いかもしれません。しかし実はそうではないのです。決してそういう事とは言


えないのです。そういうコンプライアンスを守る、これはもともとリースにしようとした


金額ではなくて、お客様を快適にしようと思ったものをリースにしたものなのです。だか


らもともとリースにしようとしたものは入れていません。その辺りが非常に難しいところ


なのです。それからもうひとつはエコリース商品です。日本政策投資銀行がこういう公害


防止装置につけるのではなくて、事業所そのものにつけるという制度をしていた。真っ先


にリース会社として初めて融資を受けた、これは 50 億円です。大体１年前くらいの通常


のものより安かったので、非常にこれが促進力になりました。今年は一応320億から350
億くらいの間ではないかと推定しております。それでここにそれではエコビジネスとはど


ういうものかという事なのです。こういったものです。ここの省エネ型のところです。こ


ういうところに着目しています。それでここの事例なのです。例えばコージェネ。こうい


うのは非常にエコビジネスとしては良いと思うのですけれどもこういうシステムでやって


おります。 
最後になりますけれども、私のところは２年間オフィスの環境システムをやったと言い


ましたけれども、この辺りから少し変えてきているのです。この時に少し問題が起きまし


た。じきじきに人事担当課長から言われたのです。あなたは何という事をしてくれたのか


と。環境と営業というものは関係ないよと。ちょうど上場の時期だったものですから、実


は翌年上場したのですけれども、それで忙しい時にこういう経営の邪魔をするような事を


言ってもらっては困ると言われて、相当そこで私も困りました。しかしこういう 2002 年


以降に賞を取ったんですね。これによってデモンストレーション効果というのですが、私


の言う事を信じていただけるようになったという事です。私はこういう考え方、下の方で


はなくて上の方です。こういうものは早く卒業してこちらをやるべきだと。こちらはどち







らかと言いますと工場を建てたら工場の敷地境界の話なのです。けれどもお客様と営業の


接点だと捉えたのです。だからこちらがやるという事です。それで社長は１年半くらい前


に変わったんです。それで社長の価値観までは引き継げないという事でこれをサステナブ


ルする為には企業理念です。経営理念に落とし込むのが一番良いという事で、前社長がこ


ういう経営理念にしたのです。これは環境経営理念でもありますし、それから CSR 理念


でもあるという事で都合が良いわけです。リースは循環産業ですと言い切っています。そ


ういう事で今度は新しく今の社長が変わったけれども、これがしっかり入っておりまして


私も社長が変わっても価値観がそれ程変わらずにすんだという事で安心しております。以


上です。 
（川村） 
 吉田さん、ありがとうございました。ひとつだけ確認の質問ですが、エコ技術商品が随


分挙げられていますよね。一応これがパフォーマンス上、事業としての成果だと思うので


すが、いくらではなくてそちらのリース商品全体の言ってみれば非エコリース商品との比


率と言いますか、それはどうですか。 
（吉田） 
 大体15％くらいですね。 
（川村） 
 これからですね。 
（吉田） 
 そうですね。これから皆省エネ・省資源になっていくでしょうから、それと買い取り物


も先程の廃棄物処理法の話がもう少し認知されると、ほとんどリースになるのではないか


という気もいたします。 
（川村） 
 ありがとうございます。それからもう１個だけ。対象物はやはり NEC 系のパソコンが


中心なのですか。 
（吉田） 
 いえ、違います。勿論 NEC の製品が中心になる事は間違いないのですが、他のコージ


ェネなんかNECはやりませんからいろいろと多様な部分を広げていく事です。 
（川村） 
 それでは NEC がやっていなくて違う、儲けられそうなものがあったらやるという事で







すか。 
（吉田） 
 そういう事です。 
（川村） 
 それでは次。最後の中林さん。京セラミタ玉城工場の工場長さんです。よろしくお願い


します。 
（中林） 
 それではプリンタ製造における環境配慮設計とビジネスへの展開という事です。他の方


と違って、かなり上流の製品製造に対する環境配慮という事をどうビジネスとして結び付


けてきたかという事について今から話します。私、三重県度会郡玉城町というところにあ


ります玉城工場の工場長をやっております。よろしくお願いします。今映っていますこの


部分が、これが玉城工場です。従業員は現在約500名おります。会社の概要を簡単にご説


明していきます。京セラミタは 2000 年に京セラのプリンタ部門と複写機器を製造してお


りました旧の三田工業が合併して操業となりました。複写機とプリンタを製造、販売して


いるメーカーです。京セラグループの中核企業といったところです。生産拠点は日本には


２工場ございます。１つは大阪の枚方市。それから三重県の玉城町です。それからアメリ


カのサウスカロライナに１工場がございます。それから中国の広東省に１工場ございます。


拠点しては世界中に４拠点がございます。従業員は現在約１万名です。本日のテーマは、


合併にいたるまでの京セラの時代にプリンター開発で非常に苦戦をしました。なかなかも


のが売れなくて苦労しました。そういうところからどうして脱却していったのかという事


を説明したいと思います。はい。歴史的には時間的にご説明するのが、どういう背景のも


とにそういう事必要があったのかという事でございます。京セラがレーザープリンタを出


荷いたしましたのが 1986 年です。この時もう既にプリンタ市場というのは市場形成され


ていました。京セラはやや後発メーカーという位置付けになります。まだまだ 86 年当時


は市場が伸びていますので滑り出しは良かったのですが、しばらくすると全然事業は伸び


ないと、むしろ販売に苦戦して生産量が衰退していきました。そういう環境のもとに全く


新しいコンセプトで製品の開発と自らの市場を得られないという事で、1989年ここに新し


いコンセプトのプリンタの開発を開始しました。この時点で開発のコンセプトは長寿命プ


リンタです。長寿命という事で開発コンセプトになっております。環境対応型のコンセプ


トというのは当時の京セラの稲森社長に試作品をプレゼンテーションした時に生まれまし







た。稲森社長の方から、この世の中は地球環境、地球との共生が社会のキーワードになる


と、長寿命というコンセプトを地球環境保護のコンセプトにすべきというコメントをいた


だきました。こういうことで方向が決定いたしました。これ以後、長寿命がもたらす環境


保護と顧客の運営コストの低減という二面性を持った製品開発に切り替わっていきました。


開発当時はまだまだバーゼル条約採択がされたあたりで、まだこの当時は環境コンセプト


を本当にビジネスとして成立するのかどうかという事が、まだ良く見えていませんでした。


プリンタにも具体的に環境配慮を求める市場ニーズというものはまだ存在しておりません


でした。しかし新しいコンセプト、商品開発がもたらす社会的意義という事です。つまり


事業として正しい事をしていると、そういう大儀名文です。どうしても我々も製造メーカ


ーですから良くメーカーエゴ、自分達のしている事が本当に社会にとって良いのかどうか、


そういう事でまだ疑問に思う点もあります。では新しいコンセプトの商品というものはそ


ういった意味で、地球に対して正しい事をしているのだという大儀名文があります。大儀


名文のある事業にこそ成功すると言いますか、京セラの企業理念にもありまして、大儀名


文というのは新しい事を進めるという事が非常に大きなモチベーションです。まずそのよ


うにして 1992 年、エコシスプリンタを販売いたしました。エコシスプリンタを販売した


以降、いろいろな各国のエネルギースターやブルーエンジェルとか世界中の環境の認定は


全て取りました。しばらくは苦戦した時期があるのですが 1995 年頃、容器包装リサイク


ル法、この辺りから世の中の認識が変わってきました。先生からも 1996 年くらいから世


の中も変わったというお話がありました。実際問題、95年辺りから事業が軌道に乗りはじ


めたのです。そういった経緯をもちまして現在の事業にいたっております。またこの辺り


の説明は後程事業の実績という中で申し上げます。 
それではエコシスコンセプトと私が言いましたけれども、これが何なのかという事を申


し上げます。こちらの方は他社と書いております。一般的な大型の複写機、あるいはプリ


ンタ複写機です。大型複写機というのはメンテナンスが常に必要です。皆様の事務所など


でも定期的にサービス会社の人がいらっしゃると思うのです。そういうメンテナンスを必


要としない技術として、この部分がプリンタ複写機の使用部分です。この部分をすべて交


換してしまうという事で、一番機能部品なのです。機能部品をズボ替えすると、それによ


って常に初期の性能を維持する事が出来るという事でカートリッジ方式というのが当時開


発されました。これは技術としてはメンテナンスフリーという事では非常に意味のあるも


のだと思うのですが、それと同時にたくさんの部品を廃棄するのです。それに対してこれ







らの部分を長寿命化する、プリンタ枚数でいきますとマシン寿命、20万枚とか30万枚と


いうのがマシン寿命なのですが、これらのマシン寿命がこれらを交換しなくて良いような


高寿命設計を行っております。お客様はトナーだけを補充するといった技術です。当社の


ノンカートリッジの技術なのですが、こういった開発の方に生かしていきます。このよう


なものが出来た要素にはそれ以前にアモルファスシリコンドラムというもの、従来よりも


はるかに固いシリコンで出来たドラムを自社開発しておりました。それを使ってその部分


に高耐久プロセスを完成させて、こういったお客様はトナーの交換だけで良いといったや


りとりから開発されました。こうした点は環境に優しいエコロジーの、当然お客様が捨て


るものは少ないですから、お客様にとってはランニングコストが安いといった２つの側面


を持つ事でエコシスコンセプト、エコシスプリンタといったプリンターを開発しました。 
     
これ以外にも我々のプリンターが環境対応商品であるという事を明確に位置付ける為に、


いろいろな事に対応しております。ひとつはペットボトルの樹脂を再生プラスチック、こ


れでもっていろいろな部品に使っております。それからあと製品を輸送する為に緩衝剤を


使いますが、従来は発砲スチロールが一般的なのですけれども、発砲スチロールは送られ


た後の処理に困りますので、それに対して紙のパルプモールドを使っております。パルプ


モールドは最近見ないですけれども、昔は卵の緩衝材にありまして少し表面がごそごそと


なっています。あれをいろいろと研究しましてそのパルプモールドを使って緩衝材として


おります。パルプモールドの材料も工場で使用しました使用済みの用紙をもう一度製紙メ


ーカーに送って、緩衝材として使っています。それともう１点はトナーの補給の終わった


後の空容器です。これをそのまま市場から回収いたしまして、それをもう一度清掃して使


っています。これはリサイクルではなくてリユースで全く同じ形状で使っております。こ


ういったいくつかの合わせ技をやって、環境商品の位置付けを明確にしております。 
これがエコシスというのは私どもの事業にとって意味があったのかという事です。最初


の冒頭と同じ繰り返しになりますが、1986年ちょうどここにはじめてプリンタを出荷開始


いたしました。そこから 86 年にかけては割と事業から順調に推移するかというように見


えました。ところが先程も言いましたように、やはりその当時は他社と同じような製品な


のです。その為に 86 年から逆に企業として衰退しはじめました。ここで非常に危機感が


出ました。これではいけないと、いかにして他社と差別化した事をやるのかという事で、


我々のキーテクノロジーは何かという事になりました。キーテクノロジーを使って何が出







来るのかというところから先程も冒頭に申し上げました稲森社長の、それは環境だよと、


環境側面でこのキーテクノロジーを使いなさいという事で商品化しましたのが 92 年のエ


コシスです。出しました結果がすぐ出てくるわけではなくて、実は２、３年ぐずぐずとし


ていました。市場もなかなかそういうニーズがない、あるいは我々も売り方がわからない、


環境プリンタというのはどうしていけば良いのかという事がありまして２、３年かかりま


した。ちょうど 95 年に先程も申し上げましたがこの辺りから、世の中のニーズと我々は


自信を持って環境に優しいのだと、あるいはお客様のランニングコストが安いのだという


事を全面的に押し出して市場で戦えるという事がわかりました。ここからずっと右肩上が


りの成長を現在もしております。この時にエコシスプリンタという切り口がなければ、多


分事業縮小をせざるを得なかったというのが実際問題のところだと思います。 
（川村） 
 中林様、ありがとうございました。ひとつ確認させていただきたいのですが、先程エコ


シスコンセプトというものがありましたよね。あの時確かに内部の大きい所をひとつのコ


ンセプトで、アモルファスシリコンドラムで良くなったのだけれども、他のメーカーと言


いますか、同業他社と言いますか、あの辺りの技術比較と言いますか、あるいはもうこれ


がスタンダードになったのか、その辺りはわからないでしょうか。 
（中林） 
 アモルファスシリコンドラムを使っているのは京セラともう１社の２社だけなのです。


勿論京セラもこのシリコンドラムを他社さんにやっていますが、常に新しい事が出来てい


った為にそこにおいて他社さんと大きな差別化が出来てきたのでないかと思います。そう


いったご説明でよろしいですか。 
（川村） 
 わかりました。それでは技術的に優先性が今でもあるという事でよろしいですね。 
はい、わかりました。どうもありがとうございました。 
時間によっては相当割り込んでいた気もいたしますが、それではお話を聞きたいと思い


ます。それでまずユニフォークの岡部さんに、要は先程のユニフォームのリースですけれ


ども何故これをはじめたのかという着眼点ときっかけを一言だけ聞かせていただけません


か。 
（岡部） 
 先程の経産省からの説明にもありましたけれども助成金が400万、なんて素晴らしいと







いう事でそこがそもそもの不純な動機からはじまっておりまして、しかしながらそれも確


かに大きな事ではあったのですけれども、先程も申し上げた通りメーカーさんの状態で特


にアパレル作業服業界においての体制、一生懸命にメーカーさんに推奨している中でどう


してこちらは動いてこないのだろう。販売代理店の立場の弱さとかいろいろなものがジレ


ンマになっておりまして、これはきっかけのひとつになるのではないかという事です。な


おかつ経産省のビジネスモデルに採択されたら、私は若干都市部にマーケットがあるので


すが、そういったところの進出を考えた場合にどこの馬の骨だかわからない企業ではだめ


だという事です。 
（川村） 
 わかりました。それではお三方にそれぞれご質問してみたいと思います。ひとつは成功、


もしかしたら京セラミタさんも成功したと言えるのかもしれませんけれども、ユニフォー


クさんはこれから成功するであろうと思われますが、NEC リースさんは何となくのびて


きたなあというところですけれどもそこまで成功した、もしくは成功しつつあるというよ


うに言えばその辺りの要因を一言二言でまとめるとしたらどうでしょうか。 
特にお二人の、ユニフォークと NEC リースのメーカーとお客様と言いますか、ものを


買い取りの顧客がいて要するにその間に入っていたわけですよね。どうもその辺りの辛さ


と言いますか、どうメーカーあるいは顧客の認識を変えてもらったような部分もあるかも


しれませんが、とは言えそこで何故切り込んで行けるのかという事で成功要因的なところ


を簡単にまとめてもらえますでしょうか。 
（岡部） 
 はい。おっしゃる通りまだ成功したとも成功していないとも言えない領域におりまして、


これからの頑張っていきたいという事なのですけれども、ご存知かどうかわかりませんが


要は差別化が難しい業界なのです。メーカーさんがつくったものを、それからメーカーさ


んがつくったカタログをユーザーさんのもとへ持って行って販売する、また別の代理店が


そこへ切り込んできた場合に比較対象となるのはサービスよりも価格、その競争を違う形


で回避して自分達独自のサービス展開をしていきたいという事は前々から考えていました。


それがこの事業はそれになるわけです。例えばそうしていく中で関係構築ですね。ユーザ


ーさんと私達のような関係ではなくて、大量生産大量廃棄されるメーカーさんとうまく関


係していきたいという事で関係構築を今、それもメリットとして考えている部分もあるの


ですけれども、それをもっと具体化させてこれから進めていきたいというように考えてお







ります。 
（川村） 
 はい、わかりました。それでは吉田さん、お願いします。 
（吉田） 
 私は一言で言いますとスジが良かったのかと思います。 
（川村） 
 は？ 
（吉田） 
 スジです。スジが悪いと一生懸命にやってもダメなのです。 
 それで成功の秘訣は社長の攻略にあったと思うのです。やはり環境と経営なんてなんの


関係もないという人もいるのです。特に営業などというのは毎日予算で明け暮れています


でしょう。そういう人に言いますと邪魔するなという事を言われます。ですから難しいの


です。ですからやはり社長の攻略と、社長を攻略する為には私は前の社長から目から鱗が


２回落ちたと言われていますね。どうやって落としたかと言いますと、デモンストレーシ


ョン効果なのです。それは論文を書いて賞をとる事なのです。 
（川村） 
 それは吉田さん個人の意見ですか、それともものと言いますか事業。 
（吉田） 
 ですから事業のよさを、事業がどうして環境経営でエコビジネスなのか。屁理屈になら


ないようにきちんと理論武装してスジをたてるという事だったと、私は思うのです。要す


るにこういうのは難しいのです。ヘタすると屁理屈になってしまうのです。別に環境の為


にやっているのではないと言われたりするのです。品質管理でやっても良いわけです。生


産管理でも良いわけです。もう区別がつかないのです。公害防止であればわかりやすいけ


れども、こういう本業を全うしたエコロジーですと言いましてもそれはあなたに言われた


くないという事になります。そういう事です。 
（川村） 
 はい。わかりました。やはり私個人はいろいろと今日のトークをやる中で、結局社長が


どうやと、社長がこっちへ行けと言わなければ行けませんよね。今面白かったのは世に言


う社長と言いますか、トップのコミットというのは環境に限らず CSR に言われる事だけ


ど、自動的にトップ側でコミットしてくれる社長というのは良いのだけれども、そのよう







なものは100人に１人です。という事は如何にしてトップダウンしてもらうという何かひ


とつの作戦があるのではないかと思いました。それから中林さんに、先程ある程度お話は


聞いたのですが、成功要因をあえてもう一回言うとすればどうでしょうか。 
（中林） 
 多分どの会社にもものづくりをやっていて必ず、私はキーテクノロジーと言いましたけ


れども、よそに負けない事が１つや２つは必ずあると思うのです。それをどういう側面か


ら商品化するかという事です。我々は全然思いもつかなかった環境側面から商品化しよう


という事がひとつです。もうひとつは先程も言いましたけれども、環境だけでは市場で戦


えない部分がたくさんありますので、そこでもうひとつ環境と経済性という２つがあるの


です。これはお客様によって結構使いわけられるようにしてあります。大儀名分は環境だ


けれども環境など関係ないというお客様には、実は経済性もあるのだという事です。やは


り先程も言いましたけれども大儀名分です。自分達は地球スケールでも正しい仕事をして


いるのだという事はいろいろな環境フリーターなどという事も出てきたりするのです。そ


ういう時に自分達が言っている事は何なのかという事をポンと押し出す為に、大きなモチ


ベーションと言いますか、これは非常に開発している人間なのですけれども特にいつ商品


化するかわからないような事で、最初のプリンターなどもぐちゃぐちゃとやっているわけ


です。夜も寝ないでやっているわけです。その時に何故自分達はこのような事をやってい


るのかといった時に、それでは自分達は地球環境にやさしいという正しい事をしているの


だという、これはとても大きい事だと思います。大儀名分というのは何か新しい事をやる


時には絶対必要なのではないかという事です。以上です。 
（川村） 
 担当される方は心の主になるわけですよね。多分京セラという特殊事情があって、つま


り稲森さんというとんでもない経営者がいらっしゃるからという事もひとつあったのでし


ょうけれども、やはりそこからある面力をもらったという事があるのでしょう。そういう


意味ではコミットとは言いませんけれども、かなり人を動かす力のようなものがあったと


いう事ですね。わかりました。それからやはりもう何年もいろいろな会社とつきあってい


ると、やはり環境だけでは売れないというのが通り相場なのです。特に最近非常に調子が


良い西友などは６年連続赤字などと言っていますけれども、あそこは前から管理に一生懸


命で報告書としても良いものをつくっています。最近はウォールマートと一緒になってい


ろいろな事をやっていますけれども、やはり流通業は環境だけでは売れないのです。やは







り彼らは環境だけではお客様に送球出来ないと言って、環境も良くてプライスも良いとい


う両方を狙ったのです。これはカタログハウスのエコ事業部長の方がいらっしゃって、彼


女もそのように言っていました。カタログハウスといえども売りなさいと言っておりまし


たので、やはり心に響く人とお金に響く人との両方がいますから、両方を売っていけるよ


うにしておかなければいけないという事で、３人の方には共通するところもあるのではな


いかと思います。それから時間もあと 10 分くらいしかありませんが、最後の質問をまた


お三方にしたいと思います。良く言われるとは思いますが、今後の課題とかクリアするべ


き問題点というものが１つ２つ３つあれば、そしてまたこちらからお願い出来ますか。 
（岡部） 
 ひとつは先程も申し上げました資金面です。体制が全く変わりますので、これはひとつ


のメリットでもあるのが、収入平準化が可能であるという事です。今までその売り切り方


でお客様がいつ次その商品を買い替えるかわからないプレッシャー、内容がわからない状


態で仕事をしていくのが平準化、経営施策が授けられる事によってどこが替え時なのか判


断がつくという事です。ここをうまくバランスをきちんと整理がつくまで本当に頑張りど


ころではないかというように思っています。それから資金繰りはこれから以降という感じ


ですから、実は保証金契約、ただ不動産も持たないですし、会社も賃貸に入るという仮の


住所ですから良いのですけれども、これをどうにかこのまま進めていきたいというのが私


個人の目標です。その辺りだと思います。 
（川村） 
 それでは吉田さん、お願いします。 
（吉田） 
 私はエコ資金の調達という事を課題にしております。 
エコ資金を調達し、エコリースするという考え方です。日本政策投資銀行から 50 億円の


低利融資を受けたという話をしましたけれども、その後に別件でトップランナー基金とい


う話がありまして今度 50 億円の融資を受ける事になったのです。しかしそれは政策投資


銀行だけのはずだから、後は三井住友銀行だとか他のところとそういう銀行がリースを介


して支援すると言いますか、銀行はリース会社を介して低利融資をするという、これやっ


ていきたいという事で今少しやっているところなのです。後は先程も言いましたけれども


買い取りからリースにするという、私はリース会社がそれをやっている、正直言いまして


なかなかそれは出来ないのです。と言いますのはリースがどうしてリースなのかと言いま







すと、ものをつくって販売している会社の営業が、お客様が例えば私どものパソコンを見


て少し値引きしてほしいと来るとします。それで値引きで商談がまとまればそれで終わり


なのですけれども、お客様に一度にお金がないから月賦にしてほしいと言われる話があり


ます。そうしますと NEC は月賦出来ないからここでリースをかませるのです。という事


はリース会社は商談が決まってしまってからと、ですから逆に NEC の営業がリースを進


めない限りはリースにならないという事です。ですから環境経営報告書は実は私どものリ


ース営業部がお客様にではなくて、NECに営業をやれば収入があがるという事なのです。


今度は営業の促進力を増す為には、お客様が廃棄物という意識がないとやはりリース料が


高くなってしまいますから、お金があるから買うわという話になってしまうのです。だか


ら現金は持ったとしても廃棄物処理というサービス業をきちんと正しくカウントしていれ


ば、そういう事は起こらないと思うのです。しかし正しくコンプライアンスと言いますか、


廃棄物処理法に照らし合わせると違反になってしまうのです。そこのところだと思うので


す。それを考えていきたいと思います。 
（川村） 
 わかりました。それでは最後になりますが、中林さんお願いします。 
（中林） 
 いくつか課題はあるのですけれども、ヨーロッパとアメリカを比較した時にアメリカと


いうのはかなり環境意識が低いと、逆に言いますと環境を売り物にするとアメリカではな


かなか通用しないという苦戦をしているというロジックがあります。それとこういう複写


機とかプリンタとか安売りメーカーがありまして、とんでもない値段で市場をかく乱する


メーカーがあります。そういう事になった時に我々のマーケットをどのように形成してい


くのかという事です。これはここ数年苦戦しております。 
後は先程トナー容器のリサイクルとありましたけれども、あれがなかなか回収率が上が


っていかないという事がありまして、もっと完全に市場から回収率を上げていきたいとい


うように思っています。正直に言いますと新しくつくるのと回収したものから作るのとで


は、新しくつくった方が安いのです。これはメーカーですから新しくつくった方がきちん


と品質の良いものが出来ます。回収したもので品質保証するというのは実は新しくつくる


より大変なのです。とは言いながらメーカー責任として回収率 100％を目指してやってい


きます。 
（川村） 







 はい、わかりました。ありがとうございました。最後の約束の時間まであと５分少々と


なって参りましたが、最後に少しまとめっぽくやらなければならないところですけれども、


先程、経産局の小林さんにグリーンサービサイジングモデル事業を中心に、今後の取り組


みを２つお話いただきました。今日の感想と言いますか、総括的に何かございますれば一


言二言お願いします。急にふったわけではないのですが。 
（小林） 
 すみません。総括と言いますとおこがましくて言えないのですけれども、非常に興味深


い話で私もお伺いいたしました。やはり実際に環境という話をしましても本当に市場競争


力がどこまであるかという事だと思うのです。私どもの方でエコデザインという言葉をわ


ざと使っておりますのは、やはりこのエコデザインというものは突き詰めると技術、環境


適合設計とか LCA といった難しい言葉になってしまうのですけれども、エコデザインと


いうのはまさにコストです。環境に対するインパクトと品質面です。パフォーマンスとい


ったところをきちんとバランスをとって冷静に対処していきましょうといったような考え


方という事で、こちらの言葉を使わせていただいております。先程のお話の中でやはりコ


ストである意味、競争力を裏付けるとか、後はコストの捉え方という意味でもあったと思


うのですけれども、それからゆくゆく今の化学物質対応などを見ておりますと間違いなく


そういった事をあれこれと言われてくるという事です。特にEUそれから中国もあります


し、ますます言われてくるといった時に私どもがもうひとつ申し上げたいのはマーケット


という事です。いずれに対応しなければいけないといった時に、いかに社内で体制をとる


か。いろいろを社内でも利害関係者がいらっしゃるという事なのですけれども、いかに対


応をとるかという事で最終的にはトップの方がきちんとそちらの方へ意識を置いていただ


くという事です。ただ実際にやられる事としては本当にコストを軽減して良いものをつく


りましょう。そして環境経営の面で前回の製品よりも悪いものは出さないようにといった


ようなコンセプトになるのではないかと思います。そういった事を浸透させていただくと


いう事を是非やっていただきまして、今厳しいコスト削減と言われた部分が実は環境側面


で、これ程効果が上がっているというような見方が出来るような事業活動というものを


PDCAサイクルとか回していただくといった中で、品質とコストといった部分に環境とい


う言葉も一枚入れていただいて、うまく回していただけるとよろしいのではないかと、私


の方からはそのように思いますので付け加えさせていただきました。 
（川村） 







 どうも小林さん、ありがとうございました。それでは約束の時間になりつつありますの


で、私なりに一言二言まとめて、もしご質問ご意見があれば時間が許す限り皆様の方から


も受けたいと思います。ひとつはやはり今小林さんが言われた通り、抽象的に言えばです


けれども多分時代背景は少しずつレベルアップと言いますか、底上げされているとはいう


ものの、言葉で言いますとリアリティブにやっていても多分、要するに待っていても何も


変わらないという事です。要するにどれだけ先行的に対応していくか、トライアクティブ


という言葉になりますけれども、それはやはり良く見る担当者の方が経営者レベルである


という事は要るのだろうと思います。それから結局それを実行させるのは何だかんだと言


いながらやはり所属長、社長なのです。トップがどこまで本気になれるかという事です。


もしそうならせたいという人がいるのであれば、吉田さんの言葉から言えば理論武装しな


ければいけないし見せてあげないといけない。稲森さんのような方がいればまた逆にピシ


ッと尻叩かれるかもしれませんけれども、やはりトップにどれだけそのようになってもら


えるかというのは大事だろうと思います。結果的にはトップ側にしてもらわなければいけ


ないという事で、横の方にお願いするには隣りの部長が言っても限度があります。社長か


ら言ってもらうのが一番効果的という事と感じました。 
それと同時にやはり環境をやらなければいけないと思う人は多いのだけれども、結局事


業にするにはお金がついてまわるという事です。そこをどう考慮していくかというところ


が大分今後のビジネスには当然大事だけれども、新しい領域に関しては競争相手もいない、


それこそそこをどれだけ身に付けるかというのもあるだろうというように思います。それ


からやはり直接的な利害関係者である、先程のリースレンタルで言いますとメーカーと顧


客が従来直接やっていたわけですから、そこに理屈を持って割り込んでいくわけです。そ


うするとどこをどれだけ納得してもらうか、信念を持ってやり続けるという事になろうか


と思います。少しまとまりにはなりませんけれども、一応私なりのまとめといたしまして、


後は時間の許す限りちょうど４時 50 分になりましたが最大２、３方もしあればご意見ご


質問など受けたいと思いますが、もし個別に誰々さんという事であれば指名していただい


て結構です。それから可能であれば発言される方が企業名でなくても良いですけれども、


少なくてもどういう商売をやっている業種かという事は言っていただけるとありがたいと


思います。何でも結構です。どうぞ挙手してお願いします。 
（参加者） 
 私は今の業種と言いますと、いわば川下業種をやっております。廃棄物の事は一般の方







に比べると相当詳しいと自負しております。環境の問題というのは吉田さんがおっしゃら


れたように、仕組みの中でどのように循環するかという事に結論としては詰まると思って


いるのです。それが企業側で言えば経費の問題、もうひとつネックになるのが先程も話さ


れたように、一廃であれ産廃であれ廃棄物処理法の問題です。これがかならずハードルと


して立ちはだかって参ります。それを逆に言えば省庁の方々がその仕組みを適正であると


認めた場合に、どれを援助、サポートしてくれるか。要するそこに環境を考えた場合、大


きなひとつの問題が実際にあるというように考えております。 
（川村） 
 壁として立ちはだかっている。 
（参加者） 
 間違いなく立ちはだかっています。と言いますのは産業廃棄物の全体から言いまして相


当のレベルでリサイクルも進んでいるわけです。しかし、一般廃棄物はまだほとんど手付


かずと言っても良いと思います。我々はそれに挑戦しておりますので、まさしく次から次


に壁という感じです。 
（川村） 
 産廃はある面、産廃の問題はありますが、一般廃棄物の方にも。 
（参加者） 
 その方がはるかにもともとの行政の許可の問題もありまして、何か大きなハードルがか


かってくるわけです。実際に産廃は少なくても県単位ですからこちらが真摯な態度であれ


ば何とかなります。というところでいろいろあるので、今後省庁の方々がそれに対してど


のような捉えをして、どのようにしてもらえるのか。少し経済産業省の方も来ていらっし


ゃるので、何か意見があればお伺いしたいというように思います。 
（小林） 
 おそらく良くご存知だと思うのですけれども、私ども経済産業省としてはその廃棄物処


理法のところはなかなか出来ない状況です。当然リサイクル法の整備について言えば実感


されていると思うのですけれども、昔の環境省、経済環境省の関係というのははっきり言


いまして今は皆無です。むしろ国土の中でアジア循環まで考えてどうやろうかという事で、


非常に一緒にやるような雰囲気はできているんですが、ただ廃棄物処理法ですと各地域に


落ちて行ってしまうわけですからそちらは少し難しいところもあると思うのですけれども、


経済産業省はやはり３Ｒ中心という事で掲げました。三重県さんの方でも、四日市市さん







もそうですし、鈴鹿市さんもそうですが、エコタウンという施設整備などでビジネス支援、


あれもモデル支援だったのですけれども、それくらいしか実はないのが現状なのです。後


は今までの仕組みを変えていきますという部分でモデル事業的な目というものというのは


あります。それと今回ですとひとつはサービサイジングとして紹介させていただいたので


すけれども、もうひとつは自治体の方にも入っていただいて、環境コミュニティビジネス


というものがございます。その地域のごみとか環境問題というのを企業とその地域の住民、


市民団体といったところへ連携をとっていただきまして、同じような話なのですけれども


ひとつのビジネスモデルとして仕組みをトライしていただく。そういったような事でちま


ちました支援になるのですけれども、そういったものはございます。いっぱいと言われま


すとなかなか難しいのですけれども、そういったような事で５年くらい前の常識というも


のが崩れてきているのだという事は思います。 
（参加者） 
 要するに今の循環資源と言いますとたくさんあるわけです。高い志をもって掲げている、


それがまさしくあるのです。視点を変えれば中にはまさしく循環資源が一般廃棄物の中に


もたくさんあります。でもそれが市町村に許可権があって、市町村をまたぐ事はもともと


極めて難しいという別の面があります。そこを省庁さんが連携をして何とか資源化を目指


す中で協力をしていただけるような体制が出来ると我々は真剣に取り組めるという事です。 
（川村） 
 はい。わかりました。すみません。別の視点からでも結構ですけれども、何かございま


せんでしょうか。それではお三方の中でこれを言って帰りたいという事はありませんか。


なければ結構です。ありますか。 
（岡部） 
 先程の商品です。SUS。このパンフレットを持ってきました。是非お持ち帰りになって


ください。これについては商品がどうこうという説明よりも、まずこれを通してユニフォ


ームでもリサイクル、環境負荷に役立つという事を知ってもらう為のイメージパンフレッ


トとでも言いますか、特に訴えたパンフレットの構成にしてみました。環境ビジネス自体


がある意味ファッショナブルなものでもあると思うのですけれども、エコファスという言


葉が最近もてはやされていますが、そういったものの考え方といった切り口を含めたとこ


ろでパンフレットを今回製作いたしました。読み応えのあるものになっておりますので、


是非お読みください。ありがとうございました。 







（川村） 
 ありがとうございました。他の方はもう良いですか。それではこれで終わりたいと思い


ます。３人のパネリストに拍手をもって終わりたいと思います。それでは今日はお時間の


方、ありがとうございました。これにて予定通り５時前に終わりましたのでお気をつけて


お帰りください。ありがとうございました。 
（司会者） 
 ありがとうございました。以上をもちましてエコビジネスセミナーを終了させていただ


きます。 
～終了～ 
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ビジネスモデル名称
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ビジネスモデルと実施体制
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事業の成果


• レンタル販売に関する顧客ニーズの把握
• レンタル販売の認知度は非常に低いが、環境負荷低減とコ
スト削減に対する意識は高い。


• メーカーのレンタルサービスに対する意欲を確認
• 依然として大量製造・大量販売の方針。企業責任の一環とし
て各種リサイクルプランを導入。


• 地域内リサイクルの関係構築に成功
• 地域内でリサイクルすることにより、地域内資源循環、加工
原材料となるメリットを生み出した。


• 事業の試行的実施
• 本格的な営業活動は来年度以降に持ち越された。（2月末に
商品パンフレットが完成。四国内企業800社に送付済み）
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本モデルの事業収支
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本モデルの事業収支（目標を指数化）


90前後100顧客負担の総コスト


管理面の他、
多数の便益


全て顧客側の
管理


購入ユニフォームの
管理


100100従業員数


レンタル期間 3年3年使用期間


75
初年度75


100
初年度50
次年度25
3年度25


購入ユニフォーム
数量・支給要領


機能販売モデル
（レンタル販売）


売り切り販売
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ビジネス創出効果


四国内の推測市場規模


推測：約130億円
（国内市場×2.7%）


うち徳島県は約25億と推測
（四国内の経済指数、就業人口・総生産・興業事業所の全国比より推測）


3Ｒ推進に繋がるリサイクルシステムの必要性から
衣料品リサイクル率の向上に連携できるもので、


この面からも、潜在的なマーケットを持っている。
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環境負荷低減効果


従来通り買い取りによるユニフォーム100セットを廃棄する場
合と比べて、本プランを通じてマテリアル・リサイクルすると、
CO2の排出量を84％削減することができます。


これらの数値は本プランの特


徴でもある「環境負荷低減効


果レポート」として、顧客から


回収した廃棄対象ユニフォー


ムの量で算出し、作成します。


これにより、ISO取得済みの顧


客企業は環境レポート作成時


に記載でき、企業イメージアッ


プに繋がります。また従業員


の意識向上にも繋がります。







Copyright © 2006 UNIFOLK inc. All Rights Reserved 


事業の推進上の課題①


1. レンタル販売の仕組みづくり
• レンタル販売の特色、メリットや付加価値を説明する


独自の組み立てが必要。販売単価の積算も随時行う。


2. リサイクルシステムの特色説明の充実
1. 本モデル導入で、顧客企業の廃棄管理業務（産業廃棄
物としての処理）の負担が軽減。


2. 環境負荷低減寄与度を具体的な数値で提示。
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事業の推進上の課題②


• リサイクルシステムは、販売代理店が主体となった「地域
内で循環するリサイクルシステム」の構築が可能で、地域
振興に繋がる事を目標とする。


• 本リサイクルシステムは、売り切り販売方式においても成
立するもので、このための調査を行う必要もある。


• 本モデルは県外の同業他社との連携を、製造販売メー
カーを含めた販売代理店の仕組みの中で図り、広域的な
普及を目指す。その際、リサイクルシステムに係る法律の
調査・確認が必要となる。


• レンタル販売の循環ができるまで、資金立替が必要となり、
その手当が今後の課題となる。
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ビジネスモデル名称


リユースを基本としたユニフォームの持つ


機能販売ビジネスモデル


リユースを基本としたユニフォームの持つ


機能販売ビジネスモデル


商品名：SUS（サス）
（SUS＝サービサイズ・ユニフォーム・システム）


商品名：SUS（サス）
（SUS＝サービサイズ・ユニフォーム・システム）
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2006年3月10日


ＮＥＣリース株式会社


環境推進部長 吉田 全男


Recycle


Reduce


Reuse
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会社概要


創 業 ： 1978年11月30日


事業内容 ： 総合リース業


情報処理機器、通信機器、事務用機器、
産業用機械設備その他各種機器・設備
等のリース


割賦およびファクタリング、融資、


集金代行業務等


資 本 金 ： 払込資本金 37億7,688万円


従業員数 ： 479名（2006年3月現在）
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リースとは？


企業などの設備調達手段の一つ


企業が必要とする設備等を対象と


した賃貸借（所有権はリース会社）（所有権はリース会社）


設備を「購入」するのではなく


「使用」「使用」するのが目的
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4.2 環境方針


a）組織の活動、製品及びサービスの 性質 、


規模及び環境影響に対して適切である


サービスの性質


1．リース物件の所有権はリース会社にある


ことによる 廃棄物サービス


22．迅速循環による．迅速循環による 省エネ・省資源の浸透


3．ファイナンス面からの エコビジネスサービスエコビジネスサービス
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買
い
取
り
物
件


リ
ー
ス
物
件


所 有


所 有 使 用


販 売


回収困難


販 売 リース


回収に貢献 廃棄物処理に貢献


100％回収・3R可能


回収義務


メー
カー


NEL


お客様


廃棄物処理


（3R）


廃棄物処理


義務が発生


1-1. 買い取り物件とリース物件の比較


メー
カー


お客様


使 用


回収義務
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1-2. コンプライアンス （廃棄物処理法の遵守）


産業廃棄物の定義


産業廃棄物の誤解


産業廃棄物産業廃棄物逆有償又は無償逆有償又は無償


産業廃棄物ではない有 償


リサイクル（再資源化）をする
産業廃棄物ではない


産業廃棄物


※ 金属屑（PC、ｽﾁｰﾙ机、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ等）は売れないので産業廃棄物


産業廃棄物をリサイクルしているだけ
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＜委託基準を満たす義務＞


委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと


委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること


委託する内容が業者の許可内容とあっていること


収集運搬業者


契 約


収集運搬を委託する契約


排出事業者
中間


処理業者
最終


処理業者


契 約


処分を委託する契約


中間処理の


ある 場合


中間処理の


ない 場合


産業廃棄物の【積む場所】と


【卸す場所】の両方の許可が必要


1-3. 産業廃棄物の委託契約締結
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工数：12日 ／ 費用：705,000円


事業者が産業廃棄物を処分する場合、業者との委託契約締結及び管理票
に係わる工数・費用


1-4. 産業廃棄物処理委託費用


※1日 ＝ 8Ｈ、40,000円


工数：1日


費用：40,000円


現地確認


工数：10日


費用：404,000円


収集・運搬業者
及び処分業者へ
の委託契約締結


産業廃棄物管理
票の交付・管理


工数：1日


費用：261,000円
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○


○


○


○


○


○


措置命令


マニフェストの確認


義務を違反した場合


マニフェストの保存


義務を違反した場合


マニフェストに虚偽


の記載をした場合


マニフェストに必要


事項を記入しない場合


マニフェストを交付


しない場合


無許可業者へ委託


した場合


マニフェスト
確認義務違反


50万円以下の罰金
マニフェスト
保存義務違反


50万円以下の罰金
マニフェスト


虚偽記載


50万円以下の罰金
マニフェスト


未記載


50万円以下の罰金
マニフェスト
不交付


5年以下の懲役もしくは


1,000万円以下の罰金


又はこの併科


罰 則


委託基準違反


排出事業者の行為


1-5. マニフェストの義務違反と罰則
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2. 陳腐化に弾力的に対応できる


リースはスは “迅速循環” ができるができる


京都議定書 省エネ機器の浸透


法定耐用年数以下で
強制的に循環


リース


壊れるまで使う買い取り
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エコリース商品


3. エコビジネス促進機能


環境保全事業・


循環型産業（設


備等）


エコビジネス ファイナンス


リース・割賦・


ファクタリング 等
＋
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活活 動動 事事 例例
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買い取り物件のリース化


19


57


79


0


20


40


60


80


100
億円


2002 2003 2004
年度


成約高経年推移活動内容


下記ツールにより、リース
のメリットをアピール


循環型社会へのご提案
リーフレット


環境経営報告書2005
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エコリース商品の販促


51
78


236


0


100


200


300
億円


2002 2003 2004
年度


成約高経年推移活動内容


日本政策投資銀行からの
低利融資


「環境配慮型経営促進事
業」制度のスクリーニング
結果


総合評価


環境への配慮に対する


取り組みが特に先進的


格付け


【最高ランク】







15


管理体


委員長


①エコリース物件登録申請書をナレッジからダウンロードし、
［日付・部門・物件］［１次（管理体）判定］を記入。


②申請書を電子メールにて送付


（物件のカタログ等があれば併せて送付）


③１次（管理体）判定の［判定結果］を記入


⑤申請書の［２次（環境推進部）判定］を記入


⑥判定結果を電子メールにて送付


⑦エコリース該当物件は、エコリース商品の商談・成約実績


としてカウント。


④申請書を電子メールにて送付


環境推進
部長


営業マン
管理体
委員長


営業マン


エコリース物件の登録手順
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エコリース登録物件の事例


環境負荷を低減させる装置


内蔵型循環濾過システム再資源化装置・技術


コンプレッサー／油圧自動裁断機騒音振動防止装置


ＲＤＦ製造プラント／医療廃棄物処理装置ごみ処理装置


フロンガスクリーニングシステムフロン排出抑制装置


汚水乾燥機／逆浸透膜フィルタ浄化式


自動販売機
水質汚濁防止装置


鉛フリー対応エアーリフロー装置その他その他


ハイブリッド発電システム新エネルギー発電装置
自然エネルギーに


よる発電システム


コージェネ発電機／自家用発電装置コージェネレーション省エネ型装置・


技術システム


エアリウムカウンター／オゾン殺菌脱臭


システム
大気汚染防止装置


公害防止装置等
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ＮＥＣリースＮＥＣリース ＡＡ 社社


顧顧 客客


リース契約（転貸条項付）


コージェネレーションシステム


ガスタービンやガスエンジンなどで


発電し、同時に発生する排熱を空調


や給湯に利用するシステム


コージェネレーション


システム使用契約（三者
間）


電力コスト
削減


省エネ


エネルギーの
高効率利用


CO2排出量
の削減


電力の負荷
平準化


導入後のメリット導入後のメリット


顧客の節電ニーズに


対応し、積極的な
展開を図る


エコリース成約事例（コージェネレーションシステムの導入）
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最最 後後 にに
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環境活動から環境経営へ


・総務部を中心に環境管理活動「オフィス活動」を推進1998以前


・第4回ＮＥＣ環境大賞「ＩＴ、で、エコ賞」受賞


・第8回グリーン購入大賞「特別賞」受賞


・日経環境経営度ランク「金融業２位」


・日本政策投資銀行の「環境配慮型経営促進事業」環境格付け：最高ランク


・東証へ上場


・環境管理センター → 環境推進部


・第2回日本環境経営大賞「優秀賞」受賞


・第1回ＮＥＣ環境大賞「特別賞」受賞


・環境活動の主体を「オフィス活動」から「環境経営」へシフト


・ＩＳＯ14001認証登録（営業拠点を含む全社）


・環境管理活動推進部門として環境管理センター設置


・ＩＳＯ14001認証登録（本社地区）


主な出来事


2005


2004


2003


2002


2001


2000


1999


年度
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（
プ
ラ
ス
）


（
マ
イ
ナ
ス
）


活動時間
（ゼ
ロ）


環境経営側面


環境負荷の低減


迷惑をかけない活動


迷惑をかけない活動


［自社の環境負荷をゼロに］


オフィスの紙・


ゴミ削減、節電、


産業廃棄物削減


誉められる活動
誉められる活動


［CS、CSR（社会貢献）］
社会とお客様の
環境負荷低減


経営の効率化


価 値


環境環境 正正 荷（成果）荷（成果）の向上の向上
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企業理念への落とし込み


NECリースは、お客様の発展に貢献


すべくリースを中心とした質の高い


各種サービスを提供することにより、


豊かな循環型社会の実現 に


向けて前進します。


企業
理念＝


環境
理念





